
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、
該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との
間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、
ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通
管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、
上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え
手段 (8)と、
上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)
と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え
るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備え

ことを特徴とする熱搬送装置。
【請求項２】
切換え制御手段 (C)は、利用側手段 (3)の放熱運転時、
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、
液冷媒を貯留可能な受液手段 (22)が、一端がガス流通管 (4)におけるガス配管 (6)の接続位
置と冷熱源手段 (2)との間に、他端が液流通管 (5)における液配管 (7)の接続位置と冷熱源
手段 (2)との間に夫々接続された分岐管 (23)を介して冷熱源手段 (2)に並列に接続されてい
る



温熱源手段 (1)からのガス冷媒を利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるよう
にガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)と利用側手段 (3)との圧力
差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を冷熱源手段 (2)に供給するように液流路切換
え手段 (9)を切換える構成とされていることを特徴とする請求項１記載の熱搬送装置。
【請求項３】
冷熱源手段 (2)は温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
切換え制御手段 (C)は、上記冷熱源手段 (2)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した
時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給して温熱源手段 (1)と冷熱源手
段 (2)とを均圧するようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記冷熱源手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、冷熱源手
段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成と
されていることを特徴とする請求項２記載の熱搬送装置。
【請求項４】
ガス流路切換え手段 (8)は、ガス流通管 (4)におけるガス配管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (
2)との間に設けられた開閉弁 (EV1)を備えており、
切換え制御手段 (C)は、上記開閉弁 (EV1)を、利用側手段 (3)の放熱運転時に閉鎖し、冷熱
源手段 (2)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時に開放するようになっている
ことを特徴とする請求項３記載の熱搬送装置。
【請求項５】
液流路切換え手段 (9)は、
液流通管 (5)における液配管 (7)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられて、冷熱源
手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通のみを許容する第１の逆止弁 (CV1)と、
上記液配管 (7)に設けられて、利用側手段 (3)から冷熱源手段 (2)への液冷媒の流通のみを
許容する第２の逆止弁 (CV2)とを備えていることを特徴とする請求項３記載の熱搬送装置
。
【請求項６】

切換え制御手段 (C)は、利用側手段 (3)の吸熱運転時、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給して該冷熱源手段 (2)の液冷媒を利
用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換える
と共に、
上記冷熱源手段 (2)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入されている状態で、
冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒を凝縮させた時、冷熱源手段 (2)の圧力降下により生じる
利用側手段 (3)と冷熱源手段 (2)との圧力差により、利用側手段 (3)で蒸発する冷媒を冷熱
源手段 (2)に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換える構成とされていることを特
徴とす 搬送装置。
【請求項７】
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冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、
該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との
間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、
ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通
管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、
上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え
手段 (8)と、
上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)
と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え
るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備え、
上記

る熱



冷熱源手段 (2)は温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
切換え制御手段 (C)は、上記温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定量以下に達した
時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給して温熱源手段 (1)と冷熱源手
段 (2)とを均圧するようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記冷熱源手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、冷熱源手
段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成と
されていることを特徴とする請求項６記載の熱搬送装置。
【請求項８】
ガス流路切換え手段 (8)は、ガス流通管 (4)におけるガス配管 (6)の接続位置と温熱源手段 (
1)との間に設けられた開閉弁 (EV1)と、ガス配管 (6)に設けられて、利用側手段 (3)から冷
熱源手段 (2)へのガス冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (CVG)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、上記開閉弁 (EV1)を、冷熱源手段 (2)から利用側手段 (3)への液冷媒
押出し時及び温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に開放し、
利用側手段 (3)から冷熱源手段 (2)へのガス冷媒供給時に閉鎖するようになっていることを
特徴とする請求項７記載の熱搬送装置。
【請求項９】
液流路切換え手段 (9)は、
液流通管 (5)における液配管 (7)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた開閉弁 (EV
4)及び冷熱源手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通のみを許容する第１の逆止弁 (C
V1)と、
上記液配管 (7)に設けられて、冷熱源手段 (2)から利用側手段 (3)への液冷媒の流通のみを
許容する第２の逆止弁 (CV3)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、上記開閉弁 (EV4)を、利用側手段 (3)の吸熱運転時に閉鎖し、温熱
源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に開放するようになっている
ことを特徴とする請求項７記載の熱搬送装置。
【請求項１０】

切換え制御手段 (C)は、
利用側手段 (3)の放熱運転時、温熱源手段 (1)からのガス冷媒を利用側手段 (3)において所
定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、上記凝縮温
度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)と利用側手段 (3)との圧力差により、
利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を冷熱源手段 (2)に供給するように液流路切換え手段 (9)
を切換える一方、
上記利用側手段 (3)の吸熱運転時、温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給
して該冷熱源手段 (2)の液冷媒を利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及
び液流路切換え手段 (9)を切換えると共に、上記冷熱源手段 (2)にガス冷媒が、利用側手段
(3)に液冷媒が夫々導入されている状態で、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒を凝縮させた
時、冷熱源手段 (2)の圧力降下により生じる利用側手段 (3)と冷熱源手段 (2)との圧力差に
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冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、
該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との
間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、
ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通
管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、
上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え
手段 (8)と、
上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)
と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え
るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備え、
上記



より、利用側手段 (3)で蒸発する冷媒を冷熱源手段 (2)に供給するようにガス流路切換え手
段 (8)を切換える構成とされていることを特徴とす 搬送装置。
【請求項１１】
冷熱源手段 (2)は温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
切換え制御手段 (C)は、
利用側手段 (3)の放熱運転時において上記冷熱源手段 (2)における液冷媒の貯留量が所定量
以上に達した時及び利用側手段 (3)の吸熱運転時において温熱源手段 (1)における液冷媒の
貯留量が所定量以下に達した時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給して温熱源手段 (1)と冷熱源手
段 (2)とを均圧するようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記冷熱源手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、冷熱源手
段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成と
されていることを特徴とする請求項１０記載の熱搬送装置。
【請求項１２】
ガス流路切換え手段 (8)は、
ガス流通管 (4)におけるガス配管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に設けられた第１
の開閉弁 (EV1)と、ガス配管 (6)に設けられた第２の開閉弁 (EV2)と、上記第１の開閉弁 (EV
1)及び冷熱源手段 (2)の間と第２の開閉弁 (EV2)及び利用側手段 (3)の間とを接続する接続
管 (10)と、該接続管 (10)に設けられた第３の開閉弁 (EV3)及び利用側手段 (3)から冷熱源手
段 (2)へのガス冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (CVG)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
上記第１の開閉弁 (EV1)を、利用側手段 (3)の放熱運転時と、吸熱運転時であって利用側手
段 (3)から冷熱源手段 (2)へのガス冷媒供給時とに閉鎖し、吸熱運転時であって冷熱源手段
(2)から利用側手段 (3)への液冷媒押出し時及び冷熱源手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に
回収する時に開放し、
上記第２の開閉弁 (EV2)を、利用側手段 (3)の放熱運転時にのみ開放し、
上記第３の開閉弁 (EV3)を、利用側手段 (3)の放熱運転時に閉鎖し、利用側手段 (3)の吸熱
運転時に開放するようになっていることを特徴とする請求項１１記載の熱搬送装置。
【請求項１３】
液流路切換え手段 (9)は、
液流通管 (5)における液配管 (7)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた第１の開
閉弁 (EV4)及び冷熱源手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (
CVL)と、液配管 (7)に設けられた第２の開閉弁 (EV5)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
上記第１の開閉弁 (EV4)を、冷熱源手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する際に開放
し、利用側手段 (3)の吸熱運転時に閉鎖すると共に、
上記第２の開閉弁 (EV5)を、利用側手段 (3)の放熱運転時及び吸熱運転時に開放し、冷熱源
手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する際に閉鎖するようになっていることを特徴と
する請求項１１記載の熱搬送装置。
【請求項１４】

10

20

30

40

50

(4) JP 3598604 B2 2004.12.8

る熱

冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、
該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との
間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、
ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通
管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、
上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え
手段 (8)と、
上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)
と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え



利用側手段 (3a～ 3d) 備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)は、ガス配管 (6)を介し
てガス流通管 (4)に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に夫々接続されて、各々個別に放熱
運転と吸熱運転とが選択可能となっており、

切換え制御手段 (C)は、上記利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態
である時、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を放熱運転する利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝
縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)と放熱運転する利用側手
段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転する利用側手段 (3)との圧力
差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を冷熱源手段 (2)と吸熱運転する
利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給するように液流路切換え手段 (9)を切換え、
更に、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる冷熱源手段 (2)と吸熱運転する
利用側手段 (3)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する上記
吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を冷熱源手段 (2)に供給するようにガス流路切換え手段
(8)を切換える構成とされていることを特徴とす 搬送装置。
【請求項１５】
冷熱源手段 (2)は温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
切換え制御手段 (C)は、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時
において冷熱源手段 (2)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給して温熱源手段 (1)と冷熱源手
段 (2)とを均圧するようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記冷熱源手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、冷熱源手
段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成と
されていることを特徴とする請求項１４記載の熱搬送装置。
【請求項１６】

利用側手段 (3a～ 3d) 備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)は、ガス配管 (6)を介し
てガス流通管 (4)に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に夫々接続されて、各々個別に放熱
運転と吸熱運転とが選択可能となっており、

切換え制御手段 (C)は、上記利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態
である時、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給して冷熱源手段 (2)の液冷媒を吸熱
運転する利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)
を切換え、
上記冷熱源手段 (2)にガス冷媒が、吸熱運転する利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入されて
いる状態で、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒を凝縮させた時、冷熱源手段 (2)の圧力降下
により生じる吸熱運転する利用側手段 (3)と冷熱源手段 (2)との圧力差により、吸熱運転す
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るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備え、
上記 は複数

上記

る熱

冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、
該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との
間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、
ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通
管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、
上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え
手段 (8)と、
上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)
と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え
るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備え、
上記 は複数

上記



る利用側手段 (3)で蒸発する冷媒を冷熱源手段 (2)に供給すると共に、温熱源手段 (1)から
のガス冷媒を放熱運転する利用側手段 (3)に供給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮
温度で凝縮させると共に放熱運転する利用側手段 (3)における凝縮温度よりも低い温度で
冷媒が凝縮する冷熱源手段 (2)と放熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転
する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を冷熱源手段 (2)に供給するようにガス流路切換え手
段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換える構成とされていることを特徴とす 搬送装置
。
【請求項１７】
冷熱源手段 (2)は温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
切換え制御手段 (C)は、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時
において温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給して温熱源手段 (1)と冷熱源手
段 (2)とを均圧するようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記冷熱源手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、冷熱源手
段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成と
されていることを特徴とする請求項１６記載の熱搬送装置。
【請求項１８】

利用側手段 (3a～ 3d) 備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)は、ガス配管 (6)を介し
てガス流通管 (4)に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に夫々接続されて、各々個別に放熱
運転と吸熱運転とが選択可能となっていると共に、冷熱源手段 (2)は温熱源手段 (1)よりも
上方に配置されており、

切換え制御手段 (C)は、
利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を放熱運転する該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で
凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)と放熱運転する利用側手
段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転する利用側手段 (3)との圧力
差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を冷熱源手段 (2)と吸熱運転する
利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給するように液流路切換え手段 (9)を切換え、
更に、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる冷熱源手段 (2)と吸熱運転する
利用側手段 (3)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する上記
吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を冷熱源手段 (2)に供給するようにガス流路切換え手段
(8)を切換える一方、
上記利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給して冷熱源手段 (2)の液冷媒を吸熱
運転する利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)
を切換え、
上記冷熱源手段 (2)にガス冷媒が、吸熱運転する利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入されて
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冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、
該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との
間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、
ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通
管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、
上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え
手段 (8)と、
上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)
と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え
るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備え、
上記 は複数

上記



いる状態で、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒を凝縮させた時、冷熱源手段 (2)の圧力降下
により生じる吸熱運転する利用側手段 (3)と冷熱源手段 (2)との圧力差により、吸熱運転す
る利用側手段 (3)で蒸発する冷媒を冷熱源手段 (2)に供給すると共に、温熱源手段 (1)から
のガス冷媒を放熱運転する利用側手段 (3)に供給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮
温度で凝縮させると共に放熱運転する利用側手段 (3)における凝縮温度よりも低い温度で
冷媒が凝縮する冷熱源手段 (2)と放熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転
する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を冷熱源手段 (2)に供給するようにガス流路切換え手
段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換え、
利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時において冷熱源手段 (2)
における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時及び利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱
交換状態が吸熱状態である時において温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定量以
下に達した時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給して温熱源手段 (1)と冷熱源手
段 (2)とを均圧するようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記冷熱源手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、冷熱源手
段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成と
されていることを特徴とす 搬送装置。
【請求項１９】
ガス流路切換え手段 (8)は、
ガス流通管 (4)におけるガス配管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に設けられた第１
の開閉弁 (EV1)と、各ガス配管 (6a～ 6d)に設けられた第２の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)と、上
記第１の開閉弁 (EV1)及び冷熱源手段 (2)の間と各第２の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)及び利用側
手段 (3a～ 3d)の間とを接続する複数の接続管 (10a～ 10d)と、該各接続管 (10a～ 10d)に設け
られた第３の開閉弁 (EV3-1～ EV3-4)及び利用側手段 (3a～ 3d)から冷熱源手段 (2)へのガス
冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (CVG)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
上記第１の開閉弁 (EV1)を、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態であ
る時及び利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態であって吸熱運転する利
用側手段 (3)から冷熱源手段 (2)へのガス冷媒供給時に閉鎖し、各利用側手段 (3a～ 3d)全体
としての熱交換状態が吸熱状態であって冷熱源手段 (2)から吸熱運転する利用側手段 (3)へ
の液冷媒押出し時及び冷熱源手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する時に開放し、
上記第２の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)を、接続している利用側手段 (3a～ 3d)の放熱運転時にの
み開放し、
上記第３の開閉弁 (EV3-1～ EV3-4)を、接続している利用側手段 (3a～ 3d)の吸熱運転時にの
み開放するようになっていることを特徴とする請求項１８記載の熱搬送装置。
【請求項２０】
液流路切換え手段 (9)は、
液流通管 (5)における液配管 (7)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた第１の開
閉弁 (EV4)及び冷熱源手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (
CVL)と、各液配管 (7a～ 7d)に設けられた第２の開閉弁 (EV5-1～ EV5-4)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
上記第１の開閉弁 (EV4)を、冷熱源手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する際に開放
し、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時に閉鎖すると共に、
上記第２の開閉弁 (EV5-1～ EV5-4)を、接続される利用側手段 (3a～ 3d)の放熱運転時及び吸
熱運転時に開放し、冷熱源手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する際に閉鎖するよう
になっていることを特徴とする請求項１８記載の熱搬送装置。
【請求項２１】
液冷媒を貯留可能な受液手段 (22)が、一端がガス流通管 (4)におけるガス配管 (6)の接続位
置と冷熱源手段 (2)との間に、他端が液流通管 (5)における液配管 (7)の接続位置と冷熱源
手段 (2)との間に夫々接続された分岐管 (23)を介して冷熱源手段 (2)に並列に接続されてい
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ることを特徴とする ～２０の何れか１記載の熱搬送装置。
【請求項２２】
ガス流通管 (4)における分岐管 (23)との接続部分と冷熱源手段 (2)との間には冷熱源手段 (2
)への冷媒供給状態を変更可能とする開閉弁 (EV11)が設けられていることを特徴とする

記載の熱搬送装置。
【請求項２３】
複数の冷熱源手段 (2a,2b)が備えられ、各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)にガス流
通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を形
成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能となっており、
ガス流路切換え手段 (8)は、各ガス流通管 (4a,4b)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通
状態を切換え、液流路切換え手段 (9)は、各液流通管 (5a,5b)と液配管 (7)との間の液冷媒
の流通状態を切換えるようになっ ることを特徴とする請求項１記載の熱搬送装置。
【請求項２４】
各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
利用側手段 (3)は、上記各ガス流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)に対してガス配管 (6)及
び液配管 (7)により夫々接続されており、
切換え制御手段 (C)は、上記利用側手段 (3)の放熱運転時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)及び利用側手段 (3)に供給して
該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切
換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる他部の冷熱源手段 (2b)と利用側手段 (3)
との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供給する
ように液流路切換え手段 (9)を切換え、
上記他部の冷熱源手段 (2b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の冷熱源手段 (2a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガ
ス冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)及び利用側手段 (3)に供給して、温熱源手段 (1)と他部の冷
熱源手段 (2b)とを均圧し且つ利用側手段 (3)においてガス冷媒を所定の凝縮温度で凝縮さ
せるようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる一部の冷熱源手段 (2a)と利用側手段 (3)
との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)に供給し、
且つ他部の冷熱源手段 (2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、
この他部の冷熱源手段 (2b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (
9)を切換える構成とされていることを特徴とする請求項２３記載の熱搬送装置。
【請求項２５】
ガス流路切換え手段 (8)は、
各ガス流通管 (4a,4b)におけるガス配管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (2a,2b)との間に夫々
設けられた開閉弁 (EV1-1,EV1-2)を備えており、
切換え制御手段 (C)は、上記各開閉弁 (EV1-1,EV1-2)を、接続している冷熱源手段 (2a,2b)
に利用側手段 (3)から液冷媒が供給される時に閉鎖し、且つ接続している冷熱源手段 (2a,2
b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時に開放するようになっていることを特
徴とする請求項２４記載の熱搬送装置。
【請求項２６】
液流路切換え手段 (9)は、
各液流通管 (5a,5b)における液配管 (7e,7f)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられ
て、冷熱源手段 (2a,2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通のみを許容する第１の逆止弁
(CV1-1,CV1-2)と、
上記各液配管 (7e,7f)に設けられて、利用側手段 (3)から冷熱源手段 (2)への液冷媒の流通
のみを許容する第２の逆止弁 (CV2-1,CV2-2)とを備えていることを特徴とする請求項２４
記載の熱搬送装置。
【請求項２７】
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請求項６

請
求項１～５及び請求項２１の何れか１

てい



利用側手段 (3)は、上記各ガス流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)に対してガス配管 (
6e,6f)及び液配管 (7e,7f)により夫々接続されており、

切換え制御手段 (C)は、上記利用側手段 (3)の吸熱運転時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)に供給して該一部の冷熱源手
段 (2a)の液冷媒を利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え
手段 (9)を切換えると共に、
他部の冷熱源手段 (2b)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入されている状態
で、他部の冷熱源手段 (2b)におけるガス冷媒の凝縮により生じる利用側手段 (3)と他部の
冷熱源手段 (2b)との圧力差により、他部の冷熱源手段 (2b)の圧力降下に伴って減圧し蒸発
する利用側手段 (3)の冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供給するようにガス流路切換え手段 (
8)を切換え、
上記他部の冷熱源手段 (2b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の冷熱源手段 (2a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガ
ス冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供給して該他部の冷熱源手段 (2b)の液冷媒を利用側手段
(3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換え、
更に、一部の冷熱源手段 (2a)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入されてい
る状態で、一部の冷熱源手段 (2a)におけるガス冷媒の凝縮により生じる利用側手段 (3)と
一部の冷熱源手段 (2a)との圧力差により、一部の冷熱源手段 (2a)の圧力降下に伴って減圧
し蒸発する利用側手段 (3)の冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)に供給するようにガス流路切換
え手段 (8)を切換える構成とされていることを特徴とす 搬送装置。
【請求項２８】
各冷熱源手段 (2a,2b)は温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
切換え制御手段 (C)は、上記温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定量以下に達した
時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を、利用側手段 (3)から冷媒が供給されている冷熱源手
段 (2)に供給して該冷熱源手段 (2)と温熱源手段 (1)とを均圧するようにガス流路切換え手
段 (8)を切換えると共に、
この冷熱源手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、冷熱源手
段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成と
されていることを特徴とする請求項２７記載の熱搬送装置。
【請求項２９】
ガス流路切換え手段 (8)は、
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冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、
該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との
間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、
ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通
管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、
上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え
手段 (8)と、
上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)
と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え
るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備え、
上記冷熱源手段 (2a,2b)は複数備えられ、各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)にガス
流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を
形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能となっており、
上記ガス流路切換え手段 (8)は、各ガス流通管 (4a,4b)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の
流通状態を切換え、液流路切換え手段 (9)は、各液流通管 (5a,5b)と液配管 (7)との間の液
冷媒の流通状態を切換えるようになっており、
上記

上記

る熱



各ガス流通管 (4a,4b)におけるガス配管 (6e,6f)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に夫々
設けられた開閉弁 (EV1-1,EV1-2)と、各ガス配管 (6e,6f)に設けられて、利用側手段 (3)か
ら冷熱源手段 (2a,2b)へのガス冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (CVG1,CVG2)とを備えてお
り、
切換え制御手段 (C)は、上記各開閉弁 (EV1-1,EV1-2)を、接続している冷熱源手段 (2a,2b)
から利用側手段 (3)への液冷媒押出し時及び温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定
量以下に達した時に開放し、接続している冷熱源手段 (2a,2b)への利用側手段 (3)からのガ
ス冷媒供給時に閉鎖するようになっていることを特徴とする請求項２８記載の熱搬送装置
。
【請求項３０】
液流路切換え手段 (9)は、
各液流通管 (5a,5b)における液配管 (7e,7f)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられ
た開閉弁 (EV4)及び冷熱源手段 (2a,2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通のみを許容す
る第１の逆止弁 (CV1-1,CV1-2)と、
上記各液配管 (7e,7f)に設けられて、冷熱源手段 (2a,2b)から利用側手段 (3)への液冷媒の
流通のみを許容する第２の逆止弁 (CV3-1,CV3-2)とを備えており、　切換え制御手段 (C)は
、上記開閉弁 (EV4)を、利用側手段 (3)の吸熱運転時に閉鎖し、且つ温熱源手段 (1)におけ
る液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に開放するようになっていることを特徴とする
請求項２８記載の熱搬送装置。
【請求項３１】

各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
利用側手段 (3)は、上記各ガス流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)に対してガス配管 (

6)及び液配管 (7e,7f)により夫々接続されており、
切換え制御手段 (C)は、

上記利用側手段 (3)の放熱運転時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)及び利用側手段 (3)に供給して
該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切
換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる他部の冷熱源手段 (2b)と利用側手段 (3)
との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供給する
ように液流路切換え手段 (9)を切換え、
上記他部の冷熱源手段 (2b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
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冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、
該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との
間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、
ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通
管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、
上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え
手段 (8)と、
上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)
と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え
るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備え、
上記冷熱源手段 (2a,2b)は複数備えられ、各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)にガス
流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を
形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能となっており、
上記ガス流路切換え手段 (8)は、各ガス流通管 (4a,4b)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の
流通状態を切換え、液流路切換え手段 (9)は、各液流通管 (5a,5b)と液配管 (7)との間の液
冷媒の流通状態を切換えるようになっており、
上記
上記

上記



上記一部の冷熱源手段 (2a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガ
ス冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)及び利用側手段 (3)に供給して、温熱源手段 (1)と他部の冷
熱源手段 (2b)とを均圧し且つ利用側手段 (3)においてガス冷媒を所定の凝縮温度で凝縮さ
せるようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる一部の冷熱源手段 (2a)と利用側手段 (3)
との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)に供給し、
且つ他部の冷熱源手段 (2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、
この他部の冷熱源手段 (2b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (
9)を切換える一方、
上記利用側手段 (3)の吸熱運転時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)に供給して該一部の冷熱源手
段 (2a)の液冷媒を利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え
手段 (9)を切換えると共に、
上記他部の冷熱源手段 (2b)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入されている
状態で、他部の冷熱源手段 (2b)におけるガス冷媒の凝縮により生じる利用側手段 (3)と他
部の冷熱源手段 (2b)との圧力差により、他部の冷熱源手段 (2b)の圧力降下に伴って減圧し
蒸発する利用側手段 (3)の冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供給するようにガス流路切換え
手段 (8)を切換え、
上記他部の冷熱源手段 (2b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の冷熱源手段 (2a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガ
ス冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供給して該他部の冷熱源手段 (2b)の液冷媒を利用側手段
(3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換え、
更に、上記一部の冷熱源手段 (2a)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入され
ている状態で、一部の冷熱源手段 (2a)におけるガス冷媒の凝縮により生じる利用側手段 (3
)と一部の冷熱源手段 (2a)との圧力差により、一部の冷熱源手段 (2a)の圧力降下に伴って
減圧し蒸発する利用側手段 (3)の冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)に供給するようにガス流路
切換え手段 (8)を切換える構成とされていることを特徴とす 搬送装置。
【請求項３２】
切換え制御手段 (C)は、利用側手段 (3)の吸熱運転時、温熱源手段 (1)における液冷媒の貯
留量が所定量以下に達した時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を、利用側手段 (3)から冷媒が供給されている冷熱源手
段 (2a,2b)に供給して該冷熱源手段 (2a,2b)と温熱源手段 (1)とを均圧するようにガス流路
切換え手段 (8)を切換えると共に、
この冷熱源手段 (2a,2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、冷熱
源手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構
成とされていることを特徴とする請求項３１記載の熱搬送装置。
【請求項３３】
ガス流路切換え手段 (8)は、
各ガス流通管 (4a,4b)におけるガス配管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (2a,2b)との間に設け
られた第１の開閉弁 (EV1-1,EV1-2)と、ガス配管 (6)に設けられた第２の開閉弁 (EV2)と、
上記第１の開閉弁 (EV1-1,EV1-2)及び冷熱源手段 (2a,2b)の間と第２の開閉弁 (EV2)及び利
用側手段 (3)の間とを接続する接続管 (20)と、該接続管 (20)に設けられた第３の開閉弁 (EV
3)及び利用側手段 (3)から冷熱源手段 (2a,2b)へのガス冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (C
VG1,CVG2)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
上記第１の開閉弁 (EV1-1,EV1-2)を、接続している冷熱源手段 (2a,2b)に対して、利用側手
段 (3)の放熱運転時に該利用側手段 (3)から液冷媒が供給される時及び利用側手段 (3)の吸
熱運転時に該利用側手段 (3)からガス冷媒が供給される時に閉鎖し、接続している冷熱源
手段 (2a,2b)に、温熱源手段 (1)からガス冷媒が供給される時に開放し、
上記第２の開閉弁 (EV2)を、利用側手段 (3)の放熱運転時にのみ開放し、
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る熱



上記第３の開閉弁 (EV3)を、利用側手段 (3)の吸熱運転時にのみ開放するようになっている
ことを特徴とする請求項３２記載の熱搬送装置。
【請求項３４】
液流路切換え手段 (9)は、
液流通管 (5a,5b)における液配管 (7e,7f)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた
第１の開閉弁 (EV4)及び冷熱源手段 (2a,2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通のみを許
容する逆止弁 (CV1-1,CV1-2)と、各液配管 (7e,7f)に設けられた第２の開閉弁 (EV6-1,EV6-2
)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
上記第１の開閉弁 (EV4)を、冷熱源手段 (2a,2b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する際に
開放し、利用側手段 (3)の吸熱運転時に閉鎖すると共に、
上記第２の開閉弁 (EV6-1,EV6-2)を、利用側手段 (3)の放熱運転時に、接続している冷熱源
手段 (2a,2b)に対して利用側手段 (3)から液冷媒が供給される時、及び利用側手段 (3)の吸
熱運転時に、接続している冷熱源手段 (2a,2b)から利用側手段 (3)に液冷媒を押出す時に開
放し、接続している冷熱源手段 (2a,2b)に対して、利用側手段 (3)の放熱運転時に温熱源手
段 (1)からガス冷媒が供給される時、及び利用側手段 (3)の吸熱運転時に該利用側手段 (3)
からガス冷媒が供給される時に閉鎖するようになっていることを特徴とする請求項３２記
載の熱搬送装置。
【請求項３５】

各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
利用側手段 (3a～ 3d) 備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)は、ガス配管 (6)を介し

て各ガス流通管 (4a,4b)に、液配管 (7e,7f)を介して各液流通管 (5a,5b)に夫々接続されて
、各々個別に放熱運転と吸熱運転とが選択可能となっており、

切換え制御手段 (C)は、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態であ
る時、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)及び放熱運転する利用側手段 (3)に
供給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手
段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる他部の冷熱源手段 (2b)と放熱運転する利
用側手段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転する利用側手段 (3)と
の圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)
と吸熱運転する利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給するように液流路切換え手
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冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、
該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との
間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、
ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通
管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、
上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え
手段 (8)と、
上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)
と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え
るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備え、
上記冷熱源手段 (2a,2b)は複数備えられ、各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)にガス
流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を
形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能となっており、
上記ガス流路切換え手段 (8)は、各ガス流通管 (4a,4b)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の
流通状態を切換え、液流路切換え手段 (9)は、各液流通管 (5a,5b)と液配管 (7)との間の液
冷媒の流通状態を切換えるようになっており、
上記
上記 は複数

上記



段 (9)を切換え、
更に、他部の冷熱源手段 (2b)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該他部の冷熱源手段 (2
b)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、他部の冷熱源手段 (2b)の圧力降下に
伴って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に
供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換え、
上記他部の冷熱源手段 (2b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の冷熱源手段 (2a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガ
ス冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して、温熱源手段 (
1)と他部の冷熱源手段 (2b)とを均圧し且つ放熱運転する利用側手段 (3)においてガス冷媒
を所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる一部の冷熱源手段 (2a)と放熱運転する利
用側手段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転する利用側手段 (3)と
の圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)
と吸熱運転する利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給し、且つ他部の冷熱源手段 (
2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、この他部の冷熱源手段 (2
b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成とされ
ていることを特徴とす 搬送装置。
【請求項３６】

利用側手段 (3a～ 3d) 備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)は、ガス配管 (6)を介し
て各ガス流通管 (4a,4b)に、液配管 (7e,7f)を介して各液流通管 (5a,5b)に夫々接続されて
、各々個別に放熱運転と吸熱運転とが選択可能となっており、

切換え制御手段 (C)は、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態であ
る時、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)及び放熱運転する利用側手段 (3)に
供給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させ、この放熱運転する利用側
手段 (3)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で
凝縮された冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に供給すると共に、一部の冷熱源手段 (2a)
の液冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路
切換え手段 (9)を切換え、
上記他部の冷熱源手段 (2b)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該他部の冷熱源手段 (2b)
と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、他部の冷熱源手段 (2b)の圧力降下に伴
って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供
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る熱

冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、
該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との
間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、
ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通
管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、
上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え
手段 (8)と、
上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)
と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え
るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備え、
上記冷熱源手段 (2a,2b)は複数備えられ、各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)にガス
流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を
形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能となっており、
上記ガス流路切換え手段 (8)は、各ガス流通管 (4a,4b)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の
流通状態を切換え、液流路切換え手段 (9)は、各液流通管 (5a,5b)と液配管 (7)との間の液
冷媒の流通状態を切換えるようになっており、
上記 は複数

上記



給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換え、
上記他部の冷熱源手段 (2b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の冷熱源手段 (2a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガ
ス冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して、該利用側手
段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させ、この放熱運転する利用側手段 (3)と吸熱運転す
る利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を吸熱
運転する利用側手段 (3)に供給すると共に、他部の冷熱源手段 (2b)の液冷媒を吸熱運転す
る利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換
え、
上記一部の冷熱源手段 (2a)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該一部の冷熱源手段 (2a)
と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、一部の冷熱源手段 (2a)の圧力降下に伴
って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供
給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換える構成とされていることを特徴とす 搬
送装置。
【請求項３７】
各冷熱源手段 (2a,2b)は温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
切換え制御手段 (C)は、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時
において温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時、
上記吸熱運転している利用側手段 (3)から液冷媒が供給されている冷熱源手段 (2a,2b)に温
熱源手段 (1)からのガス冷媒を供給して温熱源手段 (1)と冷熱源手段 (2a,2b)とを均圧する
ようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
この冷熱源手段 (2a,2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、冷熱
源手段 (2a,2b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換え
る構成とされていることを特徴とする請求項３６記載の熱搬送装置。
【請求項３８】

各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
利用側手段 (3a～ 3d) 備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)は、ガス配管 (6)を介し

て各ガス流通管 (4a,4b)に、液配管 (7e,7f)を介して各液流通管 (5a,5b)に夫々接続されて
、各々個別に放熱状態と吸熱状態とが選択可能となっており、

切換え制御手段 (C)は、
利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)及び放熱運転する利用側手段 (3)に
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る熱

冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、
該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との
間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、
ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通
管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、
上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え
手段 (8)と、
上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)
と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え
るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備え、
上記冷熱源手段 (2a,2b)は複数備えられ、各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)にガス
流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を
形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能となっており、
上記ガス流路切換え手段 (8)は、各ガス流通管 (4a,4b)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の
流通状態を切換え、液流路切換え手段 (9)は、各液流通管 (5a,5b)と液配管 (7)との間の液
冷媒の流通状態を切換えるようになっており、
上記
上記 は複数

上記



供給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手
段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる他部の冷熱源手段 (2b)と放熱運転する利
用側手段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転する利用側手段 (3)と
の圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)
と吸熱運転する利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給してするように液流路切換
え手段 (9)を切換え、
更に、他部の冷熱源手段 (2b)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該他部の冷熱源手段 (2
b)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、他部の冷熱源手段 (2b)の圧力降下に
伴って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に
供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換え、
上記他部の冷熱源手段 (2b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の冷熱源手段 (2a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガ
ス冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して、温熱源手段 (
1)と他部の冷熱源手段 (2b)とを均圧し且つ放熱運転する利用側手段 (3)においてガス冷媒
を所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる一部の冷熱源手段 (2a)と放熱運転する利
用側手段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転する利用側手段 (3)と
の圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)
と吸熱運転する利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給し、且つ他部の冷熱源手段 (
2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、この他部の冷熱源手段 (2
b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える一方、
上記利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)及び放熱運転する利用側手段 (3)に
供給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させ、この放熱運転する利用側
手段 (3)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で
凝縮された冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に供給すると共に、一部の冷熱源手段 (2a)
の液冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路
切換え手段 (9)を切換え、
上記他部の冷熱源手段 (2b)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該他部の冷熱源手段 (2b)
と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、他部の冷熱源手段 (2b)の圧力降下に伴
って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供
給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換え、
上記他部の冷熱源手段 (2b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の冷熱源手段 (2a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガ
ス冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して、該利用側手
段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させ、この放熱運転する利用側手段 (3)と吸熱運転す
る利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を吸熱
運転する利用側手段 (3)に供給すると共に、他部の冷熱源手段 (2b)の液冷媒を吸熱運転す
る利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換
え、
上記一部の冷熱源手段 (2a)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該一部の冷熱源手段 (2a)
と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、一部の冷熱源手段 (2a)の圧力降下に伴
って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供
給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換える構成とされていることを特徴とす 搬
送装置。
【請求項３９】
ガス流路切換え手段 (8)は、
各ガス流通管 (4a,4b)におけるガス配管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (2a,2b)との間に設け
られた第１の開閉弁 (EV1-1,EV1-2)と、各ガス配管 (6a～ 6d)に設けられた第２の開閉弁 (EV
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2-1～ EV2-4)と、上記第１の開閉弁 (EV1-1,EV1-2)及び冷熱源手段 (2a,2b)の間と各第２の
開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)及び利用側手段 (3a～ 3d)の間とを接続する複数の接続管 (20)と、該
各接続管 (20)に設けられた第３の開閉弁 (EV3-1～ EV3-4)及び利用側手段 (3a～ 3d)から冷熱
源手段 (2a,2b)へのガス冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (CVG1,CVG2)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
上記第１の開閉弁 (EV1-1,EV1-2)を、接続している冷熱源手段 (2a,2b)に対して、利用側手
段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時における放熱運転する利用側手段
(3)からの液冷媒供給時、及び利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態で
ある時における吸熱運転する利用側手段 (3)からのガス冷媒供給時に閉鎖し、接続してい
る冷熱源手段 (2a,2b)に、温熱源手段 (1)からガス冷媒が供給される時に開放し、
上記第２の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)を、接続している利用側手段 (3)の放熱運転時にのみ開
放し、
上記第３の開閉弁 (EV3-1～ EV3-4)を、接続している利用側手段 (3)の吸熱運転時にのみ開
放するようになっていることを特徴とする請求項３８記載の熱搬送装置。
【請求項４０】
液流路切換え手段 (9)は、
液流通管 (5a,5b)における液配管 (7e,7f)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた
第１の開閉弁 (EV4)及び冷熱源手段 (2a,2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通のみを許
容する逆止弁 (CV1-1,CV1-2)と、各利用側手段 (3a～ 3d)に対応して液配管 (7a～ 7d)に設け
られた第２の開閉弁 (EV5-1～ EV5-4)と、各冷熱源手段 (2a,2b)に対応して液配管 (7e,7f)に
設けられた第３の開閉弁 (EV6-1,EV6-2)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
上記第１の開閉弁 (EV4)を、冷熱源手段 (2a,2b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する際に
のみ開放し、
上記第３の開閉弁 (EV6-1,EV6-2)を、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱
状態である時に、接続している冷熱源手段 (2a,2b)に対して放熱運転する利用側手段 (3)か
らの冷媒供給時、及び利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時に
、接続している冷熱源手段 (2a,2b)から吸熱運転する利用側手段 (3)への液冷媒押出し時に
開放し、接続している冷熱源手段 (2a,2b)に対して、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱
交換状態が放熱状態である時における温熱源手段 (1)からのガス冷媒供給時及び利用側手
段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時における吸熱運転する利用側手段
(3)からガス冷媒供給時に閉鎖するようになっていることを特徴とする請求項３８記載の
熱搬送装置。
【請求項４１】

液冷媒を貯留可能な複数の受液手段 (25a,25b)が備えられ、
各受液手段 (25a,25b)は、夫々がガス管 (26a,26b)によってガス流通管 (4a,4b)に、液管 (27
a,27b)によって液流通管 (5a,5b)に接続されており、
ガス流路切換え手段 (8)は、各ガス流通管 (4a,4b)とガス管 (26a,26b)との間のガス冷媒の
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冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、
該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との
間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、
ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通
管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、
上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え
手段 (8)と、
上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)
と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え
るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備え、



流通状態を切換え、液流路切換え手段 (9)は、各液流通管 (5a,5b)と液管 (27a,27b)との間
の液冷媒の流通状態を切換えるようになっており、

切換え制御手段 (C)は、上記利用側手段 (3)の運転状態に応じてガス流路切換え手段 (8
)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する構成とされていることを特徴とす

搬送装置。
【請求項４２】
各受液手段 (25a,25b)は、温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
切換え制御手段 (C)は、上記利用側手段 (3)の放熱運転時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の受液手段 (25a)及び利用側手段 (3)に供給して
該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切
換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)に繋がる他部の受液手段 (
25b)と利用側手段 (3)との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を他部の受液手
段 (25b)に供給するように液流路切換え手段 (9)を切換え、
上記他部の受液手段 (25b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の受液手段 (25a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス
冷媒を他部の受液手段 (25b)及び利用側手段 (3)に供給して、温熱源手段 (1)と他部の受液
手段 (25b)とを均圧し且つ利用側手段 (3)においてガス冷媒を所定の凝縮温度で凝縮させる
ようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)に繋がる一部の受液手段 (
25a)と利用側手段 (3)との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を一部の受液手
段 (25a)に供給し、且つ他部の受液手段 (25b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容
することにより、この他部の受液手段 (25b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液
流路切換え手段 (9)を切換える構成とされていることを特徴とする請求項４１記載の熱搬
送装置。
【請求項４３】
ガス流路切換え手段 (8)は、
受液手段 (25a,25b)の数に対応したガス流通管 (4a,4b)の夫々に対するガス管 (26a,26b)の
接続位置と温熱源手段 (1)との間に夫々設けられた第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)と、ガス流
通管 (4a,4b)の夫々に対するガス管 (26a,26b)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に夫々設
けられた第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
上記第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)を、接続している受液手段 (25a,25b)に利用側手段 (3)か
ら液冷媒が供給される時に閉鎖し、接続している受液手段 (25a,25b)における液冷媒の貯
留量が所定量以上に達した時に開放し、
上記第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)を、接続している受液手段 (25a,25b)に温熱源手段 (1)か
らガス冷媒が供給される時に閉鎖し、接続している受液手段 (25a,25b)に利用側手段 (3)か
ら液冷媒が供給される時に開放するようになっていることを特徴とする請求項４２記載の
熱搬送装置。
【請求項４４】
液流路切換え手段 (9)は、
受液手段 (25a,25b)の数に対応した液流通管 (5a,5b)の夫々に対する液管 (27a,27b)の接続
位置と温熱源手段 (1)との間に夫々設けられて、受液手段 (25a,25b)から温熱源手段 (1)へ
の液冷媒の流通のみを許容する第１の逆止弁 (CV1-1,CV1-2)と、各液流通管 (5a,5b)の夫々
に対する液管 (27a,27b)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に夫々設けられて、利用側手段
(3)及び冷熱源手段 (2)から受液手段 (25a,25b)への液冷媒の流通のみを許容する第２の逆
止弁 (CV2-1,CV2-2)と、液配管 (7)に設けられて、利用側手段 (3)から受液手段 (25a,25b)へ
の液冷媒の流通のみを許容する第３の逆止弁 (CV4)とを備えていることを特徴とする請求
項４２記載の熱搬送装置。
【請求項４５】
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切換え制御手段 (C)は、上記利用側手段 (3)の吸熱運転時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の受液手段 (25a)に供給して該一部の受液手段 (2
5a)の液冷媒を利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手
段 (9)を切換えると共に、
冷熱源手段 (2)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入されている状態で、冷熱
源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる利用側手段 (3)と冷熱源手段 (2)との圧力
差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する利用側手段 (3)の冷媒を冷熱
源手段 (2)に繋がる他部の受液手段 (25b)に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換
え、
上記他部の受液手段 (25b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の受液手段 (25a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス
冷媒を他部の受液手段 (25b)に供給して該他部の受液手段 (25b)の液冷媒を利用側手段 (3)
に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換え、
更に、冷熱源手段 (2)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入されている状態で
、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる利用側手段 (3)と冷熱源手段 (2)と
の圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する利用側手段 (3)の冷媒
を冷熱源手段 (2)に繋がる一部の受液手段 (25a)供給するようにガス流路切換え手段 (8)を
切換える構成とされていることを特徴とする請求項４１記載の熱搬送装置。
【請求項４６】
各受液手段 (25a,25b)は温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
切換え制御手段 (C)は、
上記温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を、冷熱源手段 (2)から液冷媒が供給されている受液手
段 (25a,25b)に供給して該受液手段 (25a,25b)と温熱源手段 (1)とを均圧するようにガス流
路切換え手段 (8)を切換えると共に、
この受液手段 (25a,25b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、受液
手段 (25a,25b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換え
る構成とされていることを特徴とする請求項４５記載の熱搬送装置。
【請求項４７】
ガス流路切換え手段 (8)は、
受液手段 (25a,25b)の数に対応したガス流通管 (4a,4b)の夫々に対するガス管 (26a,26b)の
接続位置と温熱源手段 (1)との間に夫々設けられた第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)と、ガス流
通管 (4a,4b)の夫々に対するガス管 (26a,26b)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に夫々設
けられた第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
上記第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)を、接続している受液手段 (25a,25b)に冷熱源手段 (2)か
ら液冷媒が供給される時に閉鎖し、接続している受液手段 (25a,25b)における液冷媒の貯
留量が所定量以上に達した時に開放し、
上記第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)を、接続している受液手段 (25a,25b)に温熱源手段 (1)か
らガス冷媒が供給される時に閉鎖し、接続している受液手段 (25a,25b)に冷熱源手段 (2)か
ら液冷媒が供給される時に開放するようになっていることを特徴とする請求項４６記載の
熱搬送装置。
【請求項４８】
液流路切換え手段 (9)は、
受液手段 (25a,25b)の数に対応した液流通管 (5a,5b)の夫々に対する液管 (27a,27b)の接続
位置と温熱源手段 (1)との間に夫々設けられた開閉弁 (EV4)及び受液手段 (25a,25b)から温
熱源手段 (1)及び利用側手段 (3)への液冷媒の流通のみを許容する第１の逆止弁 (CV1-1,CV1
-2)と、液流通管 (5a,5b)の夫々に対する液管 (27a,27b)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間
に夫々設けられて、冷熱源手段 (2)から受液手段 (25a,25b)への液冷媒の流通のみを許容す
る第２の逆止弁 (CV2-1,CV2-2)とを備えており、
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切換え制御手段 (C)は、上記開閉弁 (EV4)を、温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所
定量以下に達した時に開放するようになっていることを特徴とする請求項４６記載の熱搬
送装置。
【請求項４９】
各受液手段 (25a,25b)は、温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
切換え制御手段 (C)は、
上記利用側手段 (3)の放熱運転時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の受液手段 (25a)及び利用側手段 (3)に供給して
該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切
換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)に繋がる他部の受液手段 (
25b)と利用側手段 (3)との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を他部の受液手
段 (25b)に供給するように液流路切換え手段 (9)を切換え、
上記他部の受液手段 (25b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の受液手段 (25a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス
冷媒を他部の受液手段 (25b)及び利用側手段 (3)に供給して、温熱源手段 (1)と他部の受液
手段 (25b)とを均圧し且つ利用側手段 (3)においてガス冷媒を所定の凝縮温度で凝縮させる
ようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)に繋がる一部の受液手段 (
25a)と利用側手段 (3)との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を一部の受液手
段 (25a)に供給し、且つ他部の受液手段 (25b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容
することにより、この他部の受液手段 (25b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液
流路切換え手段 (9)を切換える一方、
上記利用側手段 (3)の吸熱運転時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の受液手段 (25a)に供給して該一部の受液手段 (2
5a)の液冷媒を利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手
段 (9)を切換えると共に、
冷熱源手段 (2)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入されている状態で、冷熱
源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる利用側手段 (3)と冷熱源手段 (2)との圧力
差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する利用側手段 (3)の冷媒を冷熱
源手段 (2)に繋がる他部の受液手段 (25b)に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換
え、
上記他部の受液手段 (25b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の受液手段 (25a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス
冷媒を他部の受液手段 (25b)に供給して該他部の受液手段 (25b)の液冷媒を利用側手段 (3)
に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換え、
更に、冷熱源手段 (2)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入されている状態で
、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる利用側手段 (3)と冷熱源手段 (2)と
の圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する利用側手段 (3)の冷媒
を冷熱源手段 (2)に繋がる一部の受液手段 (25a)供給するようにガス流路切換え手段 (8)を
切換える構成とされていることを特徴とする請求項４１記載の熱搬送装置。
【請求項５０】
切換え制御手段 (C)は、利用側手段 (3)の吸熱運転時、温熱源手段 (1)における液冷媒の貯
留量が所定量以下に達した時、
上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を、冷熱源手段 (2)から液冷媒が供給されている受液手
段 (25a,25b)に供給して該受液手段 (25a,25b)と温熱源手段 (1)とを均圧するようにガス流
路切換え手段 (8)を切換えると共に、
この受液手段 (25a,25b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、受液
手段 (25a,25b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換え
る構成とされていることを特徴とする請求項４９記載の熱搬送装置。
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【請求項５１】
ガス流路切換え手段 (8)は、
受液手段 (25a,25b)の数に対応したガス流通管 (4a,4b)の夫々に対するガス管 (26a,26b)の
接続位置と温熱源手段 (1)との間に夫々設けられた第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)と、ガス流
通管 (4a,4b)の夫々に対するガス管 (26a,26b)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に夫々設
けられた第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)と、ガス配管 (6)に設けられた第３の開閉弁 (EV2)と
、利用側手段 (3)と冷熱源手段 (2)とを接続する接続管 (20)に設けられた第４の開閉弁 (EV3
)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
上記第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)を、接続している受液手段 (25a,25b)に対して、利用側手
段 (3)の放熱運転時に該利用側手段 (3)から液冷媒が供給される時及び利用側手段 (3)の吸
熱運転時に冷熱源手段 (2)から液冷媒が供給される時に閉鎖し、接続している受液手段 (25
a,25b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時に開放し、
上記第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)を、接続している受液手段 (25a,25b)に、温熱源手段 (1)
からガス冷媒が供給される時に閉鎖し、接続している受液手段 (25a,25b)に対して、利用
側手段 (3)の放熱運転時に該利用側手段 (3)から液冷媒が供給される時及び利用側手段 (3)
の吸熱運転時に冷熱源手段 (2)から液冷媒が供給される時に開放し、
第３の開閉弁 (EV2)を、利用側手段 (3)の放熱運転時にのみ開放し、
第４の開閉弁 (EV3)を、利用側手段 (3)の吸熱運転時にのみ開放するようになっていること
を特徴とする請求項５０記載の熱搬送装置。
【請求項５２】
液流路切換え手段 (9)は、
受液手段 (25a,25b)の数に対応した液流通管 (5a,5b)の夫々に対する液管 (27a,27b)の接続
位置と温熱源手段 (1)との間に夫々設けられた第１の開閉弁 (EV4)及び受液手段 (25a,25b)
から温熱源手段 (1)と利用側手段 (3)への液冷媒の流通のみを許容する第１の逆止弁 (CV1-1
,CV1-2)と、液流通管 (5a,5b)の夫々に対する液管 (27a,27b)の接続位置と冷熱源手段 (2)と
の間に夫々設けられて、利用側手段 (3)及び冷熱源手段 (2)から受液手段 (25a,25b)への液
冷媒の流通のみを許容する第２の逆止弁 (CV2-1,CV2-2)と、液配管 (7)に設けられた第２の
開閉弁 (EV9)と、利用側手段 (3)と各受液手段 (25a,25b)とを第２の逆止弁 (CV2-1,CV2-2)を
介して接続する接続管 (21)に設けられた第３の開閉弁 (EV10)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
第１の開閉弁 (EV4)を、受液手段 (25a,25b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する時にのみ
開放し、
第２の開閉弁 (EV9)を、利用側手段 (3)の吸熱運転時にのみ開放し、
第３の開閉弁 (EV10)を、利用側手段 (3)の放熱運転時にのみ開放するようになっているこ
とを特徴とする請求項５０記載の熱搬送装置。
【請求項５３】
各受液手段 (25a,25b)は、温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
複数の利用側手段 (3a～ 3d)が備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)は、ガス配管 (6a～ 6d)を介
してガス流通管 (4a,4b)に、液配管 (7a～ 7d)を介して液流通管 (5a,5b)に夫々接続されて、
各々個別に放熱運転と吸熱運転とが選択可能となっており、
切換え制御手段 (C)は、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時
、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の受液手段 (25a)及び放熱運転する利用側手段 (3)に
供給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手
段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)に繋がる他部の受液手段 (
25b)と放熱運転する利用側手段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転
する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を他
部の受液手段 (25b)と吸熱運転する利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給するよう

10

20

30

40

50

(20) JP 3598604 B2 2004.12.8



に液流路切換え手段 (9)を切換え、
更に、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該冷熱源手段 (2)と吸熱運転す
る利用側手段 (3)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する上
記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を冷熱源手段 (2)に繋がる他部の受液手段 (25b)に供
給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換え、
上記他部の受液手段 (25b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の受液手段 (25a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス
冷媒を他部の受液手段 (25b)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して、温熱源手段 (1)
と他部の受液手段 (25b)とを均圧し且つ放熱運転する利用側手段 (3)においてガス冷媒を所
定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)に繋がる一部の受液手段 (
25a)と放熱運転する利用側手段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転
する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を一
部の受液手段 (25a)と吸熱運転する利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給し、且つ
他部の冷熱源手段 (2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、この
他部の冷熱源手段 (2b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を
切換える構成とされていることを特徴とする請求項４１記載の熱搬送装置。
【請求項５４】
複数の利用側手段 (3a～ 3d)が備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)は、ガス配管 (6a～ 6d)を介
して各ガス流通管 (4a,4b)に、液配管 (7a～ 7d)を介して各液流通管 (5a,5b)に夫々接続され
て、各々個別に放熱運転と吸熱運転とが選択可能となっており、
切換え制御手段 (C)は、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時
、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の受液手段 (25a)及び放熱運転する利用側手段 (3)に
供給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させ、この放熱運転する利用側
手段 (3)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で
凝縮された冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に供給すると共に、一部の受液手段 (25a)の
液冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切
換え手段 (9)を切換え、
上記冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該冷熱源手段 (2)に繋がる他部の
受液手段 (25b)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降
下に伴って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を他部の受液手段 (25b)
に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換え、
上記他部の受液手段 (25b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の受液手段 (25a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス
冷媒を他部の受液手段 (25b)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して、該利用側手段 (3
)において所定の凝縮温度で凝縮させ、この放熱運転する利用側手段 (3)と吸熱運転する利
用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を吸熱運転
する利用側手段 (3)に供給すると共に、他部の受液手段 (25b)の液冷媒を吸熱運転する利用
側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換え、
上記冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該冷熱源手段 (2)に繋がる一部の
受液手段 (25a)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降
下に伴って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を一部の受液手段 (25a)
に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換える構成とされていることを特徴とする
請求項４１記載の熱搬送装置。
【請求項５５】
各受液手段 (25a,25b)は温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
切換え制御手段 (C)は、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時
において温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時、
上記冷熱源手段 (2)から液冷媒が供給されている受液手段 (25a,25b)に温熱源手段 (1)から
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のガス冷媒を供給して温熱源手段 (1)と受液手段 (25a,25b)とを均圧するようにガス流路切
換え手段 (8)を切換えると共に、
この受液手段 (25a,25b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、受液
手段 (25a,25b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換え
る構成とされていることを特徴とする請求項５４記載の熱搬送装置。
【請求項５６】
各受液手段 (25a,25b)は、温熱源手段 (1)よりも上方に配置されており、
複数の利用側手段 (3a～ 3d)が備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)は、ガス配管 (6a～ 6d)を介
してガス流通管 (4a,4b)に、液配管 (7a～ 7d)を介して液流通管 (5a,5b)に夫々接続されて、
各々個別に放熱運転と吸熱運転とが選択可能となっており、
切換え制御手段 (C)は、
利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の受液手段 (25a)及び放熱運転する利用側手段 (3)に
供給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手
段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)に繋がる他部の受液手段 (
25b)と放熱運転する利用側手段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転
する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を他
部の受液手段 (25b)と吸熱運転する利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給するよう
に液流路切換え手段 (9)を切換え、
更に、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該冷熱源手段 (2)と吸熱運転す
る利用側手段 (3)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する上
記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を冷熱源手段 (2)に繋がる他部の受液手段 (25b)に供
給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換え、
上記他部の受液手段 (25b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の受液手段 (25a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス
冷媒を他部の受液手段 (25b)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して、温熱源手段 (1)
と他部の受液手段 (25b)とを均圧し且つ放熱運転する利用側手段 (3)においてガス冷媒を所
定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)に繋がる一部の受液手段 (
25a)と放熱運転する利用側手段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転
する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を一
部の受液手段 (25a)と吸熱運転する利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給し、且つ
他部の冷熱源手段 (2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、この
他部の冷熱源手段 (2b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を
切換える一方、
利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時、
温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の受液手段 (25a)及び放熱運転する利用側手段 (3)に
供給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させ、この放熱運転する利用側
手段 (3)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で
凝縮された冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に供給すると共に、一部の受液手段 (25a)の
液冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切
換え手段 (9)を切換え、
上記冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該冷熱源手段 (2)に繋がる他部の
受液手段 (25b)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降
下に伴って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を他部の受液手段 (25b)
に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換え、
上記他部の受液手段 (25b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、
上記一部の受液手段 (25a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス
冷媒を他部の受液手段 (25b)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して、該利用側手段 (3
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)において所定の凝縮温度で凝縮させ、この放熱運転する利用側手段 (3)と吸熱運転する利
用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を吸熱運転
する利用側手段 (3)に供給すると共に、他部の受液手段 (25b)の液冷媒を吸熱運転する利用
側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換え、
上記冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該冷熱源手段 (2)に繋がる一部の
受液手段 (25a)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降
下に伴って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を一部の受液手段 (25a)
に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換える構成とされていることを特徴とする
請求項４１記載の熱搬送装置。
【請求項５７】
ガス流路切換え手段 (8)は、
各ガス流通管 (4a,4b)におけるガス管 (26a,26b)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設け
られた第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)と、各ガス流通管 (4a,4b)におけるガス管 (26a,26b)の
接続位置と冷熱源手段 (2)との間に設けられた第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)と、各ガス配管
(6a～ 6d)に設けられた第３の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)と、上記第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)
及び冷熱源手段 (2)の間と各第３の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)及び利用側手段 (3a～ 3d)の間と
を接続する複数の接続管 (10a～ 10d)と、該各接続管 (10a～ 10d)に設けられた第４の開閉弁
(EV3-1～ EV3-4)とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
上記第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)を、接続している受液手段 (25a,25b)に対して、利用側手
段 (3)全体としての熱交換状態が放熱状態である時における放熱運転する利用側手段 (3)か
らの液冷媒供給時及び利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時に
おける冷熱源手段 (2)からの液冷媒供給時に閉鎖し、接続している受液手段 (25a,25b)に、
温熱源手段 (1)からガス冷媒が供給される時に開放し、
上記第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)を、接続している受液手段 (25a,25b)に対して、温熱源手
段 (1)からのガス冷媒供給時に閉鎖し、接続している受液手段 (25a,25b)に対して、冷熱源
手段 (2)からの液冷媒供給時に開放し、
上記第３の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)を、接続している利用側手段 (3)の放熱運転時にのみ開
放し、
上記第４の開閉弁 (EV3-1～ EV3-4)を、接続している利用側手段 (3)の吸熱運転時にのみ開
放するようになっていることを特徴とする請求項５６記載の熱搬送装置。
【請求項５８】
液流路切換え手段 (9)は、
各液流通管 (5a,5b)における液管 (27a,27b)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられ
た第１の開閉弁 (EV4)及び受液手段 (25a,25b)から温熱源手段 (1)及び利用側手段 (3a～ 3d)
への液冷媒の流通のみを許容する第１の逆止弁 (CV1-1,CV1-2)と、各液流通管 (5a,5b)にお
ける液管 (27a,27b)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に設けられ、利用側手段 (3a～ 3d)及
び冷熱源手段 (2)から受液手段 (25a,25d)への液冷媒の流通のみを許容する第２の逆止弁 (C
V2-1,CV2-2)と、各液配管 (7a～ 7d)に設けられた第２の開閉弁 (EV5-1～ EV5-4)と、液配管 (
7)に設けられた第３の開閉弁 (EV9)と、利用側手段 (3a～ 3d)と各受液手段 (25a,25b)とを第
２の逆止弁 (CV2-1,CV2-2)を介して接続する接続管 (21)に設けられた第４の開閉弁 (EV10)
とを備えており、
切換え制御手段 (C)は、
第１の開閉弁 (EV4)を、受液手段 (25a,25b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する時にのみ
開放し、
第３の開閉弁 (EV9)を、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時
にのみ開放し、
第４の開閉弁 (EV10)を、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時
にのみ開放するようになっていることを特徴とする請求項５６記載の熱搬送装置。
【請求項５９】
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温熱源手段 (1)は、熱源側冷媒回路 (A)を循環する熱源用冷媒から熱量を受けて冷媒が蒸発
するものであると共に、冷熱源手段 (2)は、上記熱源用冷媒により熱量が奪われて冷媒が
凝縮するものであって、
上記熱源側冷媒回路 (A)は、
上記温熱源手段 (1)との間で熱交換を行って該温熱源手段 (1)に冷媒蒸発用の熱量を与える
加熱熱交換手段 (12)と、
上記冷熱源手段 (2)との間で熱交換を行って該冷熱源手段 (2)から冷媒凝縮用の熱量を奪う
冷却熱交換手段 (15)と、
上記加熱熱交換手段 (12)の熱交換量が冷却熱交換手段 (15)の熱交換量よりも大きい利用側
手段 (3)の放熱運転時、各熱交換量の差分だけ熱源用冷媒に熱量を与える熱交換量調整手
段 (14)を備えていることを特徴とする請求項１～５、１４、１５、２３～２６、３５、４
１～４４、５３の何れか１記載の熱搬送装置。
【請求項６０】
熱源側冷媒回路 (A)は、冷媒加熱手段 (11)、加熱熱交換手段 (12)、膨張機構 (13)、熱交換
量調整手段 (14)及び冷却熱交換手段 (15)が冷媒の循環が可能に順に接続されて成っており
、
上記膨張機構 (13)及び熱交換量調整手段 (14)の間と、熱交換量調整手段 (14)及び冷却熱交
換手段 (15)の間とを接続するバイパス路 (17)が備えられ、該バイパス路 (17)には、加熱熱
交換手段 (12)の熱交換量と冷却熱交換手段 (15)の熱交換量との差に応じて熱交換量調整手
段 (14)に流れる冷媒の流量を調整するように開度が変更される調整弁 (18)が設けられてい
ることを特徴とする請求項５９記載の熱搬送装置。
【請求項６１】
熱源側冷媒回路 (A)は、冷媒加熱手段 (11)、加熱熱交換手段 (12)、膨張機構 (18a)及び冷却
熱交換手段 (15)が冷媒の循環が可能に順に接続されて成っており、
上記加熱熱交換手段 (12)からの冷媒を冷却熱交換手段 (15)をバイパスして冷媒加熱手段 (1
1)に導くバイパス路 (17)が備えられ、該バイパス路 (17)には、熱交換量調整手段 (14)が設
けられていることを特徴とする請求項５９記載の熱搬送装置。
【請求項６２】
バイパス路 (17)は、一端が加熱熱交換手段 (12)と膨張機構 (18a)との間に接続されており
、このバイパス路 (17)における上記一端と熱交換量調整手段 (14)との間には、加熱熱交換
手段 (12)の熱交換量と冷却熱交換手段 (15)の熱交換量との差に応じて熱交換量調整手段 (1
4)に流れる冷媒の流量を調整するように開度が調整され且つ熱源用冷媒を減圧する調整弁
(18b)が設けられていることを特徴とする請求項６１記載の熱搬送装置。
【請求項６３】
温熱源手段 (1)は、熱源側冷媒回路 (A)を循環する熱源用冷媒から熱量を受けて冷媒が蒸発
するものであると共に、冷熱源手段 (15)は、上記熱源用冷媒により熱量が奪われて冷媒が
凝縮するものであって、
上記熱源側冷媒回路 (A)は、
上記温熱源手段 (1)との間で熱交換を行って該温熱源手段 (1)に冷媒蒸発用の熱量を与える
加熱熱交換手段 (12)と、
上記冷熱源手段 (2)との間で熱交換を行って該冷熱源手段 (2)から冷媒凝縮用の熱量を奪う
冷却熱交換手段 (15)と、
上記加熱熱交換手段 (12)の熱交換量が冷却熱交換手段 (15)の熱交換量よりも小さい利用側
手段 (3)の吸熱運転時、各熱交換量の差分だけ循環冷媒から熱量を奪う熱交換量調整手段 (
14)を備えていることを特徴とする請求項１、６～９、１６、１７、２３、２７～３０、
３６、３７、４１、４５～４８、５４、５５の何れか１記載の熱搬送装置。
【請求項６４】
熱源側冷媒回路 (A)は、冷媒加熱手段 (11)、加熱熱交換手段 (12)、熱交換量調整手段 (14)
、膨張機構 (13)及び冷却熱交換手段 (15)が冷媒の循環が可能に順に接続されて成っており
、
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上記膨張機構 (13)及び熱交換量調整手段 (14)の間と、熱交換量調整手段 (14)及び加熱熱交
換手段 (12)との間とを接続するバイパス路 (17)が備えられ、該バイパス路 (17)には、加熱
熱交換手段 (12)の熱交換量と冷却熱交換手段 (15)の熱交換量との差に応じて熱交換量調整
手段 (14)に流れる冷媒の流量を調整するように開度が変更される調整弁 (18)が設けられて
いることを特徴とする請求項６３記載の熱搬送装置。
【請求項６５】
熱源側冷媒回路 (A)は、冷媒加熱手段 (11)、加熱熱交換手段 (12)、膨張機構 (18a)及び冷却
熱交換手段 (15)が冷媒の循環が可能に順に接続されて成っており、
上記冷媒加熱手段 (11)からの冷媒を加熱熱交換手段 (12)をバイパスして冷却熱交換手段 (1
5)に導くバイパス路 (17)が備えられ、該バイパス路 (17)には、熱交換量調整手段 (14)が設
けられていることを特徴とする請求項６３記載の熱搬送装置。
【請求項６６】
バイパス路 (17)は、一端が膨張機構 (18a)と冷却熱交換手段 (15)との間に接続されており
、このバイパス路 (17)における上記一端と熱交換量調整手段 (14)との間には、加熱熱交換
手段 (12)の熱交換量と冷却熱交換手段 (15)の熱交換量との差に応じて熱交換量調整手段 (1
4)に流れる冷媒の流量を調整するように開度が調整され且つ熱源用冷媒を減圧する調整弁
(18b)が設けられていることを特徴とする請求項６５記載の熱搬送装置。
【請求項６７】
温熱源手段 (1)は、熱源側冷媒回路 (A)を循環する熱源用冷媒から熱量を受けて冷媒が蒸発
するものであると共に、冷熱源手段 (2)は、上記熱源用冷媒により熱量が奪われて冷媒が
凝縮するものであって、
上記熱源側冷媒回路 (A)は、
上記温熱源手段 (1)との間で熱交換を行って該温熱源手段 (1)に冷媒蒸発用の熱量を与える
加熱熱交換手段 (12)と、
上記冷熱源手段 (2)との間で熱交換を行って該冷熱源手段 (2)から冷媒凝縮用の熱量を奪う
冷却熱交換手段 (15)と、
上記加熱熱交換手段 (12)の熱交換量が冷却熱交換手段 (15)の熱交換量よりも大きい利用側
手段 (3)の放熱運転時、各熱交換量の差分だけ循環冷媒に熱量を与える一方、上記加熱熱
交換手段 (12)の熱交換量が冷却熱交換手段 (15)の熱交換量よりも小さい利用側手段 (3)の
吸熱運転時、各熱交換量の差分だけ循環冷媒から熱量を奪う熱交換量調整手段 (14)を備え
ていることを特徴とする請求項１、１０～１３、１８～２０、２３、３１～３４、３８～
４０、４１、４９～５２、５６～５８の何れか１記載の熱搬送装置。
【請求項６８】
熱源側冷媒回路 (A)は、冷媒加熱手段 (11)、加熱熱交換手段 (12)、膨張機構 (13)、熱交換
量調整手段 (14)及び冷却熱交換手段 (15)が冷媒の循環が可能に接続され、利用側手段の暖
房運転時、加熱熱交換手段 (12)からの冷媒を、膨張機構 (13)から熱交換量調整手段 (14)を
経て冷却熱交換手段 (15)へ流す暖房時切換え状態となり、利用側手段 (3)の冷房運転時、
加熱熱交換手段 (12)からの冷媒を、熱交換量調整手段 (14)から膨張機構 (13)を経て冷却熱
交換手段 (15)へ流す冷房時切換え状態となる四路切換弁 (19)が備えられて成っており、
上記膨張機構 (13)及び熱交換量調整手段 (14)の間と、熱交換量調整手段 (14)及び四路切換
弁 (19)の間とを接続するバイパス路 (17)が備えられ、該バイパス路 (17)には、加熱熱交換
手段 (12)の熱交換量と冷却熱交換手段 (15)の熱交換量との差に応じて熱交換量調整手段 (1
4)に流れる冷媒の流量を調整するように開度が変更される調整弁 (18)が設けられているこ
とを特徴とする請求項６７記載の熱搬送装置。
【請求項６９】
熱源側冷媒回路 (A)は、冷媒加熱手段 (11)、加熱熱交換手段 (12)、膨張機構 (18c)及び冷却
熱交換手段 (15)が冷媒の循環が可能に順に接続されて成っており、
利用側手段 (3)の暖房運転時、上記加熱熱交換手段 (12)からの冷媒を冷却熱交換手段 (15)
をバイパスして冷媒加熱手段 (11)に導く一方、利用側手段 (3)の冷房運転時、上記冷媒加
熱手段 (11)からの冷媒を加熱熱交換手段 (12)をバイパスして冷却熱交換手段 (15)に導くバ
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イパス路 (17)が備えられ、該バイパス路 (17)には、熱交換量調整手段 (14)及び利用側手段
(3)の暖房運転時に冷媒を減圧する減圧機構 (18b)が設けられていることを特徴とする請求
項６７記載の熱搬送装置。
【請求項７０】
バイパス路 (17)は、一端が分岐され、その一方が吸入側分岐管 (16a)により冷媒加熱手段 (
11)の吸入側に、他方が吐出側分岐管 (16b)により冷媒加熱手段 (11)の吐出側に夫々接続さ
れており、
上記吸入側分岐管 (16a)には、利用側手段 (3)の暖房運転時に開放し、冷房運転時に閉鎖す
る開閉弁 (EVI)が、吐出側接続管 (16b)には、利用側手段 (3)の暖房運転時に閉鎖し、冷房
運転時に開放する開閉弁 (EVO)が夫々設けられていることを特徴とする請求項６９記載の
熱搬送装置。
【請求項７１】
熱交換量調整手段 (14)の着霜時、冷媒加熱手段 (11)からの吐出冷媒を熱交換量調整手段 (1
4)に供給して除霜する除霜手段 (31)が設けられていることを特徴とする請求項５９～６２
，６７～７０の何れか１記載の熱搬送装置。
【請求項７２】
熱交換量調整手段 (14)の着霜時、冷媒加熱手段 (11)からの吐出冷媒を熱交換量調整手段 (1
4)に供給して除霜する除霜手段 (31)が設けられ、
該除霜手段 (31)は、
一端が冷媒加熱手段 (11)の吐出側に、他端が熱交換量調整手段 (14)に接続されたホットガ
ス管 (32)と、
該ホットガス管 (32)に設けられ、除霜運転時にのみ開放される開閉弁 (EVD1)と、
熱交換量調整手段 (14)から膨張機構 (13)を介して加熱熱交換手段 (12)を経た冷媒を冷媒加
熱手段 (11)の吸入側に導く吸入管 (33)と、
該吸入管 (33)に設けられ、除霜運転時にのみ開放される開閉弁 (EVD2)とを備えていること
を特徴とする請求項６０または６８記載の熱搬送装置。
【請求項７３】
熱交換量調整手段 (14)の着霜時、冷媒加熱手段 (11)からの吐出冷媒を熱交換量調整手段 (1
4)に供給して除霜する除霜手段 (31)が設けられ、
該除霜手段 (31)は、
冷媒加熱手段 (11)と加熱熱交換手段 (12)との間に設けられ、除霜運転時に閉鎖される開閉
弁 (EVD4)と、
一端が上記開閉弁 (EVD4)と加熱熱交換手段 (12)との間に、他端が冷媒加熱手段 (11)の吸入
側に接続された接続管 (33)と、
該接続管 (33)に設けられ、除霜運転時に閉鎖される開閉弁 (EVD3)とを備えていることを特
徴とする請求項６１、６２、６９または７０記載の熱搬送装置。
【請求項７４】
冷媒加熱手段は、圧縮機 (11)であることを特徴とする請求項６０～６２、６４～６６、６
８～７０、７１～７３の何れか１記載の熱搬送装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば空気調和機の冷媒回路などとして利用可能な熱搬送装置に係り、特に、
ポンプ等の駆動源を必要とすることなしに回路内で熱搬送媒体を循環させて熱搬送を行う
ようにした装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、空気調和機に備えられる冷媒回路として、例えば特開昭６２－２３８９５１号
公報に開示されているように、２系統の冷媒回路を備えたものが知られている。この種の
冷媒回路は、圧縮機、第１熱源側熱交換器、減圧機構及び第１利用側熱交換器が冷媒配管
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によって順に接続されて成る１次側冷媒回路と、ポンプ、第２熱源側熱交換器及び第２利
用側熱交換器が冷媒配管によって順に接続されて成る２次側冷媒回路とを備えて成ってい
る。そして、１次側冷媒回路の第１利用側熱交換器と２次側冷媒回路の第２熱源側熱交換
器との間で熱交換が可能となっていると共に、第２利用側熱交換器が空気調和を行う室内
側に配置されている。
【０００３】
このような構成により、室内の冷房運転時には、第１利用側熱交換器で蒸発する冷媒と第
２熱源側熱交換器で凝縮する冷媒との間で熱交換が行われ、この凝縮冷媒が第２利用側熱
交換器で蒸発することにより室内を冷房する。一方、室内の暖房運転時には、第１利用側
熱交換器で凝縮する冷媒と第２熱源側熱交換器で蒸発する冷媒との間で熱交換が行われ、
この蒸発冷媒が第２利用側熱交換器で凝縮することにより室内を暖房する。これにより、
１次側冷媒回路の配管長の短縮化を図り、冷凍能力の向上が図れるようになっている。
【０００４】
ところが、このような構成では、２次側冷媒回路において冷媒を循環させるための新たな
駆動源としてのポンプが必要であり、消費電力の増大等を招くことになる。また、この駆
動源の増加に伴って故障発生要因箇所が増え、装置全体としての信頼性が劣ってしまうと
いった不具合を招くことになる。
【０００５】
これらの課題を解消するためのものとして２次側冷媒回路に駆動源を備えない、所謂無動
力熱搬送方式の熱搬送装置として、特開昭６３－１８００２２号公報に開示されているも
のがある。この熱搬送装置は、２次側冷媒回路として、加熱器、凝縮器及び密閉容器が冷
媒配管によって順に接続され、また、密閉容器を加熱器よりも高い位置に配置する。更に
、加熱器と密閉容器とを開閉弁を備えた均圧管によって接続する。
【０００６】
このような構成により、室内の暖房運転時には、先ず、開閉弁を閉状態にしておき、加熱
器で加熱されたガス冷媒を凝縮器で凝縮させて液化した後、この液冷媒を密閉容器に回収
する。その後、開閉弁を開放して均圧管により加熱器と密閉容器とを均圧状態にすること
により、加熱器よりも高い位置にある密閉容器から液冷媒を加熱器に戻すようにしている
。このような動作が繰り返されることにより、２次側冷媒回路にポンプ等の駆動源を備え
させることなしに冷媒の循環が可能となっている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような構成では、凝縮器から密閉容器にガス冷媒が導入された場合、
この密閉容器内の圧力が上昇してしまい、良好な冷媒の循環動作が行えなくなる虞れがあ
るので、凝縮器からガス冷媒が流出しないように、該凝縮器において冷媒を過冷却状態に
しておく必要がある。また、上記公報には、密閉容器内の構造を改良することにより、密
閉容器内の圧力上昇を抑制することが開示されているが、十分な信頼性が得られていると
は言えないものであった。また、このように密閉容器に液冷媒を確実に導入させるために
は、凝縮器を密閉容器よりも高い位置に配置しておく必要があり、各機器の配設位置の制
約が多く、大規模なシステムや長配管システムに対して適用することは難しかった。
【０００８】
本発明は、この点に鑑みて成されたものであって、駆動源を必要としない無動力熱搬送方
式の熱搬送装置に対し、機器の配設位置の制約が小さくできて高い信頼性及び汎用性を得
ることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明は、熱源側を温熱源手段と冷熱源手段とで構成し、
これら各手段同士を連結するガス流通管及び液流通管から利用側手段への冷媒の供給状態
を切換えることで冷媒を循環させ、また、利用側手段から流出したガス冷媒を冷熱源手段
に回収して凝縮させるようにした。
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【００１０】
具体的に、請求項１記載の発明は、冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、該温熱
源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉
回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、ガス配管 (6)を介
して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に接続され
た利用側手段 (3)と、上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切
換えるガス流路切換え手段 (8)と、上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状
態を切換える液流路切換え手段 (9)と、上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手
段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換えるように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換
え手段 (9)の少なくとも一方を制御する切換え制御手段 (C)とを備え

構成としている
。
【００１１】
このような構成により、利用側手段 (3)の運転状態に応じて、切換え制御手段 (C)が、利用
側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換えるように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路
切換え手段 (9)を制御する。そして、冷媒の循環動作は、温熱源手段 (1)に与えられた熱量
によって発生する冷媒の圧力上昇を利用して行っているので冷媒循環用のポンプ等の駆動
源を必要としない。また、冷熱源手段 (2)において冷媒の凝縮を行っているのでガス冷媒
を確実に液化することができ、この冷熱源手段 (2)の内圧の上昇が抑制でき、良好な冷媒
の循環動作が行われる。

【００１２】
請求項２記載の発明は、利用側手段が放熱するものであって 記請求項１記載の熱搬送
装置において、切換え制御手段 (C)が、利用側手段 (3)の放熱運転時、温熱源手段 (1)から
のガス冷媒を利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え
手段 (8)を切換えると共に、上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (
2)と利用側手段 (3)との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を冷熱源手段 (2)
に供給するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成としている。
【００１３】
この構成により、利用側手段 (3)の放熱運転時には、切換え制御手段 (C)が、温熱源手段 (1
)からのガス冷媒を利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切
換え手段 (8)を切換えると共に、この凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源
手段 (2)と利用側手段 (3)との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を冷熱源手
段 (2)に供給するように液流路切換え手段 (9)を切換える。これによって、冷媒の循環動作
による利用側手段 (3)の放熱運転が行われる。
【００１４】
請求項３記載の発明は、冷熱源手段に貯留される液冷媒を回収するための構成であって、
上記請求項２記載の熱搬送装置において、冷熱源手段 (2)を温熱源手段 (1)よりも上方に配
置させ、切換え制御手段 (C)が、上記冷熱源手段 (2)における液冷媒の貯留量が所定量以上
に達した時、上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給して温熱源手段 (1
)と冷熱源手段 (2)とを均圧するようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、上記冷
熱源手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通を許容することにより、冷熱源手段 (2)
の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成としてい
る。
【００１５】
この構成により、上述した請求項２記載の発明に係る作用において冷熱源手段 (2)におけ
る液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時に、この液冷媒が温熱源手段 (1)に回収される
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、液冷媒を貯留可能な
受液手段 (22)が、一端がガス流通管 (4)におけるガス配管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (2)
との間に、他端が液流通管 (5)における液配管 (7)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に夫
々接続された分岐管 (23)を介して冷熱源手段 (2)に並列に接続されている

さらに、受液手段 (22)に液冷媒を貯留できるので、冷熱源手段 (2
)に液冷媒が貯留されることによる熱交換面積の減少を回避することができ、この冷熱源
手段 (2)の熱交換効率を高く維持できる。

、上



ことになる。
【００１６】
請求項４記載の発明は、ガス流路切換え手段を具体化したものであって、上記請求項３記
載の熱搬送装置において、ガス流路切換え手段 (8)に、ガス流通管 (4)におけるガス配管 (6
)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に設けられた開閉弁 (EV1)を備えさせ、切換え制御手
段 (C)が、上記開閉弁 (EV1)を、利用側手段 (3)の放熱運転時に閉鎖し、冷熱源手段 (2)にお
ける液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時に開放するような構成としている。
【００１７】
この構成により、上述した請求項２記載の発明に係る作用を得るためのガス流路切換え手
段 (8)の具体構成が得られる。
【００１８】
請求項５記載の発明は、液流路切換え手段を具体化したものであって、上記請求項３記載
の熱搬送装置において、液流路切換え手段 (9)に、液流通管 (5)における液配管 (7)の接続
位置と温熱源手段 (1)との間に設けられて、冷熱源手段 (2)から温熱源手段 (1)への液冷媒
の流通のみを許容する第１の逆止弁 (CV1)と、上記液配管 (7)に設けられて、利用側手段 (3
)から冷熱源手段 (2)への液冷媒の流通のみを許容する第２の逆止弁 (CV2)とを備えさせた
構成としている。
【００１９】
この構成により、上述した請求項２記載の発明に係る作用を得るための液流路切換え手段
(9)の具体構成が得られる。
【００２０】
請求項６記載の発明は、利用側手段が吸熱するものであって、図３に示すように、

切換え制御手段 (C)が、利用側手段 (3)の吸
熱運転時、温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給して該冷熱源手段 (2)の
液冷媒を利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)
を切換えると共に、上記冷熱源手段 (2)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入
されている状態で、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒を凝縮させた時、冷熱源手段 (2)の圧
力降下により生じる利用側手段 (3)と冷熱源手段 (2)との圧力差により、利用側手段 (3)で
蒸発する冷媒を冷熱源手段 (2)に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換える構成と
している。
【００２１】
この構成により、利用側手段 (3)の吸熱運転時には、切換え制御手段 (C)が、温熱源手段 (1
)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給して該冷熱源手段 (2)の液冷媒を利用側手段 (3)に
押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換えると共に、上記冷
熱源手段 (2)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入されている状態で、冷熱源
手段 (2)におけるガス冷媒を凝縮させた時、冷熱源手段 (2)の圧力降下により生じる利用側
手段 (3)と冷熱源手段 (2)との圧力差により、利用側手段 (3)で蒸発する冷媒を冷熱源手段 (
2)に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換える。これによって、冷媒の循環動作
による利用側手段 (3)の吸熱運転が行われる。
【００２２】
請求項７記載の発明は、冷熱源手段に貯留される液冷媒を回収するための構成であって、
上記請求項６記載の熱搬送装置において、上述した請求項３記載の発明と略同様の構成を
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冷媒が
加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)
によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮
可能とする冷熱源手段 (2)と、ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共
に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、上記ガス流通管 (4)と
ガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え手段 (8)と、上記液流
通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)と、上記
利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換えるよ
うに、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する切換
え制御手段 (C)とを備えている。そして、上記



備えている。
【００２３】
この構成により、上述した請求項６記載の発明に係る作用において温熱源手段 (1)におけ
る液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に、この液冷媒が温熱源手段 (1)に回収される
ことになる。
【００２４】
請求項８記載の発明は、ガス流路切換え手段を具体化したものであって、上記請求項７記
載の熱搬送装置において、ガス流路切換え手段 (8)に、ガス流通管 (4)におけるガス配管 (6
)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた開閉弁 (EV1)と、ガス配管 (6)に設けられ
て、利用側手段 (3)から冷熱源手段 (2)へのガス冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (CVG)と
を備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記開閉弁 (EV1)を、冷熱源手段 (2)から
利用側手段 (3)への液冷媒供給時及び温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定量以下
に達した時に開放し、利用側手段 (3)から冷熱源手段 (2)へのガス冷媒供給時に閉鎖する構
成としている。
【００２５】
この構成により、上述した請求項６記載の発明に係る作用を得るためのガス流路切換え手
段 (8)の具体構成が得られる。
【００２６】
請求項９記載の発明は、液流路切換え手段を具体化したものであって、上記請求項７記載
の熱搬送装置において、液流路切換え手段 (C)に、液流通管 (5)における液配管 (7)の接続
位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた開閉弁 (EV4)及び冷熱源手段 (2)から温熱源手段 (
1)への液冷媒の流通のみを許容する第１の逆止弁 (CV1)と、上記液配管 (7)に設けられて、
冷熱源手段 (2)から利用側手段 (3)への液冷媒の流通のみを許容する第２の逆止弁 (CV3)と
を備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記開閉弁 (EV4)を、利用側手段 (3)の吸
熱運転時に閉鎖し、温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に開
放する構成としている。
【００２７】
この構成により、上述した請求項６記載の発明に係る作用を得るための液流路切換え手段
(9)の具体構成が得られる。
【００２８】
請求項１０記載の発明は、利用側手段が吸熱及び放熱するものであって、

上述した請求項２及び６記載の の構成
を兼ね備えている。
【００２９】
この構成により、上述した請求項２及び６記載の発明 作用が共に得られる。
【００３０】
請求項１１記載の発明は、上述した請求項１０記載の発明において、冷熱源手段 (2)の液
冷媒を温熱源手段 (1)に回収するものであって、上述した請求項３及び７記載の発明と

同様の構成を備えている。
【００３１】
この構成により、上述した請求項１０記載の発明に係る作用において、冷熱源手段 (2)に
おける液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時及び温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留
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冷媒が加熱され
て蒸発する温熱源手段 (1)と、該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって
接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とす
る冷熱源手段 (2)と、ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配
管 (7)を介して液流通管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、上記ガス流通管 (4)とガス配管
(6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え手段 (8)と、上記液流通管 (5)
と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)と、上記利用側手
段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換えるように、ガ
ス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する切換え制御手
段 (C)とを備えている。そして、 切換え制御手段 (C)

とほぼ同様な

ほ
ぼ同様な



量が所定量以下に達した時に、この液冷媒が温熱源手段 (1)に回収されることになる。
【００３２】
請求項１２記載の発明は、上記請求項１１記載の発明においてガス流路切換え手段を具体
化したものである。つまり、このガス流路切換え手段 (8)に、ガス流通管 (4)におけるガス
配管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に設けられた第１の開閉弁 (EV1)と、ガス配管 (
6)に設けられた第２の開閉弁 (EV2)と、上記第１の開閉弁 (EV1)及び冷熱源手段 (2)の間と
第２の開閉弁 (EV2)及び利用側手段 (3)の間とを接続する接続管 (10)と、該接続管 (10)に設
けられた第３の開閉弁 (EV3)及び利用側手段 (3)から冷熱源手段 (2)へのガス冷媒の流通の
みを許容する逆止弁 (CVG)とを備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記第１の開
閉弁 (EV1)を、利用側手段 (3)の放熱運転時と、吸熱運転時であって利用側手段 (3)から冷
熱源手段 (2)へのガス冷媒供給時とに閉鎖し、吸熱運転時であって冷熱源手段 (2)から利用
側手段 (3)への液冷媒供給時及び冷熱源手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する時に
開放し、上記第２の開閉弁 (EV2)を、利用側手段 (3)の放熱運転時にのみ開放し、上記第３
の開閉弁 (EV3)を、利用側手段 (3)の放熱運転時に閉鎖し、利用側手段 (3)の吸熱運転時に
開放する構成としている。
【００３３】
この構成により、上述した請求項１０記載の発明に係る作用を得るためのガス流路切換え
手段 (8)の具体構成が得られる。
【００３４】
請求項１３記載の発明は、上記請求項１１記載の発明において液流路切換え手段を具体化
したものである。つまり、この液流路切換え手段 (9)に、液流通管 (5)における液配管 (7)
の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた第１の開閉弁 (EV4)及び冷熱源手段 (2)か
ら温熱源手段 (1)への液冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (CVL)と、液配管 (7)に設けられ
た第２の開閉弁 (EV5)とを備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記第１の開閉弁
(EV4)を、冷熱源手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する際に開放し、利用側手段 (3)
の吸熱運転時に閉鎖すると共に、上記第２の開閉弁 (EV5)を、利用側手段 (3)の放熱運転時
及び吸熱運転時に開放し、冷熱源手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する際に閉鎖す
る構成としている。
【００３５】
この構成により、上述した請求項１０記載の発明に係る作用を得るための液流路切換え手
段 (9)の具体構成が得られる。
【００３６】
請求項１４記載の発明は、複数の利用側手段が個々に放熱若しくは吸熱が行えるものに対
して適用した場合であって、図１２に示すように、

複数の利用側手段 (3a～ 3d)を備 各利用側手段 (3a～ 3d)を、ガス配管 (6)を介
してガス流通管 (4)に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に夫々接続して、各々個別に放熱
運転と吸熱運転とを選択可能とする。また、切換え制御手段 (C)が、上記利用側手段 (3a～
3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時、温熱源手段 (1)からのガス冷媒を放熱運
転する利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)
を切換えると共に、上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)と放
熱運転する利用側手段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転する利用
側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を冷熱源手段
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冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段
(1)と、該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段
(1)との間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、ガ
ス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通管 (
5)に接続された利用側手段 (3)と、上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の
流通状態を切換えるガス流路切換え手段 (8)と、上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液
冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)と、上記利用側手段 (3)の運転状態に応じ
て該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換えるように、ガス流路切換え手段 (8)及
び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する切換え制御手段 (C)とを備えている。
そして、 え、



(2)と吸熱運転する利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給するように液流路切換え
手段 (9)を切換え、更に、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる冷熱源手段
(2)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って
減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を冷熱源手段 (2)に供給するように
ガス流路切換え手段 (8)を切換える構成としている。
【００３７】
この構成により、複数の利用側手段 (3a～ 3d)が備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)が各々個
別に放熱運転と吸熱運転とが選択可能となっているものに対し、利用側手段 (3a～ 3d)全体
としての熱交換状態が放熱状態である時、上述した請求項２記載の発明に係る作用と略同
様の作用が得られることになる。
【００３８】
請求項１５記載の発明は、冷熱源手段に貯留される液冷媒を回収するための構成であって
、上記請求項１４記載の熱搬送装置において、上述した請求項３記載の発明と略同様の構
成を備えている。
【００３９】
この構成により、上述した請求項１４記載の発明に係る作用において冷熱源手段 (2)にお
ける液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時に、この液冷媒が温熱源手段 (1)に回収され
ることになる。
【００４０】
請求項１６記載の発明も、複数の利用側手段が個々に放熱若しくは吸熱が行えるものに対
して適用した場合であって、

複数の利
用側手段 (3a～ 3d)を備 各利用側手段 (3a～ 3d)を、ガス配管 (6)を介してガス流通管 (4)
に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に夫々接続して、各々個別に放熱運転と吸熱運転とを
選択可能とする。そして、切換え制御手段 (C)が、上記利用側手段 (3a～ 3d)全体としての
熱交換状態が吸熱状態である時、温熱源手段 (1)からのガス冷媒を冷熱源手段 (2)に供給し
て冷熱源手段 (2)の液冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手
段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換え、上記冷熱源手段 (2)にガス冷媒が、吸熱運転す
る利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入されている状態で、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒
を凝縮させた時、冷熱源手段 (2)の圧力降下により生じる吸熱運転する利用側手段 (3)と冷
熱源手段 (2)との圧力差により、吸熱運転する利用側手段 (3)で蒸発する冷媒を冷熱源手段
(2)に供給すると共に、温熱源手段 (1)からのガス冷媒を放熱運転する利用側手段 (3)に供
給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させると共に放熱運転する利用側
手段 (3)における凝縮温度よりも低い温度で冷媒が凝縮する冷熱源手段 (2)と放熱運転する
利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を冷熱源
手段 (2)に供給するようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換える構
成としている。
【００４１】
この構成により、複数の利用側手段 (3a～ 3d)が備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)が各々個
別に放熱運転と吸熱運転とが選択可能となっているものに対し、利用側手段 (3a～ 3d)全体
としての熱交換状態が吸熱状態である時、上述した請求項６記載の発明に係る作用と略同
様の作用が得られることになる。
【００４２】

10

20

30

40

50

(32) JP 3598604 B2 2004.12.8

冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、該温熱源手段 (
1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を
形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、ガス配管 (6)を介して上
記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に接続された利用
側手段 (3)と、上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換える
ガス流路切換え手段 (8)と、上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切
換える液流路切換え手段 (9)と、上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)
に対する冷媒の流通状態を切換えるように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手
段 (9)の少なくとも一方を制御する切換え制御手段 (C)とを備えている。そして、

え、



請求項１７記載の発明は、冷熱源手段に貯留される液冷媒を回収するための構成であって
、上記請求項１６記載の熱搬送装置において、上述した請求項７記載の発明と略同様の構
成を備えている。
【００４３】
この構成により、上述した請求項１６記載の発明に係る作用において温熱源手段 (1)にお
ける液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に、この液冷媒が温熱源手段 (1)に回収され
ることになる。
【００４４】
請求項１８記載の発明は、

上述した請
求項１４～１７記載の の構成を兼ね備えたものである。
【００４５】
この構成により、上述した請求項１４～１７記載の発明に係る作用が共に得られる。
【００４６】
請求項１９記載の発明は、上記請求項１８記載の熱搬送装置においてガス流路切換え手段
を具体化したものであって、該ガス流路切換え手段 (8)に、ガス流通管 (4)におけるガス配
管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に設けられた第１の開閉弁 (EV1)と、各ガス配管 (
6a～ 6d)に設けられた第２の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)と、上記第１の開閉弁 (EV1)及び冷熱源
手段 (2)の間と各第２の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)及び利用側手段 (3a～ 3d)の間とを接続する
複数の接続管 (10a～ 10d)と、該各接続管 (10a～ 10d)に設けられた第３の開閉弁 (EV3-1～ EV
3-4)及び利用側手段 (3a～ 3d)から冷熱源手段 (2)へのガス冷媒の流通のみを許容する逆止
弁 (CVG)とを備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記第１の開閉弁 (EV1)を、利
用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時及び利用側手段 (3a～ 3d)全
体としての熱交換状態が吸熱状態であって吸熱運転される利用側手段 (3)から冷熱源手段 (
2)へのガス冷媒供給時に閉鎖し、各利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状
態であって冷熱源手段 (2)から吸熱運転される利用側手段 (3)への液冷媒供給時及び冷熱源
手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する時に開放し、上記第２の開閉弁 (EV2-1～ EV2-
4)を、接続している利用側手段 (3a～ 3d)の放熱運転時にのみ開放し、上記第３の開閉弁 (E
V3-1～ EV3-4)を、接続している利用側手段 (3a～ 3d)の吸熱運転時にのみ開放する構成とし
ている。
【００４７】
この構成により、上述した請求項１８記載の発明に係る作用を得るためのガス流路切換え
手段 (8)の具体構成が得られる。
【００４８】
請求項２０記載の発明は、上記請求項１８記載の発明において液流路切換え手段を具体化
したものであって、該液流路切換え手段 (9)に、液流通管 (5)における液配管 (7)の接続位
置と温熱源手段 (1)との間に設けられた第１の開閉弁 (EV4)及び冷熱源手段 (2)から温熱源
手段 (1)への液冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (CVL)と、各液配管 (7a～ 7d)に設けられた
第２の開閉弁 (EV5-1～ EV5-4)とを備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記第１
の開閉弁 (EV4)を、冷熱源手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する際に開放し、利用
側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時に閉鎖すると共に、上記第２
の開閉弁 (EV5-1～ EV5-4)を、接続される利用側手段 (3a～ 3d)の放熱運転時及び吸熱運転時
に開放し、冷熱源手段 (2)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する際に閉鎖する構成としてい
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冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、該温熱源手段 (1)
にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を形
成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、ガス配管 (6)を介して上記
ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に接続された利用側
手段 (3)と、上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガ
ス流路切換え手段 (8)と、上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換
える液流路切換え手段 (9)と、上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に
対する冷媒の流通状態を切換えるように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (
9)の少なくとも一方を制御する切換え制御手段 (C)とを備えている。そして、

切換え制御手段 (C)など



る。
【００４９】
この構成により、上述した請求項１８記載の発明に係る作用を得るための液流路切換え手
段 (9)の具体構成が得られる。
【００５０】
請求項２１記載の発明は、上記 ～２０の何れか１記載の熱搬送装置において、図
１８に示すように、液冷媒を貯留可能な受液手段 (22)を、一端がガス流通管 (4)における
ガス配管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に、他端が液流通管 (5)における液配管 (7)
の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に夫々接続された分岐管 (23)を介して冷熱源手段 (2)に
並列に接続した構成としている。
【００５１】
この構成により、受液手段 (22)に液冷媒を貯留できるので、冷熱源手段 (2)に液冷媒が貯
留されることによる熱交換面積の減少を回避することができ、この冷熱源手段 (2)の熱交
換効率を高く維持できる。
【００５２】
請求項２２記載の発明は、上記請求項 記載の熱搬送装置におい
て、図１９に示すように、ガス流通管 (4)における分岐管 (23)との接続部分と冷熱源手段 (
2)との間に、冷熱源手段 (2)への冷媒供給状態を変更可能とする開閉弁 (EV11)を設けた構
成としている。
【００５３】
この構成により、液冷媒を冷熱源手段 (2)や受液手段 (22)から排出する際に開閉弁 (EV11)
を閉鎖することにより、冷熱源手段 (2)に温熱源手段 (1)からのガス冷媒が供給されなくな
るので、冷熱源手段 (2)が不必要に加熱されることを防止できる。
【００５４】
請求項２３～４０記載の発明は、冷熱源熱交換器を複数備えさせたものである。請求項２
３記載の発明は、上記請求項１記載の熱搬送装置において、複数の冷熱源手段 (2a,2b)を
備えさせ、各冷熱源手段 (2a,2b)を、温熱源手段 (1)にガス流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a
,5b)によって接続して温熱源手段 (1)との間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝
縮可能とする。そして、ガス流路切換え手段 (8)が、各ガス流通管 (4a,4b)とガス配管 (6)
との間のガス冷媒の流通状態を切換え、液流路切換え手段 (9)が、各液流通管 (5a,5b)と液
配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換 構成としている。
【００５５】
この構成では、常に一部の冷熱源手段を利用側手段 (3)との間で冷媒を循環させながら各
冷熱源手段 (2a,2b)同士で利用側手段 (3)に対する接続状態を切換えるようにすれば常に利
用側手段 (3)において放熱或いは吸熱が行われ、該利用側手段 (3)において連続した放熱運
転が行われることになる。
【００５６】
請求項２４記載の発明は、利用側手段が放熱するものであって、図２１に示すように、上
記請求項２３記載の熱搬送装置において、各冷熱源手段 (2a,2b)を温熱源手段 (1)よりも上
方に配置させ、利用側手段 (3)を、上記各ガス流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)に対し
てガス配管 (6)及び液配管 (7)により夫々接続させる。そして、切換え制御手段 (C)が、上
記利用側手段 (3)の放熱運転時、上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の冷熱源手段 (2
a)及び利用側手段 (3)に供給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるよ
うにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝
縮させる他部の冷熱源手段 (2b)と利用側手段 (3)との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮
された冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供給するように液流路切換え手段 (9)を切換え、上
記他部の冷熱源手段 (2b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、上記一部の
冷熱源手段 (2a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス冷媒を他
部の冷熱源手段 (2b)及び利用側手段 (3)に供給して、温熱源手段 (1)と他部の冷熱源手段 (2
b)とを均圧し且つ利用側手段 (3)においてガス冷媒を所定の凝縮温度で凝縮させるように
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請求項６

１～５および２１の何れか

える



ガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮さ
せる一部の冷熱源手段 (2a)と利用側手段 (3)との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮され
た冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)に供給し、且つ他部の冷熱源手段 (2b)から温熱源手段 (1)
への液冷媒の流通を許容することにより、この他部の冷熱源手段 (2b)の液冷媒を温熱源手
段 (1)に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成としている。
【００５７】
この構成により、利用側手段 (3)の放熱運転時、一部の冷熱源手段から常に液冷媒を温熱
源手段 (1)へ回収しながら、他の冷熱源手段と利用側手段 (3)との間で、該利用側手段 (3)
において放熱が行われるように冷媒を流すことにより、利用側手段 (3)において連続した
放熱運転が行われることになる。
【００５８】
請求項２７記載の発明は、利用側手段が吸熱するものであって、図２３に示すように、

利用側手段 (3)を
、上記各ガス流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)に対してガス配管 (6e,6f)及び液配管 (7e
,7f)により夫々接続させる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記利用側手段 (3)の吸熱運
転時、上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)に供給して該一部の冷
熱源手段 (2a)の液冷媒を利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路
切換え手段 (9)を切換えると共に、他部の冷熱源手段 (2b)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に
液冷媒が夫々導入されている状態で、他部の冷熱源手段 (2b)におけるガス冷媒の凝縮によ
り生じる利用側手段 (3)と他部の冷熱源手段 (2b)との圧力差により、他部の冷熱源手段 (2b
)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する利用側手段 (3)の冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供給
するようにガス流路切換え手段 (8)を切換え、上記他部の冷熱源手段 (2b)における液冷媒
の貯留量が所定量以上に達したとき、上記一部の冷熱源手段 (2a)へのガス冷媒の供給を停
止すると共に温熱源手段 (1)からのガス冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供給して該他部の
冷熱源手段 (2b)の液冷媒を利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流
路切換え手段 (9)を切換え、更に、一部の冷熱源手段 (2a)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に
液冷媒が夫々導入されている状態で、一部の冷熱源手段 (2a)におけるガス冷媒の凝縮によ
り生じる利用側手段 (3)と一部の冷熱源手段 (2a)との圧力差により、一部の冷熱源手段 (2a
)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する利用側手段 (3)の冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)に供給
するようにガス流路切換え手段 (8)を切換える構成としている。
【００５９】
この構成により、利用側手段 (3)の吸熱運転時、該利用側手段 (3)において連続した吸熱動
作が行われることになる。
【００６０】
請求項２８記載の発明は、上記請求項２７記載の熱搬送装置において、冷熱源手段に貯留
される液冷媒を回収するための構成であって、上述した請求項７記載の発明と略同様の構
成である。
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冷
媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通
管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を
凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続される
と共に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、上記ガス流通管 (
4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え手段 (8)と、上記
液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)と、
上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換え
るように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する
切換え制御手段 (C)とを備えている。そして、上記冷熱源手段 (2a,2b)は複数備えられ、各
冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)にガス流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)によって
接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とな
っており、上記ガス流路切換え手段 (8)は、各ガス流通管 (4a,4b)とガス配管 (6)との間の
ガス冷媒の流通状態を切換え、液流路切換え手段 (9)は、各液流通管 (5a,5b)と液配管 (7)
との間の液冷媒の流通状態を切換えるようになっている。加えて、上記



【００６１】
この構成により、上述した請求項２７記載の発明に係る作用において温熱源手段 (1)にお
ける液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に、この液冷媒が温熱源手段 (1)に回収され
ることになる。
【００６２】
請求項３１記載の発明は、利用側手段が吸熱及び放熱するものであって、

、上述した請求項２４及び２７記載の
発明の構成を兼ね備えている。
【００６３】
この構成により、上述した請求項２４及び２７記載の発明に係る作用が共に得られる。
【００６４】
請求項３２記載の発明は、上述した請求項３１記載の発明において、冷熱源手段 (2)の液
冷媒を温熱源手段 (1)に回収するものであって、上述した請求項２８記載の発明と同様の
構成を備えている。
【００６５】
この構成により、上述した請求項３１記載の発明に係る作用において、温熱源手段 (1)に
おける液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に、この液冷媒が温熱源手段 (1)に回収さ
れることになる。
【００６６】
請求項３５記載の発明は、複数の利用側手段が個々に放熱若しくは吸熱が行えるものに対
して適用した場合であって、図２８に示すように、

各冷熱源手段 (2a,2b)を温熱源手段 (1)よりも上方に配置
させ、複数の利用側手段 (3a～ 3d)を備えさせえて、各利用側手段 (3a～ 3d)を、ガス配管 (6
)を介して各ガス流通管 (4a,4b)に、液配管 (7e,7f)を介して各液流通管 (5a,5b)に夫々接続
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冷媒が加熱され
て蒸発する温熱源手段 (1)と、該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって
接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とす
る冷熱源手段 (2)と、ガス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配
管 (7)を介して液流通管 (5)に接続された利用側手段 (3)と、上記ガス流通管 (4)とガス配管
(6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガス流路切換え手段 (8)と、上記液流通管 (5)
と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)と、上記利用側手
段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換えるように、ガ
ス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する切換え制御手
段 (C)とを備えている。そして、上記冷熱源手段 (2a,2b)は複数備えられ、各冷熱源手段 (2
a,2b)は、温熱源手段 (1)にガス流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)によって接続されて温
熱源手段 (1)との間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能となっており、上
記ガス流路切換え手段 (8)は、各ガス流通管 (4a,4b)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流
通状態を切換え、液流路切換え手段 (9)は、各液流通管 (5a,5b)と液配管 (7)との間の液冷
媒の流通状態を切換えるようになっている。加えて

冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段
(1)と、該温熱源手段 (1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段
(1)との間で閉回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、ガ
ス配管 (6)を介して上記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通管 (
5)に接続された利用側手段 (3)と、上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の
流通状態を切換えるガス流路切換え手段 (8)と、上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液
冷媒の流通状態を切換える液流路切換え手段 (9)と、上記利用側手段 (3)の運転状態に応じ
て該利用側手段 (3)に対する冷媒の流通状態を切換えるように、ガス流路切換え手段 (8)及
び液流路切換え手段 (9)の少なくとも一方を制御する切換え制御手段 (C)とを備えている。
そして、上記冷熱源手段 (2a,2b)は複数備えられ、各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1
)にガス流通管 (4a,4b)及び液流通管 (5a,5b)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉
回路を形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能となっており、上記ガス流路切換え手段 (8
)は、各ガス流通管 (4a,4b)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換え、液流路
切換え手段 (9)は、各液流通管 (5a,5b)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換える
ようになっている。加えて、上記



して、各々個別に放熱運転と吸熱運転とを選択可能とする。そして、切換え制御手段 (C)
が、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時、温熱源手段 (1)か
らのガス冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して該利用
側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切換える
と共に、上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる他部の冷熱源手段 (2b)と放熱運
転する利用側手段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転する利用側手
段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を他部の冷熱源手
段 (2b)と吸熱運転する利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給するように液流路切
換え手段 (9)を切換え、更に、他部の冷熱源手段 (2b)におけるガス冷媒の凝縮により生じ
る該他部の冷熱源手段 (2b)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、他部の冷熱
源手段 (2b)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を
他部の冷熱源手段 (2b)に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換え、上記他部の冷
熱源手段 (2b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、上記一部の冷熱源手段
(2a)へのガス冷媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス冷媒を他部の冷熱源
手段 (2b)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して、温熱源手段 (1)と他部の冷熱源手段
(2b)とを均圧し且つ放熱運転する利用側手段 (3)においてガス冷媒を所定の凝縮温度で凝
縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、上記凝縮温度よりも低い温度
で冷媒を凝縮させる一部の冷熱源手段 (2a)と放熱運転する利用側手段 (3)との圧力差及び
吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転す
る利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)と吸熱運転する利用側手段 (3)
とに所定の分配比率で分配供給し、且つ他部の冷熱源手段 (2b)から温熱源手段 (1)への液
冷媒の流通を許容することにより、この他部の冷熱源手段 (2b)の液冷媒を温熱源手段 (1)
に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成としている。
【００６７】
この構成により、複数の利用側手段 (3a～ 3d)が備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)が各々個
別に放熱運転と吸熱運転とが選択可能となっているものに対し、利用側手段 (3a～ 3d)全体
としての熱交換状態が放熱状態である時、上述した請求項２４記載の発明に係る作用と略
同様の作用が得られることになる。
【００６８】
請求項３６記載の発明も、複数の利用側手段が個々に放熱若しくは吸熱が行えるものに対
して適用した場合であって、

複数の利用側手段 (3a～ 3d)を備えさせ、各利用側手段 (3a～ 3d)を、ガス配
管 (6)を介して各ガス流通管 (4a,4b)に、液配管 (7e,7f)を介して各液流通管 (5a,5b)に夫々
接続して、各々個別に放熱運転と吸熱運転とを選択可能とする。そして、切換え制御手段
(C)が、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時、温熱源手段 (1)
からのガス冷媒を一部の冷熱源手段 (2a)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して該利
用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させ、この放熱運転する利用側手段 (3)と吸熱
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冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、該温熱源手段 (
1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を
形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、ガス配管 (6)を介して上
記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に接続された利用
側手段 (3)と、上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換える
ガス流路切換え手段 (8)と、上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切
換える液流路切換え手段 (9)と、上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)
に対する冷媒の流通状態を切換えるように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手
段 (9)の少なくとも一方を制御する切換え制御手段 (C)とを備えている。そして、上記冷熱
源手段 (2a,2b)は複数備えられ、各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)にガス流通管 (4a
,4b)及び液流通管 (5a,5b)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を形成し、且
つ放熱により冷媒を凝縮可能となっており、上記ガス流路切換え手段 (8)は、各ガス流通
管 (4a,4b)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換え、液流路切換え手段 (9)は
、各液流通管 (5a,5b)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換えるようになっている
。加えて、上記



運転する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒
を吸熱運転する利用側手段 (3)に供給すると共に、一部の冷熱源手段 (2a)の液冷媒を吸熱
運転する利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)
を切換え、上記他部の冷熱源手段 (2b)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該他部の冷熱
源手段 (2b)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、他部の冷熱源手段 (2b)の圧
力降下に伴って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を他部の冷熱源手
段 (2b)に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換え、上記他部の冷熱源手段 (2b)に
おける液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、上記一部の冷熱源手段 (2a)へのガス冷
媒の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)及び放
熱運転する利用側手段 (3)に供給して、該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮さ
せ、この放熱運転する利用側手段 (3)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、放
熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に供給すると共
に、他部の冷熱源手段 (2b)の液冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に押出すようにガス流
路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換え、上記一部の冷熱源手段 (2a)における
ガス冷媒の凝縮により生じる該一部の冷熱源手段 (2a)と吸熱運転する利用側手段 (3)との
圧力差により、一部の冷熱源手段 (2a)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する上記吸熱運転す
る利用側手段 (3)の冷媒を他部の冷熱源手段 (2b)に供給するようにガス流路切換え手段 (8)
を切換える構成としている。
【００６９】
この構成により、複数の利用側手段 (3a～ 3d)が備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)が各々個
別に放熱運転と吸熱運転とが選択可能となっているものに対し、利用側手段 (3a～ 3d)全体
としての熱交換状態が吸熱状態である時、上述した請求項２７記載の発明に係る作用と略
同様の作用が得られることになる。
【００７０】
請求項３７記載の発明は、冷熱源手段に貯留される液冷媒を回収するための構成であって
、上記請求項３６記載熱搬送装置において、上述した請求項２８記載の発明と略同様の構
成を備えている。
【００７１】
この構成により、上述した請求項３６記載の発明に係る作用において温熱源手段 (1)にお
ける液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に、この液冷媒が温熱源手段 (1)に回収され
ることになる。
【００７２】
請求項３８記載の発明は、

、上述した請求項３５～３７記載の の構成を兼ね備えたもの
である。
【００７３】
この構成により、上述した請求項３５～３７記載の発明に係る作用が共に得られる。
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冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、該温熱源手段 (1)
にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を形
成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、ガス配管 (6)を介して上記
ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に接続された利用側
手段 (3)と、上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換えるガ
ス流路切換え手段 (8)と、上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換
える液流路切換え手段 (9)と、上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)に
対する冷媒の流通状態を切換えるように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (
9)の少なくとも一方を制御する切換え制御手段 (C)とを備えている。そして、上記冷熱源
手段 (2a,2b)は複数備えられ、各冷熱源手段 (2a,2b)は、温熱源手段 (1)にガス流通管 (4a,4
b)及び液流通管 (5a,5b)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を形成し、且つ
放熱により冷媒を凝縮可能となっており、上記ガス流路切換え手段 (8)は、各ガス流通管 (
4a,4b)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換え、液流路切換え手段 (9)は、各
液流通管 (5a,5b)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切換えるようになっている。加
えて 切換え制御手段 (C)など



【００７４】
請求項２５記載の発明は、上記請求項２４記載の発明においてガス流路切換え手段を具体
化したものであって、該ガス流路切換え手段 (8)に、各ガス流通管 (4a,4b)におけるガス配
管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (2a,2b)との間に夫々設けられた開閉弁 (EV1-1,EV1-2)を備
えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記各開閉弁 (EV1-1,EV1-2)を、接続している
冷熱源手段 (2a,2b)に利用側手段 (3)から液冷媒が供給される時に閉鎖し、且つ接続してい
る冷熱源手段 (2a,2b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時に開放する構成と
している。
【００７５】
請求項２９記載の発明は、上記請求項２８記載の熱搬送装置において、ガス流路切換え手
段を具体化したものであって、該ガス流路切換え手段 (8)に、各ガス流通管 (4a,4b)におけ
るガス配管 (6e,6f)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に夫々設けられた開閉弁 (EV1-1,EV1
-2)と、各ガス配管 (6e,6f)に設けられて、利用側手段 (3)から冷熱源手段 (2a,2b)へのガス
冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (CVG1,CVG2)とを備えさせる。そして、切換え制御手段 (
C)が、上記各開閉弁 (EV1-1,EV1-2)を、接続している冷熱源手段 (2a,2b)から利用側手段 (3
)への液冷媒供給時及び温熱源手段 (1)における液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に
開放し、接続している冷熱源手段 (2a,2b)への利用側手段 (3)からのガス冷媒供給時に閉鎖
する構成としている。
【００７６】
請求項３３記載の発明は、上記請求項３２記載の発明においてガス流路切換え手段を具体
化したものである。つまり、このガス流路切換え手段 (8)に、各ガス流通管 (4a,4b)におけ
るガス配管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (2a,2b)との間に設けられた第１の開閉弁 (EV1-1,E
V1-2)と、ガス配管 (6)に設けられた第２の開閉弁 (EV2)と、上記第１の開閉弁 (EV1-1,EV1-
2)及び冷熱源手段 (2a,2b)の間と第２の開閉弁 (EV2)及び利用側手段 (3)の間とを接続する
接続管 (20)と、該接続管 (20)に設けられた第３の開閉弁 (EV3)及び利用側手段 (3)から冷熱
源手段 (2a,2b)へのガス冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (CVG1,CVG2)とを備えさせる。そ
して、切換え制御手段 (C)が、上記第１の開閉弁 (EV1-1,EV1-2)を、接続している冷熱源手
段 (2a,2b)に対して、利用側手段 (3)の放熱運転時に該利用側手段 (3)から液冷媒が供給さ
れる時及び利用側手段 (3)の吸熱運転時に該利用側手段 (3)からガス冷媒が供給される時に
閉鎖し、接続している冷熱源手段 (2a,2b)に、温熱源手段 (1)からガス冷媒が供給される時
に開放し、上記第２の開閉弁 (EV2)を、利用側手段 (3)の放熱運転時にのみ開放し、上記第
３の開閉弁 (EV3)を、利用側手段 (3)の吸熱運転時にのみ開放する構成としている。
【００７７】
請求項３９記載の発明は、上記請求項３８記載の発明においてガス流路切換え手段を具体
化したものであって、該ガス流路切換え手段 (8)に、各ガス流通管 (4a,4b)におけるガス配
管 (6)の接続位置と冷熱源手段 (2a,2b)との間に設けられた第１の開閉弁 (EV1-1,EV1-2)と
、各ガス配管 (6a～ 6d)に設けられた第２の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)と、上記第１の開閉弁 (E
V1-1,EV1-2)及び冷熱源手段 (2a,2b)の間と各第２の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)及び利用側手段
(3a～ 3d)の間とを接続する複数の接続管 (20)と、該各接続管 (20)に設けられた第３の開閉
弁 (EV3-1～ EV3-4)及び利用側手段 (3a～ 3d)から冷熱源手段 (2a,2b)へのガス冷媒の流通の
みを許容する逆止弁 (CVG1,CVG2)とを備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記第
１の開閉弁 (EV1-1,EV1-2)を、接続している冷熱源手段 (2a,2b)に対して、利用側手段 (3a
～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時における放熱運転する利用側手段 (3)か
らの液冷媒供給時、及び利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時
における吸熱運転する利用側手段 (3)からのガス冷媒供給時に閉鎖し、接続している冷熱
源手段 (2a,2b)に、温熱源手段 (1)からガス冷媒が供給される時に開放し、上記第２の開閉
弁 (EV2-1～ EV2-4)を、接続している利用側手段 (3)の放熱運転時にのみ開放し、上記第３
の開閉弁 (EV3-1～ EV3-4)を、接続している利用側手段 (3)の吸熱運転時にのみ開放する構
成としている。
【００７８】
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これら請求項２５、２９、３３及び３９記載の発明では、夫々請求項２４、２７、３１及
び３８記載の発明に係る作用を得るためのガス流路切換え手段 (8)の具体構成が得られる
。
【００７９】
請求項２６記載の発明は、上記請求項２４記載の発明において液流路切換え手段を具体化
したものであって、液流路切換え手段 (9)に、各液流通管 (5a,5b)における液配管 (7e,7f)
の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられて、冷熱源手段 (2a,2b)から温熱源手段 (1)
への液冷媒の流通のみを許容する第１の逆止弁 (CV1-1,CV1-2)と、上記各液配管液配管 (7e
,7f)に設けられて、利用側手段 (3)から冷熱源手段 (2)への液冷媒の流通のみを許容する第
２の逆止弁 (CV2-1,CV2-2)とを備えさせた構成としている。
【００８０】
請求項３０記載の発明は、上記請求項２８記載の発明において液流路切換え手段を具体化
したものであって、該液流路切換え手段 (8)に、各液流通管 (5a,5b)における液配管 (7e,7f
)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた開閉弁 (EV4)及び冷熱源手段 (2a,2b)から
温熱源手段 (1)へのガス冷媒の流通のみを許容する第１の逆止弁 (CV1-1,CV1-2)と、上記各
液配管 (7e,7f)に設けられて、冷熱源手段 (2a,2b)から利用側手段 (3)への液冷媒の流通の
みを許容する第２の逆止弁 (CV3-1,CV3-2)とを備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が
、上記開閉弁 (EV4)を、利用側手段 (3)の吸熱運転時に閉鎖し、且つ温熱源手段 (1)におけ
る液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に開放する構成としている。
【００８１】
請求項３４記載の発明は、上記請求項３２記載の発明において液流路切換え手段を具体化
したものである。つまり、この液流路切換え手段 (9)に、液流通管 (5a,5b)における液配管
(7e,7f)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた第１の開閉弁 (EV4)及び冷熱源手
段 (2a,2b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (CV1-1,CV1-2)と、
各液配管 (7e,7f)に設けられた第２の開閉弁 (EV6-1,EV6-2)とを備えさせる。そして、切換
え制御手段 (C)が、上記第１の開閉弁 (EV4)を、冷熱源手段 (2a,2b)の液冷媒を温熱源手段 (
1)に回収する際に開放し、利用側手段 (3)の吸熱運転時に閉鎖すると共に、上記第２の開
閉弁 (EV6-1,EV6-2)を、利用側手段 (3)の放熱運転時に、接続している冷熱源手段 (2a,2b)
に対して利用側手段 (3)から液冷媒が供給される時、及び利用側手段 (3)の吸熱運転時に、
接続している冷熱源手段 (2a,2b)から利用側手段 (3)に液冷媒を供給する時に開放し、接続
している冷熱源手段 (2a,2b)に対して、利用側手段 (3)の放熱運転時に温熱源手段 (1)から
ガス冷媒が供給される時、及び利用側手段 (3)の吸熱運転時に該利用側手段 (3)からガス冷
媒が供給される時に閉鎖する構成としている。
【００８２】
請求項４０記載の発明は、上記請求項３８記載の発明において液流路切換え手段を具体化
したものであって、該液流路切換え手段 (9)に、液流通管 (5a,5b)における液配管 (7e,7f)
の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた第１の開閉弁 (EV4)及び冷熱源手段 (2a,2b
)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通のみを許容する逆止弁 (CV1-1,CV1-2)と、各利用側
手段 (3a～ 3d)に対応して液配管 (7a～ 7d)に設けられた第２の開閉弁 (EV5-1～ EV5-4)と、各
冷熱源手段 (2a,2b)に対応して液配管 (7e,7f)に設けられた第３の開閉弁 (EV6-1,EV6-2)と
を備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記第１の開閉弁 (EV4)を、冷熱源手段 (2
a,2b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する際にのみ開放し、上記第３の開閉弁 (EV6-1,EV6
-2)を、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時に、接続してい
る冷熱源手段 (2a,2b)に対して放熱運転する利用側手段 (3)からの液冷媒供給時、及び利用
側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時に、接続している冷熱源手段
(2a,2b)から吸熱運転する利用側手段 (3)への液冷媒供給時に開放し、接続している冷熱源
手段 (2a,2b)に対して、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状態が放熱状態である時
における温熱源手段 (1)からのガス冷媒供給時及び利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交
換状態が吸熱状態である時における吸熱運転する利用側手段 (3)からガス冷媒供給時に閉
鎖する構成としている。
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【００８３】
これら請求項２６、３０、３４及び４０記載の発明では、夫々請求項２４、２７、３１及
び３８記載の発明に係る作用を得るための液流路切換え手段 (9)の具体構成が得られる。
【００８４】
請求項４１～５８記載の発明は、液冷媒を貯留する受液手段を複数備えさせたものである
。請求項４１記載の発明は、

液冷媒を
貯留可能な複数の受液手段 (25a,25b)を備えさせ、各受液手段 (25a,25b)の夫々をガス管 (2
6a,26b)によってガス流通管 (4a,4b)に、液管 (27a,27b)によって液流通管 (5a,5b)に接続す
る。そして、ガス流路切換え手段 (8)が、各ガス流通管 (4a,4b)とガス管 (26a,26b)との間
のガス冷媒の流通状態を切換え、液流路切換え手段 (9)が、各液流通管 (5a,5b)と液管 (27a
,27b)との間の液冷媒の流通状態を切換えるようにし、切換え制御手段 (C)が、上記利用側
手段 (3)の運転状態に応じてガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)の少なくと
も一方を制御する構成としている。
【００８５】
この構成により、常に一部の受液手段と利用側手段 (3)との間で冷媒を循環させながら各
受液手段 (25a,25b)同士で利用側手段 (3)に対する接続状態を切換えるようにすれば常に利
用側手段 (3)において放熱或いは吸熱が行われ、該利用側手段 (3)において連続した放熱運
転が行われることになる。
【００８６】
請求項４２記載の発明は、利用側手段が放熱するものであって、図３２に示すように、上
記請求項４１記載の熱搬送装置において、各受液手段 (25a,25b)を温熱源手段 (1)よりも上
方に配置させ、切換え制御手段 (C)が、上記利用側手段 (3)の放熱運転時、上記温熱源手段
(1)からのガス冷媒を一部の受液手段 (25a)及び利用側手段 (3)に供給して該利用側手段 (3)
において所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、
上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)に繋がる他部の受液手段 (
25b)と利用側手段 (3)との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を他部の受液手
段 (25b)に供給するように液流路切換え手段 (9)を切換え、上記他部の受液手段 (25b)にお
ける液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、上記一部の受液手段 (25a)へのガス冷媒
の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス冷媒を他部の受液手段 (25b)及び利用側
手段 (3)に供給して、温熱源手段 (1)と他部の受液手段 (25b)とを均圧し且つ利用側手段 (3)
においてガス冷媒を所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切換え
ると共に、上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)に繋がる一部
の受液手段 (25a)と利用側手段 (3)との圧力差により、利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を
一部の受液手段 (25a)に供給し、且つ他部の受液手段 (25b)から温熱源手段 (1)への液冷媒
の流通を許容することにより、この他部の受液手段 (25b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収
するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成としている。
【００８７】
この構成により、利用側手段 (3)の放熱運転時、一部の受液手段から常に液冷媒を温熱源
手段 (1)へ回収しながら、他の受液手段と利用側手段 (3)との間で、該利用側手段 (3)にお
いて放熱が行われるように冷媒を流すことにより、利用側手段 (3)において連続した放熱
運転が行われることになる。
【００８８】
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冷媒が加熱されて蒸発する温熱源手段 (1)と、該温熱源手段 (
1)にガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて温熱源手段 (1)との間で閉回路を
形成し、且つ放熱により冷媒を凝縮可能とする冷熱源手段 (2)と、ガス配管 (6)を介して上
記ガス流通管 (4)に接続されると共に、液配管 (7)を介して液流通管 (5)に接続された利用
側手段 (3)と、上記ガス流通管 (4)とガス配管 (6)との間のガス冷媒の流通状態を切換える
ガス流路切換え手段 (8)と、上記液流通管 (5)と液配管 (7)との間の液冷媒の流通状態を切
換える液流路切換え手段 (9)と、上記利用側手段 (3)の運転状態に応じて該利用側手段 (3)
に対する冷媒の流通状態を切換えるように、ガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手
段 (9)の少なくとも一方を制御する切換え制御手段 (C)とを備えている。そして、



請求項４５記載の発明は、利用側手段が吸熱するものであって、図３４に示すように、上
記請求項４１記載の発明において、切換え制御手段 (C)が、上記利用側手段 (3)の吸熱運転
時、上記温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の受液手段 (25a)に供給して該一部の受液手
段 (25a)の液冷媒を利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換
え手段 (9)を切換えると共に、冷熱源手段 (2)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫
々導入されている状態で、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる利用側手
段 (3)と冷熱源手段 (2)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧し蒸発
する利用側手段 (3)の冷媒を冷熱源手段 (2)に繋がる他部の受液手段 (25b)に供給するよう
にガス流路切換え手段 (8)を切換え、上記他部の受液手段 (25b)における液冷媒の貯留量が
所定量以上に達したとき、上記一部の受液手段 (25a)へのガス冷媒の供給を停止すると共
に温熱源手段 (1)からのガス冷媒を他部の受液手段 (25b)に供給して該他部の受液手段 (25b
)の液冷媒を利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (
9)を切換え、更に、冷熱源手段 (2)にガス冷媒が、利用側手段 (3)に液冷媒が夫々導入され
ている状態で、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる利用側手段 (3)と冷熱
源手段 (2)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する利用側手
段 (3)の冷媒を冷熱源手段 (2)に繋がる一部の受液手段 (25a)供給するようにガス流路切換
え手段 (8)を切換える構成としている。
【００８９】
この構成により、利用側手段 (3)の吸熱運転時、該利用側手段 (3)において連続した吸熱動
作が行われることになる。
【００９０】
請求項４６記載の発明は、上述した請求項４５記載の発明に係る熱搬送装置において、冷
熱源手段に貯留される液冷媒を回収するための構成であって、上述した請求項７記載の発
明と略同様の構成である。
【００９１】
この構成により、上述した請求項４５記載の発明に係る作用において温熱源手段 (1)にお
ける液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に、この液冷媒が温熱源手段 (1)に回収され
ることになる。
【００９２】
請求項４９記載の発明は、利用側手段が吸熱及び放熱するものであって、上記請求項４１
記載の熱搬送装置において、上述した請求項４２及び４５記載の発明の構成を兼ね備えて
いる。
【００９３】
この構成により、上述した請求項４１及び４５記載の発明に係る作用が共に得られる。
【００９４】
請求項５０記載の発明は、上述した請求項４９記載の熱搬送装置において、冷熱源手段 (2
)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収するものであって、上述した請求項４６記載の発明と同
様の構成を備えている。
【００９５】
この構成により、上述した請求項４９記載の発明に係る作用において、温熱源手段 (1)に
おける液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に、この液冷媒が温熱源手段 (1)に回収さ
れることになる。
【００９６】
請求項５３記載の発明は、複数の利用側手段が個々に放熱若しくは吸熱が行えるものに対
して適用した場合であって、図３９に示すように、上記請求項４１記載の熱搬送装置にお
いて、各受液手段 (25a,25b)を温熱源手段 (1)よりも上方に配置させ、複数の利用側手段 (3
a～ 3d)を備えさせて各利用側手段 (3a～ 3d)を、ガス配管 (6a～ 6d)を介してガス流通管 (4a,
4b)に、液配管 (7a～ 7d)を介して液流通管 (5a,5b)に夫々接続し、各々個別に放熱運転と吸
熱運転とを選択可能とする。そして、切換え制御手段 (C)が、利用側手段 (3a～ 3d)全体と
しての熱交換状態が放熱状態である時、温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の受液手段 (

10

20

30

40

50

(42) JP 3598604 B2 2004.12.8



25a)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度
で凝縮させるようにガス流路切換え手段 (8)を切換えると共に、上記凝縮温度よりも低い
温度で冷媒を凝縮させる冷熱源手段 (2)に繋がる他部の受液手段 (25b)と放熱運転する利用
側手段 (3)との圧力差及び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転する利用側手段 (3)との
圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を他部の受液手段 (25b)と吸
熱運転する利用側手段 (3)とに所定の分配比率で分配供給するように液流路切換え手段 (9)
を切換え、更に、冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該冷熱源手段 (2)と
吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧し
蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を冷熱源手段 (2)に繋がる他部の受液手段
(25b)に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換え、上記他部の受液手段 (25b)にお
ける液冷媒の貯留量が所定量以上に達したとき、上記一部の受液手段 (25a)へのガス冷媒
の供給を停止すると共に温熱源手段 (1)からのガス冷媒を他部の受液手段 (25b)及び放熱運
転する利用側手段 (3)に供給して、温熱源手段 (1)と他部の受液手段 (25b)とを均圧し且つ
放熱運転する利用側手段 (3)においてガス冷媒を所定の凝縮温度で凝縮させるようにガス
流路切換え手段 (8)を切換えると共に、上記凝縮温度よりも低い温度で冷媒を凝縮させる
冷熱源手段 (2)に繋がる一部の受液手段 (25a)と放熱運転する利用側手段 (3)との圧力差及
び吸熱運転する利用側手段 (3)と放熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転
する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を一部の受液手段 (25a)と吸熱運転する利用側手段 (3
)とに所定の分配比率で分配供給し、且つ他部の冷熱源手段 (2b)から温熱源手段 (1)への液
冷媒の流通を許容することにより、この他部の冷熱源手段 (2b)の液冷媒を温熱源手段 (1)
に回収するように液流路切換え手段 (9)を切換える構成としている。
【００９７】
この構成により、複数の利用側手段 (3a～ 3d)が備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)が各々個
別に放熱運転と吸熱運転とが選択可能となっているものに対し、利用側手段 (3a～ 3d)全体
としての熱交換状態が放熱状態である時、上述した請求項４２記載の発明に係る作用と略
同様の作用が得られることになる。
【００９８】
請求項５４記載の発明も、複数の利用側手段が個々に放熱若しくは吸熱が行えるものに対
して適用した場合であって、上記請求項４１記載の熱搬送装置において、複数の利用側手
段 (3a～ 3d)を備えさせ、各利用側手段 (3a～ 3d)を、ガス配管 (6a～ 6d)を介して各ガス流通
管 (4a,4b)に、液配管 (7a～ 7d)を介して各液流通管 (5a,5b)に夫々接続して、各々個別に放
熱運転と吸熱運転とを選択可能とする。そして、切換え制御手段 (C)が、利用側手段 (3a～
3d)全体としての熱交換状態が吸熱状態である時、温熱源手段 (1)からのガス冷媒を一部の
受液手段 (25a)及び放熱運転する利用側手段 (3)に供給して該利用側手段 (3)において所定
の凝縮温度で凝縮させ、この放熱運転する利用側手段 (3)と吸熱運転する利用側手段 (3)と
の圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3)で凝縮された冷媒を吸熱運転する利用側手
段 (3)に供給すると共に、一部の受液手段 (25a)の液冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に
押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流路切換え手段 (9)を切換え、上記冷熱源手段
(2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該冷熱源手段 (2)に繋がる他部の受液手段 (25b)
と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧
し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の冷媒を他部の受液手段 (25b)に供給するよう
にガス流路切換え手段 (8)を切換え、上記他部の受液手段 (25b)における液冷媒の貯留量が
所定量以上に達したとき、上記一部の受液手段 (25a)へのガス冷媒の供給を停止すると共
に温熱源手段 (1)からのガス冷媒を他部の受液手段 (25b)及び放熱運転する利用側手段 (3)
に供給して、該利用側手段 (3)において所定の凝縮温度で凝縮させ、この放熱運転する利
用側手段 (3)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差により、放熱運転する利用側手段 (3
)で凝縮された冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に供給すると共に、他部の受液手段 (25b
)の液冷媒を吸熱運転する利用側手段 (3)に押出すようにガス流路切換え手段 (8)及び液流
路切換え手段 (9)を切換え、上記冷熱源手段 (2)におけるガス冷媒の凝縮により生じる該冷
熱源手段 (2)に繋がる一部の受液手段 (25a)と吸熱運転する利用側手段 (3)との圧力差によ
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り、冷熱源手段 (2)の圧力降下に伴って減圧し蒸発する上記吸熱運転する利用側手段 (3)の
冷媒を一部の受液手段 (25a)に供給するようにガス流路切換え手段 (8)を切換える構成とし
ている。
【００９９】
この構成により、複数の利用側手段 (3a～ 3d)が備えられ、各利用側手段 (3a～ 3d)が各々個
別に放熱運転と吸熱運転とが選択可能となっているものに対し、利用側手段 (3a～ 3d)全体
としての熱交換状態が吸熱状態である時、上述した請求項４５記載の発明に係る作用と略
同様の作用が得られることになる。
【０１００】
請求項５５記載の発明は、上記請求項５４記載の熱搬送装置において、冷熱源手段に貯留
される液冷媒を回収するための構成であって、上述した請求項４６記載の発明と略同様の
構成である。
【０１０１】
この構成により、上述した請求項５４記載の発明に係る作用において温熱源手段 (1)にお
ける液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に、この液冷媒が温熱源手段 (1)に回収され
ることになる。
【０１０２】
請求項５６記載の発明は、上記請求項４１記載の熱搬送装置において、上述した請求項５
３～５５記載の発明の構成を兼ね備えたものである。
【０１０３】
この構成により、上述した請求項５３～５５記載の発明に係る作用が共に得られる。
【０１０４】
請求項４３記載の発明は、上記請求項４２記載の発明において、ガス流路切換え手段を具
体化したものであって、該ガス流路切換え手段 (8)に、受液手段 (25a,25b)の数に対応した
ガス流通管 (4a,4b)の夫々に対するガス管 (26a,26b)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に
夫々設けられた第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)と、ガス流通管 (4a,4b)の夫々に対するガス管
(26a,26b)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に夫々設けられた第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2
)とを備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)を、
接続している受液手段 (25a,25b)に利用側手段 (3)から液冷媒が供給される時に閉鎖し、接
続している受液手段 (25a,25b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時に開放し
、上記第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)を、接続している受液手段 (25a,25b)に温熱源手段 (1)
からガス冷媒が供給される時に閉鎖し、接続している受液手段 (25a,25b)に利用側手段 (3)
から液冷媒が供給される時に開放する構成としている。
【０１０５】
請求項４７記載の発明は、上記請求項４６記載の熱搬送装置においてガス流路切換え手段
を具体化したものであって、該ガス流路切換え手段 (8)に、受液手段 (25a,25b)の数に対応
したガス流通管 (4a,4b)の夫々に対するガス管 (26a,26b)の接続位置と温熱源手段 (1)との
間に夫々設けられた第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)と、ガス流通管 (4a,4b)の夫々に対するガ
ス管 (26a,26b)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に夫々設けられた第２の開閉弁 (EV8-1,E
V8-2)とを備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)
を、接続している受液手段 (25a,25b)に冷熱源手段 (2)から液冷媒が供給される時に閉鎖し
、接続している受液手段 (25a,25b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時に開
放し、上記第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)を、接続している受液手段 (25a,25b)に温熱源手段
(1)からガス冷媒が供給される時に閉鎖し、接続している受液手段 (25a,25b)に冷熱源手段
(2)から液冷媒が供給される時に開放する構成としている。
【０１０６】
請求項５１記載の発明は、上記請求項５０記載の熱搬送装置においてガス流路切換え手段
を具体化したものである。つまり、このガス流路切換え手段 (8)に、受液手段 (25a,25b)の
数に対応したガス流通管 (4a,4b)の夫々に対するガス管 (26a,26b)の接続位置と温熱源手段
(1)との間に夫々設けられた第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)と、ガス流通管 (4a,4b)の夫々に
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対するガス管 (26a,26b)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に夫々設けられた第２の開閉弁
(EV8-1,EV8-2)と、ガス配管 (6)に設けられた第３の開閉弁 (EV2)と、利用側手段 (3)と冷熱
源手段 (2)とを接続する接続管 (20)に設けられた第４の開閉弁 (EV3)とを備えさせる。そし
て、切換え制御手段 (C)が、上記第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)を、接続している受液手段 (2
5a,25b)に対して、利用側手段 (3)の放熱運転時に該利用側手段 (3)から液冷媒が供給され
る時及び利用側手段 (3)の吸熱運転時に冷熱源手段 (2)から液冷媒が供給される時に閉鎖し
、接続している受液手段 (25a,25b)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時に開
放し、上記第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)を、接続している受液手段 (25a,25b)に、温熱源手
段 (1)からガス冷媒が供給される時に閉鎖し、接続している受液手段 (25a,25b)に対して、
利用側手段 (3)の放熱運転時に該利用側手段 (3)から液冷媒が供給される時及び利用側手段
(3)の吸熱運転時に冷熱源手段 (2)から液冷媒が供給される時に開放し、第３の開閉弁 (EV2
)を、利用側手段 (3)の放熱運転時にのみ開放し、第４の開閉弁 (EV3)を、利用側手段 (3)の
吸熱運転時にのみ開放する構成としている。
【０１０７】
請求項５７記載の発明は、上記請求項５６記載の熱搬送装置においてガス流路切換え手段
を具体化したものであって、該ガス流路切換え手段 (8)に、各ガス流通管 (4a,4b)における
ガス管 (26a,26b)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた第１の開閉弁 (EV7-1,EV7
-2)と、各ガス流通管 (4a,4b)におけるガス管 (26a,26b)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間
に設けられた第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)と、各ガス配管 (6a～ 6d)に設けられた第３の開
閉弁 (EV2-1～ EV2-4)と、上記第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)及び冷熱源手段 (2)の間と各第３
の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)及び利用側手段 (3a～ 3d)の間とを接続する複数の接続管 (10a～ 10
d)と、該各接続管 (10a～ 10d)に設けられた第４の開閉弁 (EV3-1～ EV3-4)とを備えさせる。
そして、切換え制御手段 (C)が、上記第１の開閉弁 (EV7-1,EV7-2)を、接続している受液手
段 (25a,25b)に対して、利用側手段全体としての熱交換状態が放熱状態である時における
放熱運転する利用側手段 (3)からの液冷媒供給時及び利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱
交換状態が吸熱状態である時における冷熱源手段 (2)からのガス冷媒供給時に閉鎖し、接
続している受液手段 (25a,25b)に、温熱源手段 (1)からガス冷媒が供給される時に開放し、
上記第２の開閉弁 (EV8-1,EV8-2)を、接続している受液手段 (25a,25b)に対して、温熱源手
段 (1)からのガス冷媒供給時に閉鎖し、接続している受液手段 (25a,25b)に対して、冷熱源
手段 (2)からの液冷媒供給時に開放し、上記第３の開閉弁 (EV2-1～ EV2-4)を、接続してい
る利用側手段 (3)の放熱運転時にのみ開放し、上記第４の開閉弁 (EV3-1～ EV3-4)を、接続
している利用側手段 (3)の吸熱運転時にのみ開放する構成としている。
【０１０８】
これら請求項４３、４７、５１及び５７記載の発明では、夫々請求項４２、４５、４９及
び５６記載の発明に係る作用を得るためのガス流路切換え手段 (8)の具体構成が得られる
。
【０１０９】
請求項４４記載の発明は、上記請求項４２記載の発明において、液流路切換え手段を具体
化したものであって、該液流路切換え手段 (9)に、受液手段 (25a,25b)の数に対応した液流
通管 (5a,5b)の夫々に対する液管 (27a,27b)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に夫々設け
られて、受液手段 (25a,25b)から温熱源手段 (1)への液冷媒の流通のみを許容する第１の逆
止弁 (CV1-1,CV1-2)と、各液流通管 (5a,5b)の夫々に対する液管 (27a,27b)の接続位置と冷
熱源手段 (2)との間に夫々設けられて、利用側手段 (3)及び冷熱源手段 (2)から受液手段 (25
a,25b)への液冷媒の流通のみを許容する第２の逆止弁 (CV2-1,CV2-2)と、液配管 (7)に設け
られて、利用側手段 (3)から受液手段 (25a,25b)への液冷媒の流通のみを許容する第３の逆
止弁 (CV4)とを備えさせた構成としている。
【０１１０】
請求項４８記載の発明は、上記請求項４６記載の熱搬送装置において液流路切換え手段を
具体化したものであって、該液流路切換え手段 (9)に、受液手段 (25a,25b)の数に対応した
液流通管 (5a,5b)の夫々に対する液管 (27a,27b)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に夫々
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設けられた開閉弁 (EV4)及び受液手段 (25a,25b)から温熱源手段 (1)及び利用側手段 (3)への
液冷媒の流通のみを許容する第１の逆止弁 (CV1-1,CV1-2)と、液流通管 (5a,5b)の夫々に対
する液管 (27a,27b)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に夫々設けられて、冷熱源手段 (2)
から受液手段 (25a,25b)への液冷媒の流通のみを許容する第２の逆止弁 (CV2-1,CV2-2)とを
備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、上記開閉弁 (EV4)を、温熱源手段 (1)におけ
る液冷媒の貯留量が所定量以下に達した時に開放する構成としている。
【０１１１】
請求項５２記載の発明は、上記請求項５０記載の熱搬送装置において液流路切換え手段を
具体化したものである。つまり、この液流路切換え手段 (9)に、受液手段 (25a,25b)の数に
対応した液流通管 (5a,5b)の夫々に対する液管 (27a,27b)の接続位置と温熱源手段 (1)との
間に夫々設けられた第１の開閉弁 (EV4)及び受液手段 (25a,25b)から温熱源手段 (1)と利用
側手段 (3)への液冷媒の流通のみを許容する第１の逆止弁 (CV1-1,CV1-2)と、液流通管 (5a,
5b)の夫々に対する液管 (27a,27b)の接続位置と冷熱源手段 (2)との間に夫々設けられて、
利用側手段 (3)及び冷熱源手段 (2)から受液手段 (25a,25b)への液冷媒の流通のみを許容す
る第２の逆止弁 (CV2-1,CV2-2)と、液配管 (7)に設けられた第２の開閉弁 (EV9)と、利用側
手段 (3)と各受液手段 (25a,25b)とを第２の逆止弁 (CV2-1,CV2-2)を介して接続する接続管 (
21)に設けられた第３の開閉弁 (EV10)とを備えさせる。そして、切換え制御手段 (C)が、第
１の開閉弁 (EV4)を、受液手段 (25a,25b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収する時にのみ開
放し、第２の開閉弁 (EV9)を、利用側手段 (3)の吸熱運転時にのみ開放し、第３の開閉弁 (E
V10)を、利用側手段 (3)の放熱運転時にのみ開放する構成としている。
【０１１２】
請求項５８記載の発明は、上記請求項５６記載の熱搬送装置において液流路切換え手段を
具体化したものであって、該液流路切換え手段 (9)に、各液流通管 (5a,5b)における液管 (2
7a,27b)の接続位置と温熱源手段 (1)との間に設けられた第１の開閉弁 (EV4)及び受液手段 (
25a,25b)から温熱源手段 (1)及び利用側手段 (3a～ 3d)への液冷媒の流通のみを許容する第
１の逆止弁 (CV1-1,CV1-2)と、各液流通管 (5a,5b)における液管 (27a,27b)の接続位置と冷
熱源手段 (2)との間に設けられ、利用側手段 (3a～ 3d)及び冷熱源手段 (2)から受液手段 (25a
,25d)への液冷媒の流通のみを許容する第２の逆止弁 (CV2-1,CV2-2)と、各液配管 (7a～ 7d)
に設けられた第２の開閉弁 (EV5-1～ EV5-4)と、液配管 (7)に設けられた第３の開閉弁 (EV9)
と、利用側手段 (3a～ 3d)と各受液手段 (25a,25b)とを第２の逆止弁 (CV2-1,CV2-2)を介して
接続する接続管 (21)に設けられた第４の開閉弁 (EV10)とを備えさせる。そして、切換え制
御手段 (C)が、第１の開閉弁 (EV4)を、受液手段 (25a,25b)の液冷媒を温熱源手段 (1)に回収
する時にのみ開放し、第３の開閉弁 (EV9)を、利用側手段 (3a～ 3d)全体としての熱交換状
態が吸熱状態である時にのみ開放し、第４の開閉弁 (EV10)を、利用側手段 (3a～ 3d)全体と
しての熱交換状態が放熱状態である時にのみ開放する構成としている。
【０１１３】
これら請求項４４、４８、５２及び５８記載の発明では、上述した請求項４２、４５、４
９及び５６記載の発明に係る作用を得るための液流路切換え手段 (9)の具体構成が得られ
る。
【０１１４】
請求項５９～７４記載の発明は、温熱源手段に所定の熱量を与え、冷熱源手段から所定の
熱量を奪う熱源側回路に係るものである。請求項５９記載の発明は、上記請求項１～５、
１４、１５、２３～２６、３５、４１～４４、５３の何れか１記載の熱搬送装置において
、温熱源手段 (1)が、熱源側冷媒回路 (A)を循環する熱源用冷媒から熱量を受けて冷媒が蒸
発するものであると共に、冷熱源手段 (2)は、上記熱源用冷媒により熱量が奪われて冷媒
が凝縮するものであり、上記熱源側冷媒回路 (A)に、上記温熱源手段 (1)との間で熱交換を
行って該温熱源手段 (1)に冷媒蒸発用の熱量を与える加熱熱交換手段 (12)と、上記冷熱源
手段 (2)との間で熱交換を行って該冷熱源手段 (2)から冷媒凝縮用の熱量を奪う冷却熱交換
手段 (15)と、上記加熱熱交換手段 (12)の熱交換量が冷却熱交換手段 (15)の熱交換量よりも
大きい利用側手段 (3)の放熱運転時、各熱交換量の差分だけ熱源用冷媒に熱量を与える熱
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交換量調整手段 (14)を備えさせた構成としている。
【０１１５】
この構成により、加熱熱交換手段 (12)の熱交換量が冷却熱交換手段 (15)の熱交換量よりも
大きい利用側手段 (3)の放熱運転時には、熱交換量調整手段 (14)が、各熱交換量の差分だ
け熱源用冷媒に熱量を与えることになる。つまり、熱交換量調整手段 (14)が熱源用冷媒に
熱量を与えることにより、熱源側冷媒回路 (A)全体としての放熱量と吸熱量とを等しくし
て該冷媒回路 (A)での冷媒の循環が良好に行われ、また、温熱源手段 (1)への熱量の供給及
び冷熱源手段 (2)からの熱量の回収が安定的に行われる。
【０１１６】
請求項６０記載の発明は 記請求項５９記載の熱搬送装置において、熱源側冷媒回路 (A
)を、冷媒加熱手段 (11)、加熱熱交換手段 (12)、膨張機構 (13)、熱交換量調整手段 (14)及
び冷却熱交換手段 (15)を冷媒の循環が可能に順に接続して成し、上記膨張機構 (13)及び熱
交換量調整手段 (14)の間と、熱交換量調整手段 (14)及び冷却熱交換手段 (15)の間とを接続
するバイパス路 (17)を備えさせ、該バイパス路 (17)に、加熱熱交換手段 (12)の熱交換量と
冷却熱交換手段 (15)の熱交換量との差に応じて熱交換量調整手段 (14)に流れる冷媒の流量
を調整するように開度が変更される調整弁 (18)を設けた構成としている。
【０１１７】
請求項６１記載の発明は 記請求項５９記載の熱搬送装置において、熱源側冷媒回路 (A
)を、冷媒加熱手段 (11)、加熱熱交換手段 (12)、膨張機構 (18a)及び冷却熱交換手段 (15)を
冷媒の循環が可能に順に接続して成し、上記加熱熱交換手段 (12)からの冷媒を冷却熱交換
手段 (15)をバイパスして冷媒加熱手段 (11)に導くバイパス路 (17)を備えさせ、該バイパス
路 (17)に、熱交換量調整手段 (14)を設けた構成としている。
【０１１８】
請求項６２記載の発明は、上記請求項６１記載の熱搬送装置において、バイパス路 (17)の
一端を加熱熱交換手段 (12)と膨張機構 (18a)との間に接続させ、このバイパス路 (17)にお
ける上記一端と熱交換量調整手段 (14)との間に、加熱熱交換手段 (12)の熱交換量と冷却熱
交換手段 (15)の熱交換量との差に応じて熱交換量調整手段 (14)に流れる冷媒の流量を調整
するように開度が調整され且つ熱源用冷媒を減圧する調整弁 (18b)を設けた構成としてい
る。
【０１１９】
これら請求項６０～６２記載の発明では、上述した請求項５９記載の作用を得るための熱
源側冷媒回路 (A)の構成を具体的に得ることができる。つまり、調整弁 (18)により熱交換
量調整手段 (14)に流れる冷媒の流量を調整することにより、熱交換量調整手段 (14)が熱源
用冷媒に与える熱量を調整して、熱源側冷媒回路 (A)全体としての放熱量と吸熱量とが等
しくされる。
【０１２０】
請求項６３記載の発明は、図４４に示すように、上記請求項１、６～９、１６、１７、２
３、２７～３０、３６、３７、４１、４５～４８、５４、５５の何れか１記載の熱搬送装
置において、温熱源手段 (1)が、熱源側冷媒回路 (A)を循環する熱源用冷媒から熱量を受け
て冷媒が蒸発するものであると共に、冷熱源手段 (15)が、上記熱源用冷媒により熱量が奪
われて冷媒が凝縮するものであって、上記熱源側冷媒回路 (A)を、上記温熱源手段 (1)との
間で熱交換を行って該温熱源手段 (1)に冷媒蒸発用の熱量を与える加熱熱交換手段 (12)と
、上記冷熱源手段 (2)との間で熱交換を行って該冷熱源手段 (2)から冷媒凝縮用の熱量を奪
う冷却熱交換手段 (15)と、上記加熱熱交換手段 (12)の熱交換量が冷却熱交換手段 (15)の熱
交換量よりも小さい利用側手段 (3)の吸熱運転時、各熱交換量の差分だけ循環冷媒から熱
量を奪う熱交換量調整手段 (14)を備えさせた構成としている。
【０１２１】
この構成により、加熱熱交換手段 (12)の熱交換量が冷却熱交換手段 (15)の熱交換量よりも
小さい利用側手段 (3)の吸熱運転時には、熱交換量調整手段 (14)が、各熱交換量の差分だ
け熱源用冷媒から熱量を奪うことになる。つまり、熱交換量調整手段 (14)が熱源用冷媒か

10

20

30

40

50

(47) JP 3598604 B2 2004.12.8

、上

、上



ら熱量を奪うことにより、熱源側冷媒回路 (A)全体としての放熱量と吸熱量とを等しくし
て該冷媒回路 (A)での冷媒の循環が良好に行われ、また、温熱源手段 (1)への熱量の供給及
び冷熱源手段 (2)からの熱量の回収が安定的に行われる。
【０１２２】
請求項６４記載の発明は、上記請求項６３記載の熱搬送装置において、熱源側冷媒回路 (A
)を、冷媒加熱手段 (11)、加熱熱交換手段 (12)、熱交換量調整手段 (14)、膨張機構 (13)及
び冷却熱交換手段 (15)を冷媒の循環が可能に順に接続して成し、上記膨張機構 (13)及び熱
交換量調整手段 (14)の間と、熱交換量調整手段 (14)及び加熱熱交換手段 (12)との間とを接
続するバイパス路 (17)を備えさせ、該バイパス路 (17)に、加熱熱交換手段 (12)の熱交換量
と冷却熱交換手段 (15)の熱交換量との差に応じて熱交換量調整手段 (14)に流れる冷媒の流
量を調整するように開度が変更される調整弁 (18)を設けた構成としている。
【０１２３】
請求項６５記載の発明は、図４５に示すように、上記請求項６３記載の熱搬送装置におい
て、熱源側冷媒回路 (A)を、冷媒加熱手段 (11)、加熱熱交換手段 (12)、膨張機構 (18a)及び
冷却熱交換手段 (15)を冷媒の循環が可能に順に接続して成し、上記冷媒加熱手段 (11)から
の冷媒を加熱熱交換手段 (12)をバイパスして冷却熱交換手段 (15)に導くバイパス路 (17)を
備えさせ、該バイパス路 (17)に、熱交換量調整手段 (14)を設けた構成としている。
【０１２４】
請求項６６記載の発明は、上記請求項６５記載の熱搬送装置において、バイパス路 (17)の
一端を膨張機構 (18a)と冷却熱交換手段 (15)との間に接続し、このバイパス路 (17)におけ
る上記一端と熱交換量調整手段 (14)との間に、加熱熱交換手段 (12)の熱交換量と冷却熱交
換手段 (15)の熱交換量との差に応じて熱交換量調整手段 (14)に流れる冷媒の流量を調整す
るように開度が調整され且つ熱源用冷媒を減圧する調整弁 (18b)を設けた構成としている
。
【０１２５】
これら請求項６４～６６記載の発明では、上述した請求項６３記載の作用を得るための熱
源側冷媒回路 (A)の構成を具体的に得ることができる。つまり、調整弁 (18)により熱交換
量調整手段 (14)に流れる冷媒の流量を調整することにより、熱交換量調整手段 (14)が熱源
用冷媒から奪う熱量を調整して、熱源側冷媒回路 (A)全体としての放熱量と吸熱量とが等
しくされる。
【０１２６】
請求項６７記載の発明は、図４６に示すように、上記請求項１、１０～１３、１８～２０
、２３、３１～３４、３８～４０、４１、４９～５２、５６～５８の何れか１記載の熱搬
送装置において、温熱源手段 (1)が、熱源側冷媒回路 (A)を循環する熱源用冷媒から熱量を
受けて冷媒が蒸発するものであると共に、冷熱源手段 (2)が、上記熱源用冷媒により熱量
が奪われて冷媒が凝縮するものであって、上記熱源側冷媒回路 (A)に、上記温熱源手段 (1)
との間で熱交換を行って該温熱源手段 (1)に冷媒蒸発用の熱量を与える加熱熱交換手段 (12
)と、上記冷熱源手段 (2)との間で熱交換を行って該冷熱源手段 (2)から冷媒凝縮用の熱量
を奪う冷却熱交換手段 (15)と、上記加熱熱交換手段 (12)の熱交換量が冷却熱交換手段 (15)
の熱交換量よりも大きい利用側手段 (3)の放熱運転時、各熱交換量の差分だけ循環冷媒に
熱量を与える一方、上記加熱熱交換手段 (12)の熱交換量が冷却熱交換手段 (15)の熱交換量
よりも小さい利用側手段 (3)の吸熱運転時、各熱交換量の差分だけ循環冷媒から熱量を奪
う熱交換量調整手段 (14)を備えさせた構成としている。
【０１２７】
この構成により、加熱熱交換手段 (12)の熱交換量が冷却熱交換手段 (15)の熱交換量よりも
大きい利用側手段 (3)の放熱運転時には、熱交換量調整手段 (14)が、各熱交換量の差分だ
け熱源用冷媒に熱量を与え、一方、加熱熱交換手段 (12)の熱交換量が冷却熱交換手段 (15)
の熱交換量よりも小さい利用側手段 (3)の吸熱運転時には、熱交換量調整手段 (14)が、各
熱交換量の差分だけ循環冷媒から熱量を奪う。つまり、利用側手段 (3)の運転状態に応じ
て熱交換量調整手段 (14)と熱源用冷媒との間の熱交換状態が変更されることにより、熱源
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側冷媒回路 (A)全体としての放熱量と吸熱量とを等しくして該冷媒回路 (A)での冷媒の循環
が良好に行われ、また、温熱源手段 (1)への熱量の供給及び冷熱源手段 (2)からの熱量の回
収が安定的に行われる。
【０１２８】
請求項６８記載の発明は、上記請求項６７記載の熱搬送装置において、熱源側冷媒回路 (A
)を、冷媒加熱手段 (11)、加熱熱交換手段 (12)、膨張機構 (13)、熱交換量調整手段 (14)及
び冷却熱交換手段 (15)が冷媒の循環が可能に接続され、利用側手段の暖房運転時、加熱熱
交換手段 (12)からの冷媒を、膨張機構 (13)から熱交換量調整手段 (14)を経て冷却熱交換手
段 (15)へ流す暖房時切換え状態となり、利用側手段 (3)の冷房運転時、加熱熱交換手段 (12
)からの冷媒を、熱交換量調整手段 (14)から膨張機構 (13)を経て冷却熱交換手段 (15)へ流
す冷房時切換え状態となる四路切換弁 (19)を備えて成し、上記膨張機構 (13)及び熱交換量
調整手段 (14)の間と、熱交換量調整手段 (14)及び四路切換弁 (19)の間とを接続するバイパ
ス路 (17)を備えさせ、該バイパス路 (17)に、加熱熱交換手段 (12)の熱交換量と冷却熱交換
手段 (15)の熱交換量との差に応じて熱交換量調整手段 (14)に流れる冷媒の流量を調整する
ように開度が変更される調整弁 (18)を設けた構成としている。
【０１２９】
請求項６９記載の発明は、図４８に示すように、上記請求項６７記載の熱搬送装置におい
て、熱源側冷媒回路 (A)を、冷媒加熱手段 (11)、加熱熱交換手段 (12)、膨張機構 (18c)及び
冷却熱交換手段 (15)を冷媒の循環が可能に順に接続して成し、利用側手段 (3)の暖房運転
時、上記加熱熱交換手段 (12)からの冷媒を冷却熱交換手段 (15)をバイパスして冷媒加熱手
段 (11)に導く一方、利用側手段 (3)の冷房運転時、上記冷媒加熱手段 (11)からの冷媒を加
熱熱交換手段 (12)をバイパスして冷却熱交換手段 (15)に導くバイパス路 (17)が備えられ、
該バイパス路 (17)には、熱交換量調整手段 (14)及び利用側手段 (3)の暖房運転時に冷媒を
減圧する減圧機構 (18b)を設けた構成としている。
【０１３０】
請求項７０記載の発明は、上記請求項６９記載の熱搬送装置において、バイパス路 (17)の
一端を分岐させ、その一方を吸入側分岐管 (16a)により冷媒加熱手段 (11)の吸入側に、他
方を吐出側分岐管 (16b)により冷媒加熱手段 (11)の吐出側に夫々接続させる。そして、上
記吸入側分岐管 (16a)に、利用側手段 (3)の暖房運転時に開放し、冷房運転時に閉鎖する開
閉弁 (EVI)が、吐出側接続管 (16b)には、利用側手段 (3)の暖房運転時に閉鎖し、冷房運転
時に開放する開閉弁 (EVO)が夫々設けられた構成としている。
【０１３１】
これら請求項６８～７０記載の発明では、上述した請求項６７記載の作用を得るための熱
源側冷媒回路 (A)の構成を具体的に得ることができる。つまり、調整弁 (18)により熱交換
量調整手段 (14)に流れる冷媒の流量を調整することにより、熱交換量調整手段 (14)と熱源
用冷媒との間の熱交換状態を変更して、熱源側冷媒回路 (A)全体としての放熱量と吸熱量
とが等しくされる。
【０１３２】
請求項７１記載の発明は、上記請求項５９～６２，６７～７０の何れか１記載の熱搬送装
置において、熱交換量調整手段 (14)の着霜時、冷媒加熱手段 (11)からの吐出冷媒を熱交換
量調整手段 (14)に供給して除霜する除霜手段 (31)を設けた構成としている。
【０１３３】
この構成により、熱交換量調整手段 (14)の着霜時には、除霜手段 (31)が、冷媒加熱手段 (1
1)からの吐出冷媒を熱交換量調整手段 (14)に供給して除霜する。このため、熱交換量調整
手段 (14)の着霜を迅速に解消することができ、利用側手段 (3)の放熱性能が向上される。
【０１３４】
請求項７２記載の発明は、図４７に示すように、上記請求項６０または６８記載の熱搬送
装置において、熱交換量調整手段 (14)の着霜時、冷媒加熱手段 (11)からの吐出冷媒を熱交
換量調整手段 (14)に供給して除霜する除霜手段 (31)を設け、該除霜手段 (31)に、一端が冷
媒加熱手段 (11)の吐出側に、他端が熱交換量調整手段 (14)に接続されたホットガス管 (32)
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と、該ホットガス管 (32)に設けられ、除霜運転時にのみ開放される開閉弁 (EVD1)と、熱交
換量調整手段 (14)から膨張機構 (13)を介して加熱熱交換手段 (12)を経た冷媒を冷媒加熱手
段 (11)の吸入側に導く吸入管 (33)と、該吸入管 (33)に設けられ、除霜運転時にのみ開放さ
れる開閉弁 (EVD2)とを備えさせた構成としている。
【０１３５】
請求項７３記載の発明は、図４９に示すように、上記請求項６１、６２、６９または７０
記載の熱搬送装置において、熱交換量調整手段 (14)の着霜時、冷媒加熱手段 (11)からの吐
出冷媒を熱交換量調整手段 (14)に供給して除霜する除霜手段 (31)を設け、該除霜手段 (31)
に、冷媒加熱手段 (11)と加熱熱交換手段 (12)との間に設けられ、除霜運転時に閉鎖される
開閉弁 (EVD4)と、一端が上記開閉弁 (EVD4)と加熱熱交換手段 (12)との間に、他端が冷媒加
熱手段 (11)の吸入側に接続された接続管 (33)と、該接続管 (33)に設けられ、除霜運転時に
閉鎖される開閉弁 (EVD3)とを備えさせた構成としている。
【０１３６】
これら請求項７２及び７３記載の発明では、上述した請求項７１記載の作用を得るための
除霜手段 (31)の構成を具体的に得ることができる。
【０１３７】
請求項７４記載の発明は、上記請求項６０～６２、６４～６６、６８～７０、７１～７３
の何れか１記載の熱搬送装置において、冷媒加熱手段を、圧縮機 (11)としている。
【０１３８】
この構成により、冷媒加熱手段の具体構成を得ることができ、温熱源手段 (1)に与える熱
量を熱源側冷媒に確実に供給することができる。
【０１３９】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施形態を図面に基いて説明する。また、本実施形態では、１次側及び２
次側の２系統の冷媒回路を備え、１次側冷媒回路から２次側冷媒回路に与えられた熱量を
利用して該２次側冷媒回路において冷媒を循環させながら室内の空気調和を行うようにし
た空気調和機の冷媒回路に本発明を適用した場合について説明する。
【０１４０】
（第１実施形態）
先ず、 熱搬送装置の実施形態について図１及び図２を用いて説明する
。本実施形態は、暖房専用の空気調和装置として上記１次側冷媒回路及び２次側冷媒回路
を構成したものである。図１は、本形態に係る熱搬送装置全体の冷媒回路を示している。
この図１に示すように、本冷媒回路は上述した熱源側冷媒回路としての１次側冷媒回路 (A
)の冷媒と２次側冷媒回路 (B)の冷媒との間で熱交換が可能となっている。以下、各回路 (A
,B)について説明する。
【０１４１】
先ず、室内の空気との間で熱交換を行って室内の暖房を行う２次側冷媒回路 (B)について
説明する。この回路 (B)は、温熱源手段としての温熱源熱交換器 (1)と冷熱源手段としての
冷熱源熱交換器 (2)とが、ガス流通管 (4)及び液流通管 (5)によって接続されて、この温熱
源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換器 (2)との間で冷媒の循環が可能とされた閉回路を備えてい
る。また、これら温熱源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換器 (2)との設置状態は、冷熱源熱交換
器 (2)が温熱源熱交換器 (1)よりも上方に配置されている。
【０１４２】
更に、この２次側冷媒回路 (B)は、空気調和を行うための室内に設置された利用側手段と
しての室内熱交換器 (3)が、ガス配管 (6)を介してガス流通管 (4)に、液配管 (7)を介して液
流通管 (5)に夫々接続されている。
【０１４３】
また、上記ガス流通管 (4)におけるガス配管 (6)の接続位置と冷熱源熱交換器 (2)との間に
はガス流路切換え手段 (8)を構成する開閉自在な電磁弁 (EV1)が備えられている。そして、
この電磁弁 (EV1)は、切換え制御手段としてのコントローラ (C)によって、その開閉状態が
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切換え制御される。また、液流通管 (5)における液配管 (7)の接続位置と温熱源熱交換器 (1
)との間には、冷熱源熱交換器 (2)から温熱源熱交換器 (1)への液冷媒の流通のみを許容す
る第１逆止弁 (CV1)が、液配管 (7)には、室内熱交換器 (3)から冷熱源熱交換器 (2)への液冷
媒の流通のみを許容する第２逆止弁 (CV2)が夫々備えられている。このようにして液流路
切換え手段 (9)が構成されている。
【０１４４】
次に、２次側冷媒回路 (B)に対して熱量を与える１次側冷媒回路 (A)について説明する。こ
の回路 (A)は、冷媒加熱手段としての圧縮機 (11)、上記温熱源熱交換器 (1)との間で熱交換
が可能とされた加熱熱交換手段としての加熱用熱交換器 (12)、膨張機構としての膨張弁 (1
3)、熱交換量調整手段としての熱量調整熱交換器 (14)及び上記冷熱源熱交換器 (2)との間
で熱交換が可能とされた冷却熱交換手段としての冷却用熱交換器 (15)が冷媒配管 (16)によ
り冷媒の循環が可能に順に接続されている。
【０１４５】
そして、上記膨張弁 (13)及び熱量調整熱交換器 (14)の間と、熱量調整熱交換器 (14)及び冷
却用熱交換器 (15)の間とを接続するバイパス路 (17)が備えられ、該バイパス路 (17)には、
熱量調整熱交換器 (14)に流れる冷媒の流量を調整するように開度が変更される調整弁とし
ての流量調整用電動弁 (18)が設けられている。また、この流量調整用電動弁 (18)は、上記
コントローラ (C)によって開度が調整される。
【０１４６】
次に、上述の如く構成された本冷媒回路における室内の暖房運転時について説明する。尚
、この運転状態の説明に用いる図２では、２次側冷媒回路 (B)における各熱交換器 (1,2,3)
においてガス冷媒と液冷媒との貯留量の割合を示している。
【０１４７】
この暖房運転時には、先ず、コントローラ (C)によって、２次側冷媒回路 (B)にあっては、
電磁弁 (EV1)が閉鎖される一方、１次側冷媒回路 (A)にあっては、加熱用熱交換器 (12)と温
熱源熱交換器 (1)との間での熱交換量と、冷却用熱交換器 (15)と冷熱源熱交換器 (2)との間
での熱交換量との差に応じて熱量調整熱交換器 (14)に流れる冷媒の流量を調整するように
流量調整用電動弁 (18)が開度調整される。
【０１４８】
具体的に各回路 (A,B)における冷媒循環動作について説明すると、１次側冷媒回路 (A)にお
いては、圧縮機 (11)から吐出された冷媒は、加熱用熱交換器 (12)において温熱源熱交換器
(1)との間で熱交換を行って凝縮し、膨張弁 (13)において減圧され、その一部は熱量調整
用熱交換器 (14)において例えば外気との間で熱交換を行って蒸発する一方、他はバイパス
路 (17)を流れ冷却用熱交換器 (15)において冷熱源熱交換器 (2)との間で熱交換を行って蒸
発し、これら蒸発したガス冷媒が圧縮機 (11)に吸入されるといった循環動作を繰り返す。
【０１４９】
一方、２次側冷媒回路 (B)にあっては、温熱源熱交換器 (1)が加熱用熱交換器 (12)から所定
の熱量を受け、この温熱源熱交換器 (1)では冷媒が蒸発して、該温熱源熱交換器 (1)から高
圧のガス冷媒が、図２ (a)に示すように、ガス流通管 (4)及びガス配管 (6)を介して室内熱
交換器 (3)に供給される。そして、この室内熱交換器 (3)においてガス冷媒が室内空気との
間で熱交換して凝縮され室内空気を加温して室内を暖房する。また、この室内熱交換器 (3
)では冷媒が室温で凝縮されるのに対し、冷熱源熱交換器 (2)では冷媒が冷却用熱交換器 (1
5)の冷媒によって凝縮される。このため、室内熱交換器 (3)の内圧は冷熱源熱交換器 (2)よ
りも高くなっており、この圧力差によって、図２ (b)に示すように室内熱交換器 (3)の液冷
媒は冷熱源熱交換器 (2)に供給されることになる。つまり、この暖房運転に伴って冷熱源
熱交換器 (2)には液冷媒が貯留されていくことになる。また、この冷熱源熱交換器 (2)にガ
ス冷媒が導入された場合であっても、該冷熱源熱交換器 (2)は冷却用熱交換器 (15)により
熱量が奪われているので、このガス冷媒は比較的低い温度で凝縮されることになる。
【０１５０】
そして、このような暖房運転が所定時間行われて、上記冷熱源熱交換器 (2)における液冷
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媒の貯留量が所定量以上に達した時には、暖房運転が停止されて、液冷媒回収運転に切換
えられる。この冷媒回収運転では、コントローラ (C)により、電磁弁 (EV1)が開放される。
これにより、図２ (c)に示すように、ガス流通管 (4)の高圧のガス冷媒が冷熱源熱交換器 (2
)に導入されることになり、これによって温熱源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換器 (2)とが均
圧される。そして、上述したように冷熱源熱交換器 (2)は温熱源熱交換器 (1)よりも上方に
配置されているので、この高低差により冷熱源熱交換器 (2)の液冷媒は温熱源熱交換器 (1)
に回収される。尚、液配管 (7)には第２逆止弁 (CV2)が設けられているので、この液冷媒回
収運転時に、冷熱源熱交換器 (2)の液冷媒が室内熱交換器 (3)に流れ込むことはない。また
、この液冷媒回収運転にあっては冷熱源熱交換器 (2)では冷却用熱交換器 (15)との間での
熱交換を行わないようにしている。また、この際、温熱源熱交換器 (1)での冷媒の加熱を
行わないようにすれば、冷熱源熱交換器 (2)との間で均圧される時間が短縮できるので、
この液冷媒回収運転を迅速に完了できることになり、運転時間の短縮化を図ることができ
る。以上のような暖房運転と液冷媒回収運転とが交互に行われて、室内が暖房されること
になる。
【０１５１】
そして、このような２次側冷媒回路 (B)における暖房運転が行われている状態では、室内
熱交換器 (3)において冷媒が凝縮することから、加熱用熱交換器 (12)から温熱源熱交換器 (
1)に与えられる熱量は、冷却用熱交換器 (15)により冷熱源熱交換器 (2)から奪われる熱量
よりも大きくなっている。このため、１次側冷媒回路 (A)全体としての放熱量と吸熱量と
を等しくして該１次側冷媒回路 (A)での冷媒の循環を良好に行わせるために、熱量調整熱
交換器 (14)における吸熱量を、上記の熱交換量の差分と等しくなるように、流量調整電動
弁 (18)の開度を設定して、熱量調整熱交換器 (14)における冷媒流量を調整している。つま
り、冷却用熱交換器 (15)の吸熱量と熱量調整熱交換器 (14)の吸熱量との和が、加熱用熱交
換器 (12)の放熱量に等しくなるように、流量調整電動弁 (18)の開度が設定される。これに
より、１次側冷媒回路 (A)での冷媒の循環状態を良好に得ながら、２次側冷媒回路 (B)での
暖房運転が可能とされる。
【０１５２】
このように、本形態の熱搬送装置によれば、温熱源熱交換器 (1)に与えられた熱量によっ
て発生する冷媒の圧力上昇を利用して冷媒の循環動作を行わせるようにしているので、２
次側冷媒回路 (B)にポンプ等の駆動源を必要とせず、このため、消費電力の低減、故障発
生要因箇所の削減、装置全体としての信頼性の確保を図ることができる。また、冷熱源熱
交換器 (2)において冷媒の凝縮を行っているのでガス冷媒を確実に液化することができ、
この冷熱源熱交換器 (2)の内圧の上昇が抑制でき、良好な冷媒の循環動作を行うことがで
きる。このため、従来のように室内熱交換器からガス冷媒が流出しないように、該室内熱
交換器において冷媒を過冷却状態にしておく必要がなくなり、冷媒と室内空気との間の熱
交換量を十分に得ることができ、暖房能力の向上を図ることができ、また、機器の配設位
置の制約が小さくできて高い信頼性及び汎用性を得ることができる。
【０１５３】
尚、本回路にあっては、上述した構成に限らず、第１及び第２逆止弁 (CV1,CV2)を流量制
御弁に夫々代えてもよい。
－２次側冷媒回路の変形例－
以下に、２次側冷媒回路 (B)についての複数の変形例について説明する。尚、以下に説明
する２次側冷媒回路 (B)の変形例では、１次側冷媒回路についての説明及び図示を省略す
るが、上述した第１実施形態で説明した１次側冷媒回路 (A)と同様の回路と組合せたり、
後述する１次側冷媒回路の変形例で説明する回路と組合せることも可能である。また、以
下の回路において同様の機能を有する部材については同一名称及び同一符号を付す。
【０１５４】
（第２実施形態）
本実施形態は、請求項６～９記載の発明に係る形態であって、冷房専用の空気調和装置と
して２次側冷媒回路を構成したものである。また、本形態では、回路構成に関し、上述し
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た第１実施形態との相違点についてのみ説明する。
【０１５５】
図３に示すように、ガス流通管 (4)におけるガス配管 (6)の接続位置と温熱源熱交換器 (1)
との間にはガス冷媒用電磁弁 (EV1)が設けられ、ガス配管 (6)には、室内熱交換器 (3)から
冷熱源熱交換器 (2)へのガス冷媒の流通のみを許容するガス冷媒用逆止弁 (CVG)が設けられ
ている。これによりガス流路切換え手段 (8)が構成されている。
【０１５６】
また、液流通管 (5)における液配管 (7)の接続位置と温熱源熱交換器 (1)との間には、上述
した第１実施形態と同様の第１逆止弁 (CV1)の他に液冷媒用電磁弁 (EV4)が備えられている
。また、液配管 (7)には、冷熱源熱交換器 (2)から室内熱交換器 (3)への液冷媒の流通のみ
を許容する請求項９記載の発明でいう第２の逆止弁としての第３逆止弁 (CV3)が備えられ
ている。これにより液流路切換え手段 (9)が構成されている。そして、上記各電磁弁 (EV1,
EV4)がコントローラ (C)によって開閉制御されるようになっている。
【０１５７】
次に、上述の如く構成された本冷媒回路 (B)における室内の冷房運転時について説明する
。この冷房運転開始前には、予め冷熱源熱交換器 (2)に液冷媒が貯留されている。この状
態から冷房運転が開始されると、先ず、コントローラ (C)によってガス冷媒用電磁弁 (EV1)
が開放され且つ液冷媒用電磁弁 (EV4)が閉鎖される。この状態で、図４ (a)に示すように、
温熱源熱交換器 (1)からの高圧のガス冷媒がガス流通管 (4)を介して冷熱源熱交換器 (2)に
供給される。すると、この圧力の作用により、予め冷熱源熱交換器 (2)に貯留されていた
液冷媒は、図４ (b)に示すように、液流通管 (5)及び液配管 (7)を介して室内熱交換器 (3)に
向って押出される。また、この図４ (a),(b)に示す状態では冷熱源熱交換器 (2)における放
熱は行われない。
【０１５８】
そして、このような状態が所定時間継続して行われた後、コントローラ (C)によってガス
冷媒用電磁弁 (EV1)が閉鎖される。この状態では、温熱源熱交換器 (1)から冷熱源熱交換器
(2)へのガス冷媒の供給は停止される。そして、冷熱源熱交換器 (2)にガス冷媒が室内熱交
換器 (3)に液冷媒が夫々導入された状態において、冷熱源熱交換器 (2)においてガス冷媒が
凝縮され、この凝縮に伴う圧力降下により該冷熱源熱交換器 (2)の内圧が室内熱交換器 (3)
よりも低くなり、この圧力差によって図４ (c)に示すように室内熱交換器 (3)で蒸発する冷
媒は冷熱源熱交換器 (2)に導入されることになる。つまり、室内熱交換器 (3)では冷媒と室
内空気との間で熱交換が行われて室内空気が冷却される。
【０１５９】
このような冷房運転が所定時間行われて、温熱源熱交換器 (1)の液冷媒の貯留量が所定量
以下に達した時には、冷房運転が停止されて、液冷媒回収運転に切換えられる。この冷媒
回収運転では、コントローラ (C)により、各電磁弁 (EV1,EV4)が共に開放される。これによ
り、上述した第１実施形態の場合と同様に、温熱源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換器 (2)とが
均圧され、冷熱源熱交換器 (2)の液冷媒が温熱源熱交換器 (1)に回収される。尚、ガス配管
(6)にはガス冷媒用逆止弁 (CVG)が設けられていることにより、この液冷媒回収運転時に、
温熱源熱交換器 (2)からのガス冷媒が室内熱交換器 (3)に流れ込むことはない。また、この
液冷媒回収運転にあっては冷熱源熱交換器 (2)では冷却用熱交換器 (15)との間での熱交換
を行わないようにしている。以上のような冷房運転と液冷媒回収運転とが交互に行われて
、室内が冷房されることになる。
【０１６０】
このように、本形態の熱搬送装置によっても、２次側冷媒回路 (B)にポンプ等の駆動源を
備えさせる必要がなく、消費電力の低減、故障発生要因箇所の削減、装置全体としての信
頼性の確保を図ることができる。
【０１６１】
尚、本回路にあっては、上述した構成に限らず、ガス冷媒用逆止弁 (CVG)に代えて、流量
制御弁を備えさせるようにしてもよい。また、第１逆止弁 (CV1)及び液冷媒用電磁弁 (EV4)
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のうち一方のみを備えさせる構成としてもよい。また、ガス流路切換え手段 (8)として、
ガス冷媒用電磁弁 (EV1)及びガス冷媒用逆止弁 (CVG)に代えて、図５に示すように四路切換
弁 (FV)及びキャピラリチューブ (CT)を備えさせる構成とし、冷媒の循環状態に応じて四路
切換弁 (FV)を切換えるようにしてもよい。つまり、冷熱源熱交換器 (2)から室内熱交換器 (
3)に液冷媒を供給する際には、図５に破線で示すように四路切換弁 (FV)を切換え、室内熱
交換器 (3)から冷熱源熱交換器 (2)にガス冷媒を供給する際には、図５に実線で示すように
四路切換弁 (FV)を切換える。更に、液流路切換え手段 (9)の構成として、図６に示すよう
に、第１逆止弁 (CV1)の位置を、液流通管 (5)に対する液配管 (7)の接続位置と冷熱源熱交
換器 (2)との間に設定すれば、第３逆止弁 (CV3)を廃止することができる。
【０１６２】
（第３実施形態）
次に、請求項１０～１３記載の発明に係る熱搬送装置の実施形態について図面に基いて説
明する。本実施形態は、暖房運転と冷房運転とが切換え可能な空気調和装置として２次側
冷媒回路を構成したものである。また、本形態では、回路構成に関して上述した各実施形
態との相違点についてのみ説明する。
【０１６３】
図７に示すように、ガス流通管 (4)におけるガス配管 (6)の接続位置と冷熱源熱交換器 (2)
との間に第１電磁弁 (EV1)が設けられ、ガス配管 (6)に第２電磁弁 (EV2)が設けられ、上記
第１電磁弁 (EV1)及び冷熱源熱交換器 (2)の間と第２電磁弁 (EV2)及び室内熱交換器 (3)の間
とを接続する接続管 (10)には第３電磁弁 (EV3)が設けられ、更に、この接続管 (10)には室
内熱交換器 (3)から冷熱源熱交換器 (2)へのガス冷媒の流通のみを許容するガス冷媒用逆止
弁 (CVG)が設けられている。このようにしてガス流路切換え手段 (8)が構成されている。
【０１６４】
また、液流通管 (5)における液配管 (7)の接続位置と温熱源熱交換器 (1)との間には請求項
１３記載の発明でいう第１の開閉弁としての第４電磁弁 (EV4)が設けられ、更に、この部
分には冷熱源熱交換器 (2)から温熱源熱交換器 (1)への液冷媒の流通のみを許容する液冷媒
用逆止弁 (CVL)が設けられ、液配管 (7)には請求項１３記載の発明でいう第２の開閉弁とし
ての第５電動弁 (EV5)が設けられている。このようにして液流路切換え手段 (9)が構成され
ている。そして、上記各電磁弁 (EV1,EV2,EV3,EV4)及び電動弁 (EV5)がコントローラ (C)に
よって開閉状態が切換え制御されるようになっている。
【０１６５】
次に、上述の如く構成された本冷媒回路 (B)における室内の暖房運転時及び冷房運転時に
ついて説明する。先ず、暖房運転時について説明する。この暖房運転時には、先ず、コン
トローラ (C)によって第１電磁弁 (EV1)及び第３電磁弁 (EV3)が閉鎖されると共に、第２電
磁弁 (EV2)、第４電磁弁 (EV4)及び第５電動弁 (EV5)が開放される。この状態で、上述した
第１実施形態の場合と同様に、図８ (a)の如く、温熱源熱交換器 (1)からのガス冷媒が、室
内熱交換器 (3)に供給されて、凝縮され、室内空気を加温し、その後、この凝縮された液
冷媒は、図８ (b)に示すように、室内熱交換器 (3)と冷熱源熱交換器 (2)との圧力差によっ
て該冷熱源熱交換器 (2)に供給されることになる。
【０１６６】
そして、上記冷熱源熱交換器 (2)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時には、
暖房運転が停止されて、上述した第１実施形態と同様の液冷媒回収運転に切換えられる。
この液冷媒回収運転時には、コントローラ (C)によって第２電磁弁 (EV2)、第３電磁弁 (EV3
)及び第５電動弁 (EV5)が閉鎖されると共に、第１電磁弁 (EV1)及び第４電磁弁 (EV4)が開放
される。この状態で、図８ (c)に示すように、ガス流通管 (4)の高圧のガス冷媒が冷熱源熱
交換器 (2)に導入されることになり、これによって温熱源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換器 (2
)とが均圧されて、この両熱交換器 (1,2)の高低差により冷熱源熱交換器 (2)の液冷媒は温
熱源熱交換器 (1)に回収される。
【０１６７】
次に、冷房運転時について図９を用いて説明する。この冷房運転時には、先ず、コントロ
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ーラ (C)によって第２電磁弁 (EV2)及び第４電磁弁 (EV4)が閉鎖されると共に、第１電磁弁 (
EV1)、第３電磁弁 (EV3)及び第５電動弁 (EV5)が開放される。この状態で、上述した第２実
施形態の場合と同様に、図９ (a)に示すように、温熱源熱交換器 (1)からの高圧のガス冷媒
がガス流通管 (4)を介して冷熱源熱交換器 (2)に供給され、予め冷熱源熱交換器 (2)に貯留
されていた液冷媒は、図９ (b)に示すように、液流通管 (5)及び液配管 (7)を介して室内熱
交換器 (3)に向って押出される。
【０１６８】
そして、このような状態が所定時間継続して行われた後、コントローラ (C)によって第１
電磁弁 (EV1)が閉鎖され、冷媒が凝縮する冷熱源熱交換器 (2)と冷媒が蒸発する室内熱交換
器 (3)との圧力差によって、図９ (c)に示すように、室内熱交換器 (3)の冷媒は接続管 (10)
を経て冷熱源熱交換器 (2)に供給されることになる。
【０１６９】
そして、このような冷房運転が所定時間行われて、温熱源熱交換器 (1)の液冷媒の貯留量
が所定量以下に達した時には、冷房運転が停止されて、液冷媒回収運転に切換えられる。
この冷媒回収運転では、コントローラ (C)により、第１電磁弁 (EV1)及び第４電磁弁 (EV4)
が共に開放される。これにより、温熱源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換器 (2)とが均圧され、
冷熱源熱交換器 (2)の液冷媒が温熱源熱交換器 (1)に回収される。
【０１７０】
尚、本回路にあっては、上述した構成に限らず、液冷媒用逆止弁 (CVL)及び第４電磁弁 (EV
4)に代えて、流量制御弁を備えさせるようにしてもよい。また、ガス流路切換え手段 (8)
を、図１０に示すように第１電磁弁 (EV1)、ガス冷媒用逆止弁 (CVG)、四路切換弁 (FV)及び
キャピラリチューブ (CT)を備えさせる構成とし、冷媒の循環状態に応じて四路切換弁 (FV)
を切換えるようにしてもよい。つまり、暖房運転時には、図１０に破線で示すように四路
切換弁 (FV)を切換え、冷房運転時及び冷熱源熱交換器 (2)から温熱源熱交換器 (1)への液冷
媒回収時には、図１０に実線で示すように四路切換弁 (FV)を切換える。更に、第５電動弁
(EV5)に代えて、図１１に示すように、液配管 (7)の一部を分岐し、夫々に電磁弁 (EV5',EV
5'')及び互いに逆方向の液冷媒の流通を許容する逆止弁 (CVL',CVL'')を備えさせ、暖房運
転時には、室内熱交換器 (3)から冷熱源熱交換器 (2)への液冷媒の流通を許容する逆止弁 (C
VL')に直列に接続された電磁弁 (EV5')を開放し、冷房運転時には、冷熱源熱交換器 (2)か
ら室内熱交換器 (3)への液冷媒の流通を許容する逆止弁 (CVL'')に直列に接続された電磁弁
(EV5'')を開放するようにしてもよい。
【０１７１】
（第４実施形態）
次に、請求項１４～２０記載の発明に係る熱搬送装置の実施形態について図面に基いて説
明する。本実施形態は、複数の室内の個々に配置された複数の室内熱交換器を備え、夫々
が個別に冷房運転と暖房運転とを選択可能とされた所謂冷暖フリーのマルチ型空気調和装
置として２次側冷媒回路を構成したものである。
【０１７２】
図１２に示すように、ガス流通管 (4)におけるガス配管 (6)の接続位置と冷熱源熱交換器 (2
)との間に第１電磁弁 (EV1)が設けられており、ガス配管 (6)における各室内熱交換器 (3a～
3d)側は複数に分岐されて夫々が分岐ガス配管 (6a～ 6d)に構成されており、各分岐ガス配
管 (6a～ 6d)には第２電磁弁 (EV2-1～ EV2-4)が設けられている。また、上記第１電磁弁 (EV1
)及び冷熱源熱交換器 (2)の間と第２電磁弁 (EV2-1～ EV2-4)及び室内熱交換器 (3a～ 3d)の間
とは接続管 (10)により接続されている。この接続管 (10)は、各室内熱交換器 (3a～ 3d)側が
複数に分岐されて夫々が分岐接続管 (10a～ 10d)に構成されており、各分岐接続管 (10a～ 10
d)には第３電磁弁 (EV3-1～ EV3-4)が夫々設けられている。また、接続管 (10)には、各室内
熱交換器 (3a～ 3d)から冷熱源熱交換器 (2)へのガス冷媒の流通のみを許容するガス冷媒用
逆止弁 (CVG)が設けられている。このようにしてガス流路切換え手段 (8)が構成されている
。
【０１７３】
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一方、液流通管 (5)における液配管 (7)の接続位置と温熱源熱交換器 (1)との間には、請求
項２０記載の発明でいう第１の開閉弁としての第４電磁弁 (EV4)が設けられ、更に、液流
通管 (5)には冷熱源熱交換器 (2)から温熱源熱交換器 (1)への液冷媒の流通のみを許容する
液冷媒用逆止弁 (CVL)が設けられている。また、液配管 (7)は、各室内熱交換器 (3a～ 3d)側
が複数に分岐されて夫々が分岐液配管 (7a～ 7d)に構成されており、各分岐液配管 (7a～ 7d)
には請求項２０記載の発明でいう第２の開閉弁としての第５電動弁 (EV5-1～ EV5-4)が夫々
設けられている。
【０１７４】
次に、上述の如く構成された本冷媒回路 (B)における各室内の空調運転時について説明す
る。この空調運転状態としては、各室内が共に暖房される状態、つまり全ての室内熱交換
器 (3a～ 3d)が共に放熱運転を行う状態、各室内が共に冷房される状態、つまり全ての室内
熱交換器 (3a～ 3d)が共に吸熱運転を行う状態、一部の室内が暖房され他部の室内が冷房さ
れる状態、つまり一部の室内熱交換器が放熱運転を行い、他の室内熱交換器が吸熱運転を
行う状態とに分けられる。更に、一部の室内が暖房され他の室内が冷房される状態として
は、各室全体の熱の収支が暖房要求である場合（例えば、吸熱運転する室内熱交換器より
も放熱運転する室内熱交換器が多い場合）、冷房要求である場合（例えば、放熱運転する
室内熱交換器よりも吸熱運転する室内熱交換器が多い場合）、これらが同一である場合（
例えば、吸熱運転する室内熱交換器と放熱運転する室内熱交換器とが同数である場合）と
に分けられる。以下、各場合について夫々説明する。
【０１７５】
先ず、全ての室内熱交換器 (3a～ 3d)が共に放熱運転を行う場合について図１３を用いて説
明する。この運転時には、先ず、コントローラ (C)によって第１電磁弁 (EV1)及び各第３電
磁弁 (EV3-1～ EV3-4)が閉鎖されると共に、各第２電磁弁 (EV2-1～ EV2-4)、第４電磁弁 (EV4
)及び各第５電動弁 (EV5-1～ EV5-4)が開放される。この状態で、図１３ (a)に示すように、
上述した第１実施形態の場合と同様に、温熱源熱交換器 (1)からのガス冷媒が、各分岐ガ
ス配管 (6a～ 6d)を経て各室内熱交換器 (3a～ 3d)に供給されて凝縮され、各室内の空気を加
温し、その後、この凝縮された液冷媒は、図１３ (b)に示すように、室内熱交換器 (3a～ 3d
)と冷熱源熱交換器 (2)との圧力差によって各分岐液配管 (7a～ 7d)を経て冷熱源熱交換器 (2
)に供給されることになる。
【０１７６】
そして、上記冷熱源熱交換器 (2)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時には、
暖房運転が停止されて、上述した第１実施形態と同様の液冷媒回収運転に切換えられる。
この液冷媒回収運転時には、コントローラ (C)によって各第２電磁弁 (EV2-1～ EV2-4)、第
３電磁弁 (EV3-1～ EV3-4)及び第５電動弁 (EV5-1～ EV5-4)が閉鎖されると共に、第１電磁弁
(EV1)及び第４電磁弁 (EV4)が開放される。この状態で、図１３ (c)に示すように、ガス流
通管 (4)の高圧のガス冷媒が冷熱源熱交換器 (2)に導入されることになり、これによって温
熱源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換器 (2)とが均圧されて、この各熱交換器 (1,2)の高低差に
より冷熱源熱交換器 (2)の液冷媒は温熱源熱交換器 (1)に回収される。
【０１７７】
次に、全ての室内熱交換器 (3a～ 3d)が共に吸熱運転を行う場合について図１４を用いて説
明する。この運転時には、先ず、コントローラ (C)によって各第２電磁弁 (EV2-1～ EV2-4)
及び第４電磁弁 (EV4)が閉鎖されると共に、第１電磁弁 (EV1)、第３電磁弁 (EV3-1～ EV3-4)
及び第５電動弁 (EV5-1～ EV5-4)が開放される。この状態で、上述した第２実施形態の場合
と同様に、図１４ (a)に示すように、温熱源熱交換器 (1)からの高圧のガス冷媒がガス流通
管 (4)を介して冷熱源熱交換器 (2)に供給され、予め冷熱源熱交換器 (2)に貯留されていた
液冷媒は、図１４ (b)に示すように、各分岐液配管 (7a～ 7d)を介して室内熱交換器 (3a～ 3d
)に導入される。
【０１７８】
そして、このような状態が所定時間継続して行われた後、コントローラ (C)によって第１
電磁弁 (EV1)が閉鎖され、冷媒が凝縮する冷熱源熱交換器 (2)と冷媒が蒸発する各室内熱交
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換器 (3a～ 3d)との圧力差によって、図１４ (c)に示すように、各室内熱交換器 (3a～ 3d)の
液冷媒は分岐接続管 (10a～ 10d)を経て冷熱源熱交換器 (2)に供給されることになる。
【０１７９】
そして、このような冷房運転が所定時間行われて、温熱源熱交換器 (1)の液冷媒の貯留量
が所定量以下に達した時には、冷房運転が停止されて、液冷媒回収運転に切換えられる。
この冷媒回収運転では、コントローラ (C)により、第１電磁弁 (EV1)及び第４電磁弁 (EV4)
が共に開放される。これにより、温熱源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換器 (2)とが均圧され、
冷熱源熱交換器 (2)の液冷媒が温熱源熱交換器 (1)に回収される。
【０１８０】
次に、各室全体の熱の収支が暖房要求である場合、つまり、吸熱運転する室内熱交換器よ
りも放熱運転する室内熱交換器が多い場合について図１５を用いて説明する。尚、ここで
は、図１５における４台の室内熱交換器 (3a～ 3d)のうち最も右側に位置する室内熱交換器
(3d)のみが吸熱運転し、その他の室内熱交換器 (3a～ 3c)が放熱運転する場合を例に挙げて
説明する。この運転時には、先ず、コントローラ (C)によって第１電磁弁 (EV1)、放熱運転
する室内熱交換器 (3a～ 3c)に繋る３個の第３電磁弁 (EV3-1～ EV3-3)及び吸熱運転する室内
熱交換器 (3d)に繋る１個の第２電磁弁 (EV2-4)が閉鎖されると共に、放熱運転する室内熱
交換器 (3a～ 3c)に繋る３個の第２電磁弁 (EV2-1～ EV2-3)、第４電磁弁 (EV4)、各第５電動
弁 (EV5-1～ EV5-4)及び吸熱運転する室内熱交換器 (3d)に繋る１個の第３電磁弁 (EV3-4)が
開放される。この状態で、温熱源熱交換器 (1)からのガス冷媒が、図１５ (a)に示すように
、各分岐ガス配管 (6a～ 6c)を経て放熱運転する室内熱交換器 (3a～ 3c)に供給されて凝縮さ
れ、各室内の空気を加温してこの室内を暖房し、その後、この凝縮された液冷媒は、図１
５ (b)に示すように、放熱運転する室内熱交換器 (3a～ 3c)と冷熱源熱交換器 (2)及び吸熱運
転する室内熱交換器 (3d)との圧力差によって各分岐液配管 (7a～ 7c)を経て冷熱源熱交換器
(2)だけでなく分岐液配管 (7d)を経て吸熱運転する室内熱交換器 (3d)に所定の分配比率で
分配供給され、この室内熱交換器 (3d)において蒸発して室内を冷房することになる。また
、この室内熱交換器 (3d)において蒸発したガス冷媒は分岐接続管 (10d)を経て冷熱源熱交
換器 (2)に供給され、該冷熱源熱交換器 (2)において凝縮される。
【０１８１】
そして、上記冷熱源熱交換器 (2)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時には、
暖房運転が停止されて、液冷媒回収運転に切換えられる。この液冷媒回収運転時には、コ
ントローラ (C)によって各第２電磁弁 (EV2-1～ EV2-4)、第３電磁弁 (EV3-1～ EV3-4)及び第
５電動弁 (EV5-1～ EV5-4)が閉鎖されると共に、第１電磁弁 (EV1)及び第４電磁弁 (EV4)が開
放される。この状態で、図１５ (c)に示すように、ガス流通管 (4)の高圧のガス冷媒が冷熱
源熱交換器 (2)に導入されることになり、これによって温熱源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換
器 (2)とが均圧されて、この各熱交換器 (1,2)の高低差により冷熱源熱交換器 (2)の液冷媒
は温熱源熱交換器 (1)に回収される。
【０１８２】
次に、各室全体の熱の収支が冷房要求である場合、つまり、放熱運転する室内熱交換器よ
りも吸熱運転する室内熱交換器が多い場合について図１６を用いて説明する。尚、ここで
は、図１６における４台の室内熱交換器 (3a～ 3d)のうち最も左側に位置する室内熱交換器
(3a)のみが放熱運転し、その他の室内熱交換器 (3b～ 3d)が吸熱運転する場合を例に挙げて
説明する。この運転時には、先ず、コントローラ (C)によって各第２電磁弁 (EV2-1～ EV2-4
)、第４電磁弁 (EV4)、放熱運転する室内熱交換器 (3a)に繋る第３電磁弁 (EV3-1)及び放熱
運転する室内熱交換器 (3a)に繋る第５電動弁 (EV5-1)が閉鎖されると共に、第１電磁弁 (EV
1)、吸熱運転する室内熱交換器 (3b～ 3d)に繋る第３電磁弁 (EV3-2～ EV3-4)及び吸熱運転す
る室内熱交換器 (3b～ 3d)に繋る第５電動弁 (EV5-2～ EV5-4)が開放される。この状態で、図
１６ (a)に示すように、温熱源熱交換器 (1)からの高圧のガス冷媒がガス流通管 (4)を介し
て冷熱源熱交換器 (2)に供給され、予め冷熱源熱交換器 (2)に貯留されていた液冷媒は、図
１６ (b)に示すように、各分岐液配管 (7b～ 7d)を介して吸熱運転する室内熱交換器 (3b～ 3d
)に導入される。その後、放熱運転する室内熱交換器 (3a)に繋る第２電磁弁 (EV2-1)及び放
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熱運転する室内熱交換器 (3a)に繋る第５電磁弁 (EV5-1)が開放される一方、第１電磁弁 (EV
1)が閉鎖され、図１６ (c)に示すように、吸熱運転する室内熱交換器 (3b～ 3d)において蒸
発したガス冷媒は分岐接続管 (10b～ 10d)を経て冷熱源熱交換器 (2)に供給され、該冷熱源
熱交換器 (2)において凝縮される。また、温熱源熱交換器 (1)からのガス冷媒は放熱運転す
る室内熱交換器 (3a)に供給されて該室内熱交換器 (3a)で凝縮して室内を暖房した後、分岐
液配管 (7a)を経て冷熱源熱交換器 (2)に供給される。
【０１８３】
そして、このような空調運転が所定時間行われて、温熱源熱交換器 (1)の液冷媒の貯留量
が所定量以下に達した時には、空調運転が停止されて、液冷媒回収運転に切換えられる。
この冷媒回収運転では、コントローラ (C)により、第１電磁弁 (EV1)及び第４電磁弁 (EV4)
が共に開放される。これにより、温熱源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換器 (2)とが均圧され、
冷熱源熱交換器 (2)の液冷媒が温熱源熱交換器 (1)に回収される。
【０１８４】
次に、各室内熱交換器における放熱量と吸熱量とが同一である場合、つまり、吸熱運転す
る室内熱交換器と放熱運転する室内熱交換器とが同数である場合について図１７を用いて
説明する。尚、ここでは、図１７における４台の室内熱交換器 (3a～ 3d)のうち右側に位置
する２台の室内熱交換器 (3c,3d)が吸熱運転し、左側に位置する２台の室内熱交換器 (3a,3
b)が放熱運転する場合を例に挙げて説明する。この運転時には、先ず、コントローラ (C)
によって第１電磁弁 (EV1)、放熱運転する室内熱交換器 (3a,3b)に繋る２個の第３電磁弁 (E
V3-1,EV3-2)及び吸熱運転する室内熱交換器 (3c,3d)に繋る２個の第２電磁弁 (EV2-3,EV2-4
)が閉鎖されると共に、放熱運転する室内熱交換器 (3a,3b)に繋る２個の第２電磁弁 (EV2-1
,EV2-2)、第４電磁弁 (EV4)、各第５電動弁 (EV5-1～ EV5-4)及び吸熱運転する室内熱交換器
(3c,3d)に繋る２個の第３電磁弁 (EV3-3,EV3-4)が開放される。この状態で、温熱源熱交換
器 (1)からのガス冷媒が、図１７ (a)に示すように、各分岐ガス配管 (6a,6b)を経て放熱運
転する室内熱交換器 (3a,3b)に供給されて、凝縮され、各室内の空気を加温してこの室内
を暖房し、その後、この凝縮された液冷媒は、図１７ (b)に示すように、放熱運転する室
内熱交換器 (3a,3b)と冷熱源熱交換器 (2)及び吸熱運転する室内熱交換器 (3c,3d)との圧力
差によって各分岐液配管 (7a,7b)を経て冷熱源熱交換器 (2)及び吸熱運転する室内熱交換器
(3c,3d)に所定の分配比率で分配供給され、この室内熱交換器 (3c,3d)において蒸発して室
内を冷房することになる。また、この室内熱交換器 (3c,3d)において蒸発したガス冷媒は
分岐接続管 (10c,10d)を経て冷熱源熱交換器 (2)に供給され、該冷熱源熱交換器 (2)におい
て凝縮される。
【０１８５】
そして、上記冷熱源熱交換器 (2)における液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時には、
空調運転が停止されて、液冷媒回収運転に切換えられる。この液冷媒回収運転時には、コ
ントローラ (C)によって各第２電磁弁 (EV2-1～ EV2-4)、第３電磁弁 (EV3-1～ EV3-4)及び第
５電動弁 (EV5-1～ EV5-4)が閉鎖されると共に、第１電磁弁 (EV1)及び第４電磁弁 (EV4)が開
放される。この状態で、図１７ (c)に示すように、ガス流通管 (4)の高圧のガス冷媒が冷熱
源熱交換器 (2)に導入されることになり、これによって温熱源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換
器 (2)とが均圧されて、この高低差により冷熱源熱交換器 (2)の液冷媒は温熱源熱交換器 (1
)に回収される。
－変形例－
次に上述した第１～第４の実施形態の変形例として 請求項２１，２２
記載の発明に係る実施形態について説明する。本変形例は、冷熱源熱交換器 (2)周辺部の
冷媒回路を変形したものであって、上記各実施形態の何れに適用した場合も同様の構成で
あるので、ここでは、第１実施形態及び第２実施形態に夫々適用した場合について説明す
る。図１８は第１実施形態（暖房専用の装置）に適用した場合を示しており、液冷媒を貯
留可能な受液手段としての受液器 (22)が、一端がガス流通管 (4)に、他端が液流通管 (5)に
夫々分岐接続された分岐管 (23)を介して冷熱源熱交換器 (2)に並列に接続されている。ま
た、ガス流通管 (4)における分岐管 (23)との接続部分と冷熱源熱交換器 (2)との間には電磁
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弁 (EV11)が設けられている一方、液流通管 (5)における分岐管 (23)との接続部分と冷熱源
熱交換器 (2)との間には、液流通管 (5)から分岐管 (23)への冷媒の流通のみを許容する逆止
弁 (CV5)が設けられている。その他の構成は上述した第１実施形態と同様である。
【０１８６】
このような構成における暖房運転動作を図１９を用いて説明すると、先ず、電磁弁 (EV1)
を閉鎖すると共に電磁弁 (EV11)を開放し、温熱源熱交換器 (1)から室内熱交換器 (3)に供給
されたガス冷媒を、該室内熱交換器 (3)において凝縮させる（図１９ (a)）。そして、この
室内熱交換器 (3)での凝縮温度よりも低い凝縮温度で冷媒を凝縮する冷熱源熱交換器 (2)と
該冷熱源熱交換器 (2)に電磁弁 (EV11)を介して接続されている受液器 (22)とでは室内熱交
換器 (3)よりも低圧になっているために、この室内熱交換器 (3)において凝縮された液冷媒
は液配管 (7)から分岐管 (23)に導入されて受液器 (22)に貯留される。この際、受液器 (22)
に導入されていたガス冷媒は電磁弁 (EV11)を経て冷熱源熱交換器 (2)に導入され、該冷熱
源熱交換器 (2)において凝縮され（図１９ (b)）、この凝縮された液冷媒は冷熱源熱交換器
(2)から受液器 (22)に回収されることになる。そして、この受液器 (22)での液冷媒の貯留
量が所定量を越えた状態になると、電磁弁 (EV1)を開放すると共に電磁弁 (EV11)を閉鎖し
、上述と同様の液冷媒回収運転を行う（図１９ (c)）。
【０１８７】
このような動作であるために、運転中に冷熱源熱交換器 (2)に貯留される液冷媒の量を低
減でき、該冷熱源熱交換器 (2)の熱交換面積を十分に確保することができることになる。
これにより、冷熱源熱交換器 (2)の小型化を図ることができ、装置全体のコンパクトにで
きる。
【０１８８】
また、図２０は第２実施形態（冷房専用の装置）に適用した場合の冷房運転動作を示して
いる。この冷房運転時では、先ず、電磁弁 (EV1)を開放すると共に電磁弁 (EV11)を閉鎖し
、温熱源熱交換器 (1)からの高圧のガス冷媒を受液器 (22)に供給して（図２０ (a)）、予め
受液器 (22)に貯留されていた液冷媒を、室内熱交換器 (3)に導入する（図２０ (b)）。その
後、電磁弁 (EV1)を閉鎖すると共に電磁弁 (EV11)を開放する。これにより、室内熱交換器 (
3)に導入されたガス冷媒は、冷熱源熱交換器 (2)での冷媒の凝縮に伴って減圧され蒸発し
た後、この室内熱交換器 (3)と冷熱源熱交換器 (2)との差圧により冷熱源熱交換器 (2)に導
入され、該冷熱源熱交換器 (2)で凝縮されて液化した後、受液器 (22)に回収されることに
なる（図２０ (c)）。従って、この動作によっても運転中に冷熱源熱交換器 (2)に貯留され
る液冷媒の量を低減でき、冷熱源熱交換器 (2)の小型化を図ることができる。
【０１８９】
また、本変形例の構成では、液冷媒を冷熱源熱交換器 (2)や受液器 (22)から排出する際に
電磁弁 (EV1)を閉鎖していることにより、温熱源熱交換器 (1)からのガス冷媒が冷熱源熱交
換器 (2)に供給されて該冷熱源熱交換器 (2)が不必要に加熱されるといった状況が回避され
るので省エネルギ性の向上を図ることができる。また、逆止弁 (CV5)を設けたことで、受
液器 (22)の液冷媒が冷熱源熱交換器 (2)に逆流することはなく、これによっても省エネル
ギ性の向上が図れる。
【０１９０】
尚、本形態の構成を上述した第４実施形態のように複数の室内熱交換器 (3a～ 3d)を備えた
装置に適用する場合には、各室内熱交換器 (3a～ 3d)夫々に対して受液器 (22)を並列に接続
させる。
－複数の冷熱源熱交換器を備えた変形例－
以下に述べる第５～第８実施形態は、冷熱源熱交換器を複数台（本形態では２台）備えさ
せた構成である。
【０１９１】
（第５実施形態）
本形態は、請求項２４～２６記載の発明に係る実施形態であり、第１及び第２の２台の冷
熱源熱交換器を備えたものであって、暖房専用の空気調和装置として２次側冷媒回路を構
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成したものである。図２１に示すように、ガス流通管 (4)は冷熱源熱交換器側が分岐され
て第１及び第２の分岐ガス流通管 (4a,4b)に形成されており、第１分岐ガス流通管 (4a)が
第１冷熱源熱交換器 (2a)に、第２分岐ガス流通管 (4b)が第２冷熱源熱交換器 (2b)に夫々接
続されている。そして、各分岐ガス流通管 (4a,4b)にはガス配管 (6)が接続され、この各分
岐ガス流通管 (4a,4b)には電磁弁 (EV1-1,EV1-2)が設けられている。この電磁弁 (EV1-1,EV1
-2)はコントローラ (C)によって開閉制御される。
【０１９２】
また、液流通管 (5)も冷熱源熱交換器側が分岐されて第１及び第２の分岐液流通管 (5a,5b)
に形成されており、第１分岐液流通管 (5a)が第１冷熱源熱交換器 (2a)に、第２分岐液流通
管 (5b)が第２冷熱源熱交換器 (2b)に夫々接続されている。更に、液配管 (7)における液流
通管 (5)との接続側も分岐されて第１及び第２の分岐液配管 (7e,7f)に構成されており、第
１分岐液配管 (7e)が第１分岐液流通管 (5a)に、第２分岐液配管 (7f)が第２分岐液流通管 (5
b)に夫々接続されている。
【０１９３】
そして、この分岐液流通管 (5a,5b)に対する分岐液配管 (7e,7f)の接続位置と温熱源熱交換
器 (1)との間には冷熱源熱交換器 (2)から温熱源熱交換器 (1)への液冷媒の流通のみを許容
する第１逆止弁 (CV1-1,CV1-2)が夫々設けられ、上記各分岐液配管 (7e,7f)には室内熱交換
器 (3)から冷熱源熱交換器 (2a,2b)への液冷媒の流通のみを許容する第２逆止弁 (CV2-1,CV2
-2)が夫々設けられている。
【０１９４】
次に、上述の如く構成された本２次側冷媒回路 (B)における室内の暖房運転時について説
明する。この暖房運転時には、先ず、コントローラ (C)によって第１分岐ガス流通管 (4a)
の電磁弁 (EV1-1)が開放される一方、第２分岐ガス流通管 (4b)の電磁弁 (EV1-2)が閉鎖され
る。この状態で、温熱源熱交換器 (1)が１次側冷媒回路からの熱量を受け、温熱源熱交換
器 (1)では冷媒が蒸発して、図２２ (a)に示すように、温熱源熱交換器 (1)から高圧のガス
冷媒は、その一部が第１分岐ガス流通管 (4a)を経て第１冷熱源熱交換器 (2a)に、他がガス
配管 (6)を経て室内熱交換器 (3)に供給される。そして、この室内熱交換器 (3)においてガ
ス冷媒が室内空気との間で熱交換して凝縮され室内空気を加温して室内を暖房する。そし
て、この状態では、室内熱交換器 (3)と第２冷熱源熱交換器 (2b)との圧力差によって、図
２２ (b)に示すように、室内熱交換器 (3)の液冷媒は第２分岐液配管 (7f)を経て第２冷熱源
熱交換器 (2b)に供給されることになる。つまり、この暖房運転に伴って第２冷熱源熱交換
器 (2b)には液冷媒が貯留されていくことになる。一方、第１冷熱源熱交換器 (2a)にあって
は温熱源熱交換器 (1)からガス冷媒が供給されていることにより、この第１冷熱源熱交換
器 (2a)の液冷媒は第１分岐液流通管 (5a)から温熱源熱交換器 (1)に回収されている。
【０１９５】
そして、このような暖房運転が所定時間行われて、上記第２冷熱源熱交換器 (2b)における
液冷媒の貯留量が所定量以上に達した時には、コントローラ (C)によって第２分岐ガス流
通管 (4b)の電磁弁 (EV1-2)が開放される一方、第１分岐ガス流通管 (4a)の電磁弁 (EV1-1)が
閉鎖される。これにより、温熱源熱交換器 (1)から高圧のガス冷媒は、図２２ (c)に示すよ
うに、その一部が第２分岐ガス流通管 (4b)を経て第２冷熱源熱交換器 (2b)に、他がガス配
管 (6)を経て室内熱交換器 (3)に供給される。そして、この室内熱交換器 (3)においてガス
冷媒が室内空気との間で熱交換して凝縮され室内空気を加温して室内を暖房する。そして
、この状態では、室内熱交換器 (3)と第１冷熱源熱交換器 (2a)との圧力差によって、図２
２ (d)に示すように、室内熱交換器 (3)の液冷媒は第１分岐液配管 (7e)を経て第１冷熱源熱
交換器 (2a)に供給されることになる。つまり、この暖房運転に伴って第１冷熱源熱交換器
(2a)には液冷媒が貯留されていくことになる。一方、第２冷熱源熱交換器 (2b)にあっては
温熱源熱交換器 (1)からガス冷媒が供給されていることにより、この第２冷熱源熱交換器 (
2b)の液冷媒は第２分岐液流通管 (5b)から温熱源熱交換器 (1)に回収される。このような動
作が交互に行われる。
【０１９６】

10

20

30

40

50

(60) JP 3598604 B2 2004.12.8



このように、本形態の構成によれば、２台の冷熱源熱交換器 (2a,2b)を設けて、一方にお
いて室内熱交換器 (3)との間で冷媒を流通させながら、他方で液冷媒を温熱源熱交換器 (1)
に回収させ、この各冷熱源熱交換器 (2a,2b)の動作を交互に行わせるようにしたことで、
室内熱交換器 (3)における放熱運転を連続して行うことができる。つまり、室内の暖房運
転を連続して行うことができるので、室内の快適性の向上を図ることができる。
【０１９７】
（第６実施形態）
本形態は、請求項２７～３０記載の発明に係る形態であり、第１及び第２の２台の冷熱源
熱交換器を備えたものであって、冷房専用の空気調和装置として２次側冷媒回路を構成し
たものである。尚、本形態では、上述した第５実施形態との相違点についてのみ説明する
。
【０１９８】
図２３に示すように、ガス配管 (6)はガス流通管 (4)との接続側が分岐されて第１及び第２
の分岐ガス配管 (6e,6f)に形成されており、第１分岐ガス配管 (6e)が第１分岐ガス流通管 (
4a)に、第２分岐ガス配管 (6f)が第２分岐ガス流通管 (4b)に夫々接続されている。また、
これら分岐ガス配管 (6e,6f)の分岐ガス流通管 (4a,4b)に対する接続位置は、各分岐ガス流
通管 (4a,4b)に設けられているガス冷媒用電磁弁 (EV1-1,EV1-2)と冷熱源熱交換器 (2a,2b)
との間となっている。
【０１９９】
また、各分岐液配管 (7e,7f)には、上述した第５実施形態における第２逆止弁 (CV2-1,CV2-
2)に代えて、冷熱源熱交換器 (2a,2b)から室内熱交換器 (3)への液冷媒の流通のみを許容す
る請求項３０記載の発明でいう第２の逆止弁としての第３逆止弁 (CV3-1,CV3-2)が夫々設
けられている。更に、液流通管 (5)には液冷媒用電磁弁 (EV4)が設けられており、該液冷媒
用電磁弁 (EV4)はコントローラ (C)によって開閉制御される。
【０２００】
次に、上述の如く構成された本冷媒回路 (B)における室内の冷房運転時について説明する
。この冷房運転開始時には、先ず、コントローラ (C)によって第１分岐ガス流通管 (4a)に
設けられたガス冷媒用電磁弁 (EV1-1)が開放され、且つ第２分岐ガス流通管 (4b)に設けら
れたガス冷媒用電磁弁 (EV1-2)及び液冷媒用電磁弁 (EV4)が閉鎖される。この状態で、図２
４ (a)に示すように、温熱源熱交換器 (1)からの高圧のガス冷媒が第１分岐ガス流通管 (4a)
を介して第１冷熱源熱交換器 (2a)に供給される。すると、この圧力の作用により、予め第
１冷熱源熱交換器 (2a)に貯留されていた液冷媒は、第１分岐液流通管 (5a)及び第１分岐液
配管 (7e)を介して室内熱交換器 (3)に導入される。そして、室内熱交換器 (3)において液冷
媒が室内空気との間で熱交換して蒸発され室内空気を冷却して室内が冷房される。そして
、この際、冷媒が凝縮する第２冷熱源熱交換器 (2b)と冷媒が蒸発する室内熱交換器 (3)と
の圧力差によって、図２４ (b)に示すように、室内熱交換器 (3)のガス冷媒は第２分岐ガス
配管 (6f)を経て第２冷熱源熱交換器 (2b)に供給されることになる。
【０２０１】
そして、このような状態が所定時間継続して行われ、第１冷熱源熱交換器 (2a)の液冷媒の
貯留量が所定量以下になると、コントローラ (C)によって第１分岐ガス流通管 (4a)に設け
られたガス冷媒用電磁弁 (EV1-1)が閉鎖され、且つ第２分岐ガス流通管 (4b)に設けられた
ガス冷媒用電磁弁 (EV1-2)が開放される。これにより、図２４ (c)に示すように、温熱源熱
交換器 (1)からの高圧のガス冷媒が第２分岐ガス流通管 (4b)を介して第２冷熱源熱交換器 (
2b)に供給される。すると、この圧力の作用により、第２冷熱源熱交換器 (2b)に貯留され
ている液冷媒は、第２分岐液流通管 (5b)及び第２分岐液配管 (7f)を介して室内熱交換器 (3
)に導入される。そして、室内熱交換器 (3)において液冷媒が室内空気との間で熱交換して
蒸発され室内空気を冷却して室内が冷房される。そして、この際、第１冷熱源熱交換器 (2
a)と室内熱交換器 (3)との圧力差によって、図２４ (d)に示すように、室内熱交換器 (3)の
ガス冷媒は第１分岐ガス配管 (6e)を経て第１冷熱源熱交換器 (2a)に供給されることになる
。
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【０２０２】
このような各冷熱源熱交換器 (2a,2b)の動作を交互に行わせることにより、室内熱交換器 (
3)における吸熱運転を連続して行うことができる。つまり、室内の冷房運転を連続して行
うことができる。
【０２０３】
そして、このような冷房運転が所定時間行われて、温熱源熱交換器 (1)の液冷媒の貯留量
が所定量以下に達した時には、コントローラ (C)により、液冷媒が貯留されている冷熱源
熱交換器 (2a),(2b)に繋るガス冷媒用電磁弁 (EV1-1),(EV1-2)及び液冷媒用電磁弁 (EV4)が
共に開放され、温熱源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換器 (2)とが均圧され、冷熱源熱交換器 (2
)の液冷媒が温熱源熱交換器 (1)に回収される。
【０２０４】
（第７実施形態）
次に、請求項３１～３４記載の発明に係る熱搬送装置の実施形態について図面に基いて説
明する。本実施形態は、第１及び第２の２台の冷熱源熱交換器を備えたものであって、暖
房運転と冷房運転とが切換え可能な空気調和装置として２次側冷媒回路を構成したもので
ある。尚、本形態でも、上述した各実施形態との相違点についてのみ説明する。
【０２０５】
図２５示すように、本形態の２次側冷媒回路 (B)におけるガス流路切換え手段 (8)は、上述
した第５実施形態の冷媒回路において、ガス配管 (6)に第２電磁弁 (EV2)が設けられ、各分
岐ガス流通管 (4a,4b)とガス配管 (6)との間にガス接続管 (20)が設けられている。詳しくは
、このガス接続管 (20)は、一端が、ガス配管 (6)における第２電磁弁 (EV2)と室内熱交換器
(3)との間に接続され、他端側が分岐されて第１及び第２の分岐ガス接続管 (20a,20b)に構
成されており、第１分岐ガス接続管 (20a)が第１分岐ガス流通管 (4a)に、第２分岐ガス接
続管 (20b)が第２分岐ガス流通管 (4b)に夫々接続されている。また、ガス接続管 (20)には
第３電磁弁 (EV3)が、各分岐ガス接続管 (20a,20b)には室内熱交換器 (3)から冷熱源熱交換
器 (2a,2b)へのガス冷媒の流通のみを許容するガス冷媒用逆止弁 (CVG1,CVG2)が設けられて
いる。
【０２０６】
一方、液流路切換え手段 (9)は、上述した第６実施形態の冷媒回路において、第３逆止弁 (
CV3-1,CV3-2)に代えて請求項３４記載の発明でいう第２の開閉弁としての第６電動弁 (EV6
-1,EV6-2)が各分岐液配管 (7e,7f)に夫々設けられている。
【０２０７】
このような構成により、本２次側冷媒回路 (B)における室内の暖房運転時にあっては、上
述した第５実施形態で述べた暖房運転動作と同様の動作が行われて室内が連続的に暖房さ
れる。つまり、図２６に示すように、一方の冷熱源熱交換器 (2a)に対して液冷媒の回収動
作が行われている場合には、他方の冷熱源熱交換器 (2b)に対しては室内熱交換器 (3)で凝
縮された液冷媒が供給されており、この動作が交互に繰り返されることになる。
【０２０８】
逆に、室内の冷房運転時にあっては、上述した第６実施形態で述べた冷房運転動作と同様
の動作が行われて室内が連続的に冷房される。つまり、図２７に示すように、一方の冷熱
源熱交換器 (2a)から液冷媒が室内熱交換器 (3)に供給されている場合には、他方の冷熱源
熱交換器 (2b)に対しては室内熱交換器 (3)で蒸発されたガス冷媒が供給されており、この
動作が交互に繰り返されることになる。また、この冷房運転動作に伴って温熱源熱交換器
(1)の液冷媒の貯留量が所定量以下に達した場合には液流通管 (5)から温熱源熱交換器 (1)
に液冷媒が回収される。
【０２０９】
（第８実施形態）
次に、請求項３５～４０記載の発明に係る熱搬送装置の実施形態について図面に基いて説
明する。本実施形態は、第１及び第２の２台の冷熱源熱交換器及び４つの室内の個々に配
置された４台の室内熱交換器を備え、夫々が個別に冷房運転と暖房運転とを選択可能とさ
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れた所謂冷暖フリーのマルチ型空気調和装置として２次側冷媒回路を構成したものである
。また、本形態では、回路構成として上述した第４実施形態との差異についてのみ説明す
る。
【０２１０】
図２８に示すように、本形態の２次側冷媒回路 (B)のガス流路切換え手段 (8)としては、ガ
ス流通管 (4)の冷熱源熱交換器側が分岐されて第１及び第２の分岐ガス流通管 (4a,4b)に形
成されており、第１分岐ガス流通管 (4a)が第１冷熱源熱交換器 (2a)に、第２分岐ガス流通
管 (4b)が第２冷熱源熱交換器 (2b)に夫々接続されている。また、この各分岐ガス流通管 (4
a,4b)には第１電磁弁 (EV1-1,EV1-2)が夫々設けられている。
【０２１１】
また、一端が、ガス配管 (6)における第２電磁弁 (EV2-1～ EV2-4)と室内熱交換器 (3a～ 3d)
との間に接続され、他端側が第１及び第２の分岐ガス接続管 (20a,20b)に分岐されて、第
１分岐ガス接続管 (20a)が第１分岐ガス流通管 (4a)に、第２分岐ガス接続管 (20b)が第２分
岐ガス流通管 (4b)に夫々接続されたガス接続管 (20)が設けられており、各分岐ガス接続管
(20a,20b)にはガス冷媒用逆止弁 (CVG1,CVG2)が設けられている。
【０２１２】
一方、液流路切換え手段 (9)としては、液流通管 (5)の冷熱源熱交換器側が分岐されて第１
及び第２の分岐液流通管 (5a,5b)に形成されており、第１分岐液流通管 (5a)が第１冷熱源
熱交換器 (2a)に、第２分岐液流通管 (5b)が第２冷熱源熱交換器 (2b)に夫々接続されている
。更に、液配管 (7)における液流通管 (5)との接続側も分岐されて第１及び第２の分岐液配
管 (7e,7f)に構成されており、第１分岐液配管 (7e)が第１分岐液流通管 (5a)に、第２分岐
液配管 (7f)が第２分岐液流通管 (5b)に夫々接続されている。
【０２１３】
そして、この分岐液流通管 (5a,5b)に対する分岐液配管 (7e,7f)の接続位置と温熱源熱交換
器 (1)との間には冷熱源熱交換器 (2a,2b)から温熱源熱交換器 (1)への液冷媒の流通のみを
許容する第１逆止弁 (CV1-1,CV1-2)が夫々設けられ、上記各分岐液配管 (7e,7f)には請求項
４０記載の発明でいう第３の開閉弁としての第６電動弁 (EV6-1,EV6-2)が夫々設けられて
いる。これら説明した構成以外の部分は上述した第４実施形態（図１２参照）と同様の構
成となっている。
【０２１４】
このような構成により、本２次側冷媒回路 (B)における室内の空調運転時にあっては、上
述した第４実施形態で述べた各室内熱交換器 (3a～ 3d)の運転状態に応じて冷媒の流通が切
換えられ、また、各冷熱源熱交換器 (2a,2b)での液冷媒の回収及び供給動作が交互に切換
えられることにより、各室内熱交換器 (3a～ 3d)の運転が連続して行えることになる。
【０２１５】
つまり、各室全体の熱の収支が暖房要求である場合には、図２９に示すように、一方の冷
熱源熱交換器 (2a)に対して温熱源熱交換器 (1)への液冷媒の回収動作が行われている場合
には、他方の冷熱源熱交換器 (2b)では放熱運転する室内熱交換器 (3a～ 3c)から液冷媒が供
給されると共に吸熱運転する室内熱交換器 (3d)からガス冷媒が供給されており、この動作
が交互に繰り返されることになる。
【０２１６】
また、各室全体の熱の収支が冷房要求である場合には、図３０に示すように、一方の冷熱
源熱交換器 (2b)に対して吸熱運転する室内熱交換器 (3b～ 3d)からガス冷媒が供給されてい
る場合には、他方の冷熱源熱交換器 (2a)では温熱源熱交換器 (1)への液冷媒の回収動作と
吸熱運転する室内熱交換器 (3b～ 3d)への液冷媒の供給が行われており、この動作が交互に
繰り返されることになる。
【０２１７】
更に、各室内熱交換器における放熱量と吸熱量とが同一である場合には、図３１に示すよ
うに、一方の冷熱源熱交換器 (2a)に対して温熱源熱交換器 (1)への液冷媒の回収動作が行
われている場合には、他方の冷熱源熱交換器 (2b)では、放熱運転する室内熱交換器 (3a,3b
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)から吸熱運転する室内熱交換器 (3c,3d)へ供給されて該室内熱交換器 (3c,3d)で蒸発した
ガス冷媒が供給されており、この動作が交互に繰り返されることになる。
【０２１８】
尚、全ての室内熱交換器 (3a～ 3d)が共に放熱運転を行う場合や吸熱運転を行う場合の動作
は上述した第７実施形態の各動作と同様であるのでここでは省略する。
－複数の受液器を備えた変形例－
以下に述べる第９～第１２実施形態は、連続した空調運転を可能とするための変形例とし
て、液冷媒の貯留が可能とされた複数台（本形態では２台）の受液器を備えさせたもので
ある。
【０２１９】
（第９実施形態）
本形態は、第１及び第２の２台の受液器を備えたものであって、暖房専用の空気調和装置
として２次側冷媒回路を構成したものである。図３２に示すように、ガス流通管 (4)は一
部が分岐されて第１及び第２の分岐ガス流通管 (4a,4b)に形成されており、第１分岐ガス
流通管 (4a)には第１ガス管 (26a)を介して第１受液器 (25a)が、第２分岐ガス流通管 (4a)に
は第２ガス管 (26b)を介して第２受液器 (25b)が夫々接続されている。そして、各ガス流通
管 (4a,4b)におけるガス管 (26a,26b)の接続位置と温熱源熱交換器 (1)との間には請求項４
３記載の発明でいう第１の開閉弁としての第７電磁弁 (EV7-1,EV7-2)が、各分岐ガス流通
管 (4a,4b)におけるガス管 (26a,26b)の接続位置と冷熱源熱交換器 (2)との間には請求項４
３記載の発明でいう第２の開閉弁としての第８電磁弁 (EV8-1,EV8-2)が夫々設けられてい
る。
【０２２０】
また、液流通管 (5)も一部が分岐されて第１及び第２の分岐液流通管 (5a,5b)に形成されて
おり、第１分岐液流通管 (5a)が第１液管 (27a)を介して第１受液器 (25a)に、第２分岐液流
通管 (5b)が第２液管 (27b)を介して第２受液器 (25b)に夫々接続されている。そして、この
分岐液流通管 (5a,5b)に対する液管 (27a,27b)の接続位置と温熱源熱交換器 (1)との間には
受液器 (25a,25b)から温熱源熱交換器 (1)への液冷媒の流通のみを許容する第１逆止弁 (CV1
-1,CV1-2)が夫々設けられ、分岐液流通管 (5a,5b)に対する液管 (27a,27b)の接続位置と冷
熱源熱交換器 (2)との間には室内熱交換器 (3)及び冷熱源熱交換器 (2)から受液器 (25a,25b)
への液冷媒の流通のみを許容する第２逆止弁 (CV2-1,CV2-2)が夫々設けられ、更に、液配
管 (7)には室内熱交換器 (3)から受液器 (25a,25b)への液冷媒の流通のみを許容する第４逆
止弁 (CV4)が設けられている。
【０２２１】
次に、上述の如く構成された本２次側冷媒回路 (B)における室内の暖房運転時について説
明する。この暖房運転時には、先ず、コントローラ (C)によって第１分岐ガス流通管 (4a)
の第７電磁弁 (EV7-1)及び第２分岐ガス流通管 (4b)の第８電磁弁 (EV8-2)が開放される一方
、第２分岐ガス流通管 (4b)の第７電磁弁 (EV7-2)及び第１分岐ガス流通管 (4a)の第８電磁
弁 (EV8-1)が閉鎖される。この状態で、温熱源熱交換器 (1)が１次側冷媒回路からの熱量を
受け、温熱源熱交換器 (1)では冷媒が蒸発して、該温熱源熱交換器 (1)から高圧のガス冷媒
は、図３３ (a)に示すように、その一部が第１分岐ガス流通管 (4a)及び第１ガス管 (26a)を
経て第１受液器 (25a)に、他がガス配管 (6)を経て室内熱交換器 (3)に供給される。そして
、この室内熱交換器 (3)においてガス冷媒が室内空気との間で熱交換して凝縮され室内空
気を加温して室内を暖房する。そして、この状態では、室内熱交換器 (3)と第２受液器 (25
b)との圧力差によって、図３３ (b)に示すように、室内熱交換器 (3)の液冷媒は第２分岐液
流通管 (5b)を経て第２受液器 (25b)に供給されることになる。つまり、この暖房運転に伴
って第２受液器 (25b)には液冷媒が貯留されていくことになる。一方、第１受液器 (25a)に
あっては温熱源熱交換器 (1)からガス冷媒が供給されていることにより、この第１受液器 (
25a)の液冷媒は第１液管 (27a)及び第１分岐液流通管 (5a)から温熱源熱交換器 (1)に回収さ
れている。
【０２２２】
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そして、このような暖房運転が所定時間行われて、上記第２受液器 (25b)における液冷媒
の貯留量が所定量以上に達した時には、コントローラ (C)によって第２分岐ガス流通管 (4b
)の第７電磁弁 (EV7-2)及び第１分岐ガス流通管 (4a)の第８電磁弁 (EV8-1)が開放される一
方、第１分岐ガス流通管 (4a)の第７電磁弁 (EV7-1)及び第２分岐ガス流通管 (4b)の第８電
磁弁 (EV8-2)が閉鎖される。これにより、温熱源熱交換器 (1)から高圧のガス冷媒は、図３
３ (c)に示すように、その一部が第２分岐ガス流通管 (4b)を経て第２受液器 (25b)に、他が
ガス配管 (6)を経て室内熱交換器 (3)に供給される。そして、この室内熱交換器 (3)におい
てガス冷媒が室内空気との間で熱交換して凝縮され室内空気を加温して室内を暖房する。
そして、この状態では、ガス配管 (6)と液配管 (7)との圧力差によって、図３３ (d)に示す
ように、室内熱交換器 (3)の液冷媒は第１分岐液流通管 (5a)を経て第１受液器 (25a)に供給
されることになる。つまり、この暖房運転に伴って第１受液器 (25a)には液冷媒が貯留さ
れていくことになる。一方、第２受液器 (25b)にあっては温熱源熱交換器 (1)からガス冷媒
が供給されていることにより、この第２受液器 (25b)の液冷媒は第２分岐液流通管 (5b)か
ら温熱源熱交換器 (1)に回収される。このような動作が交互に行われる。
【０２２３】
このように、本形態の構成によれば、２台の受液器 (25a,25b)を設けて、一方において室
内熱交換器 (3)との間で冷媒を流通させながら、他方で液冷媒を温熱源熱交換器 (1)に回収
させ、この各受液器 (25a,25b)の動作を交互に行わせるようにしたことで、室内熱交換器 (
3)における放熱運転を連続して行うことができる。つまり、室内の暖房運転を連続して行
うことができるので、室内の快適性の向上を図ることができる。
【０２２４】
（第１０実施形態）
本形態は、請求項４５～４８記載の発明に係る実施形態として第１及び第２の２台の受液
器を備えたものであって、冷房専用の空気調和装置として２次側冷媒回路を構成したもの
である。尚、本形態では、上述した第９実施形態との相違点についてのみ説明する。
【０２２５】
図３４に示すように、ガス配管 (6)のガス流通管 (4)に対する接続位置は第２分岐ガス流通
管 (4b)における第８電磁弁 (EV8-2)と冷熱源熱交換器 (2)との間になっている。
【０２２６】
また、液配管 (7)の液流通管 (5)に対する接続位置は第２分岐液流通管 (5b)における第１逆
止弁 (CV1-2)と温熱源熱交換器 (1)との間になっている。更に、液流通管 (5)には第４電磁
弁 (EV4)が設けられている。また、本形態の液配管 (7)には、第４逆止弁 (CV4)が設けられ
ていない。その他の構成は上述した第９実施形態と同様の構成となっている。
【０２２７】
次に、上述の如く構成された本冷媒回路 (B)における室内の冷房運転時について説明する
。この冷房運転開始時には、先ず、コントローラ (C)によって、第１分岐ガス流通管 (4a)
に設けられた第７電磁弁 (EV7-1)及び第２分岐ガス流通管 (4b)に設けられた第８電磁弁 (EV
8-2)が開放され、且つ第２分岐ガス流通管 (4b)に設けられた第７電磁弁 (EV7-2)及び第１
分岐ガス流通管 (4a)に設けられた第８電磁弁 (EV8-1)が閉鎖される。この状態で、図３５ (
a)に示すように、温熱源熱交換器 (1)からの高圧のガス冷媒が第１分岐ガス流通管 (4a)を
介して第１受液器 (25a)に供給される。すると、この圧力の作用により、予め第１受液器 (
25a)に貯留されていた液冷媒は、第１分岐液流通管 (5a)及び液配管 (7)を介して室内熱交
換器 (3)に導入される。そして、室内熱交換器 (3)において液冷媒が室内空気との間で熱交
換して蒸発され室内空気を冷却して室内が冷房される。そして、この際、冷媒が凝縮する
冷熱源熱交換器 (2)と冷媒が蒸発する室内熱交換器 (3)との圧力差によって、図３５ (b)に
示すように、室内熱交換器 (3)のガス冷媒はガス配管 (6)を経て冷熱源熱交換器 (2)に供給
され、更にその後、ガス冷媒は冷熱源熱交換器 (2)で凝縮し、液冷媒となって第２分岐液
流通管 (5b)を経て第２受液器 (25b)に供給されることになる。
【０２２８】
そして、このような状態が所定時間継続して行われ、第１受液器 (25a)の液冷媒の貯留量
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が所定量以下になると、コントローラ (C)によって、第２分岐ガス流通管 (4b)に設けられ
た第７電磁弁 (EV7-2)及び第１分岐ガス流通管 (4a)に設けられた第８電磁弁 (EV8-1)が開放
され、且つ第１分岐ガス流通管 (4a)に設けられた第７電磁弁 (EV7-1)及び第２分岐ガス流
通管 (4b)に設けられた第８電磁弁 (EV8-2)が閉鎖される。これにより、図３５ (c)に示すよ
うに、温熱源熱交換器 (1)からの高圧のガス冷媒が第２分岐ガス流通管 (4b)を介して第２
受液器 (25b)に供給される。すると、この圧力の作用により、第２受液器 (25b)に貯留され
ている液冷媒は、第２分岐液流通管 (5b)及び液配管 (7)を介して室内熱交換器 (3)に導入さ
れる。そして、室内熱交換器 (3)において液冷媒が室内空気との間で熱交換して蒸発され
室内空気を冷却して室内が冷房される。そして、この際、冷熱源熱交換器 (2)と室内熱交
換器 (3)との圧力差によって、図３５ (d)に示すように、室内熱交換器 (3)のガス冷媒はガ
ス配管 (6)を経て冷熱源熱交換器 (2)に供給され、更にその後、ガス冷媒は冷熱源熱交換器
(2)で凝縮し、液冷媒となって第１分岐液流通管 (5a)を経て第１受液器 (25a)に供給される
ことになる。
【０２２９】
このような各受液器 (25a,25b)の動作を交互に行わせることにより、室内熱交換器 (3)にお
ける吸熱運転を連続して行うことができる。つまり、室内の冷房運転を連続して行うこと
ができる。
【０２３０】
そして、このような冷房運転が所定時間行われて、温熱源熱交換器 (1)の液冷媒の貯留量
が所定量以下に達した時には、コントローラ (C)により、液冷媒が貯留されている受液器 (
25a),(25b)に繋る第７電磁弁 (EV7-1),(EV7-2)及び第４電磁弁 (EV4)が共に開放され、温熱
源熱交換器 (1)と冷熱源熱交換器 (2)とが均圧され、冷熱源熱交換器 (2)の液冷媒が温熱源
熱交換器 (1)に回収される。
【０２３１】
（第１１実施形態）
次に、請求項４９～５２記載の発明に係る係る熱搬送装置の実施形態について図面に基い
て説明する。本形態は、第１及び第２の２台の受液器を備えたものであって、暖房運転と
冷房運転とが切換え可能な空気調和装置として２次側冷媒回路を構成したものである。尚
、本形態でも、上述した各実施形態との相違点についてのみ説明する。
【０２３２】
図３６示すように、本形態の２次側冷媒回路 (B)におけるガス流路切換え手段 (8)は、上述
した第９実施形態の冷媒回路において、ガス配管 (6)に請求項５１記載の発明でいう第３
の開閉弁としての第２電磁弁 (EV2)が設けられ、各分岐ガス流通管 (4a,4b)とガス配管 (6)
との間にガス接続管 (20)が設けられている。詳しくは、このガス接続管 (20)は、一端が、
ガス配管 (6)における第２電磁弁 (EV2)と室内熱交換器 (3)との間に接続され、他端側が第
２分岐ガス流通管 (4b)における第８電磁弁 (EV8-2)と冷熱源熱交換器 (2)との間に接続され
ている。また、ガス接続管 (20)には請求項５１記載の発明でいう第４の開閉弁としての第
３電磁弁 (EV3)が設けられている。
【０２３３】
一方、液流路切換え手段 (9)は、上述した第１０実施形態の冷媒回路に加えて、液配管 (7)
に第９電磁弁 (EV9)が設けられ、各分岐液流通管 (5a,5b)と液配管 (7)との間に液接続管 (21
)が設けられている。詳しくは、この液接続管 (21)は、一端が、液配管 (7)における第９電
磁弁 (EV9)と室内熱交換器 (3)との間に接続され、他端側が第２分岐液流通管 (5b)における
第２逆止弁 (CV2-2)と冷熱源熱交換器 (2)との間に接続されている。また、液接続管 (21)に
は第１０電磁弁 (EV10)が設けられている。
【０２３４】
このような構成により、本２次側冷媒回路 (B)における室内の暖房運転時にあっては、上
述した第９実施形態で述べた暖房運転動作と同様の動作が行われて室内が連続的に暖房さ
れる。つまり、図３７に示すように、一方の受液器 (25a)に対して液冷媒の回収動作が行
われている場合には、他方の受液器 (25b)に対しては室内熱交換器 (3)で凝縮された液冷媒
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が供給されており、この動作が交互に繰り返されることになる。
【０２３５】
逆に、室内の冷房運転時にあっては、上述した第１０実施形態で述べた冷房運転動作と同
様の動作が行われて室内が連続的に冷房される。つまり、図３８に示すように、一方の受
液器 (25a)から液冷媒が室内熱交換器 (3)に供給されている場合には、他方の受液器 (25b)
に対しては、室内熱交換器 (3)で蒸発された後、冷熱源熱交換器 (2)で凝縮された液冷媒が
供給されており、この動作が交互に繰り返されることになる。また、この冷房運転動作に
伴って温熱源熱交換器 (1)の液冷媒の貯留量が所定量以下に達した場合には液流通管 (5)か
ら温熱源熱交換器 (1)に液冷媒が回収される。
【０２３６】
（第１２実施形態）
次に、請求項５３～５８記載の発明に係る熱搬送装置の実施形態について図面に基いて説
明する。本形態は、第１及び第２の２台の受液器及び４つの室内の個々に配置された４台
の室内熱交換器を備え、夫々が個別に冷房運転と暖房運転とを選択可能とされた所謂冷暖
フリーのマルチ型空気調和装置として２次側冷媒回路を構成したものである。また、本形
態では、回路構成として上述した第４実施形態との差異についてのみ説明する。
【０２３７】
図３９に示すように、本形態の２次側冷媒回路 (B)のガス流路切換え手段 (8)としては、ガ
ス流通管 (4)の一部が分岐されて第１及び第２の分岐ガス流通管 (4a,4b)に形成されており
、第１分岐ガス流通管 (4a)が第１ガス管 (26a)を介して第１受液器 (25a)に、第２分岐ガス
流通管 (4b)が第２ガス管 (26b)を介して第２受液器 (25b)に夫々接続されている。また、各
ガス流通管 (4a,4b)におけるガス管 (26a,26b)の接続位置と温熱源熱交換器 (1)との間には
第７電磁弁 (EV7-1,EV7-2)が、各分岐ガス流通管 (4a,4b)におけるガス管 (26a,26b)の接続
位置と冷熱源熱交換器 (2)との間には第８電磁弁 (EV8-1,EV8-2)が夫々設けられている。
【０２３８】
また、液流通管 (5)も一部が分岐されて第１及び第２の分岐液流通管 (5a,5b)に形成されて
おり、第１分岐液流通管 (5a)が第１液管 (27a)を介して第１受液器 (25a)に、第２分岐液流
通管 (5b)が第２液管 (27b)を介して第２受液器 (25b)に夫々接続されている。
【０２３９】
そして、この分岐液流通管 (5a,5b)に対する液管 (27a,27b)の接続位置と温熱源熱交換器 (1
)との間には受液器 (25a,25b)から温熱源熱交換器 (1)への液冷媒の流通のみを許容する第
１逆止弁 (CV1-1,CV1-2)が夫々設けられ、分岐液流通管 (5a,5b)に対する液管 (27a,27b)の
接続位置と冷熱源熱交換器 (2)との間には室内熱交換器 (3a～ 3d)及び冷熱源熱交換器 (2)か
ら受液器 (25a,25b)への液冷媒の流通のみを許容する第２逆止弁 (CV2-1,CV2-2)が夫々設け
られ、更に、液配管 (7)には第９電磁弁 (EV9)が設けられ、各分岐液流通管 (5a,5b)と液配
管 (7)との間に液接続管 (21)が設けられている。詳しくは、この液接続管 (21)は、一端が
、液配管 (7)における第９電磁弁 (EV9)と室内熱交換器 (3a～ 3d)との間に接続され、他端側
が第２分岐液流通管 (5b)における第２逆止弁 (CV2-2)と冷熱源熱交換器 (2)との間に接続さ
れている。また、液接続管 (21)には第１０電磁弁 (EV10)が設けられている。これら説明し
た構成以外の部分は上述した第４実施形態（図１２参照）と同様の構成となっている。
【０２４０】
このような構成により、本２次側冷媒回路 (B)における室内の空調運転時にあっては、上
述した第４実施形態で述べた各室内熱交換器 (3a～ 3d)の運転状態に応じて冷媒の流通が切
換えられ、また、各受液器 (25a,25b)での液冷媒の回収及び供給動作が交互に切換えられ
ることにより、各室内熱交換器 (3a～ 3d)の運転が連続して行えることになる。
【０２４１】
つまり、各室全体の熱の収支が暖房要求である場合には、図４０に示すように、一方の受
液器 (25a)に対して温熱源熱交換器 (1)への液冷媒の回収動作が行われている場合には、他
方の受液器 (25b)では放熱運転する室内熱交換器 (3a～ 3c)から液冷媒が供給されており、
この動作が交互に繰り返されることになる。
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【０２４２】
また、各室全体の熱の収支が冷房要求である場合には、図４１に示すように、一方の受液
器 (25b)に対して、吸熱運転する室内熱交換器 (3b～ 3d)で蒸発した後、冷熱源熱交換器 (2)
で凝縮された液冷媒が供給されている場合には、他方の受液器 (25a)では温熱源熱交換器 (
1)への液冷媒の回収動作と吸熱運転する室内熱交換器 (3a)への液冷媒の供給が行われてお
り、この動作が交互に繰り返されることになる。
【０２４３】
更に、各室内熱交換器 (3a～ 3d)における放熱量と吸熱量とが同一である場合には、図４２
に示すように、一方の受液器 (25a)に対して温熱源熱交換器 (1)への液冷媒の回収動作が行
われている場合には、他方の受液器 (25b)では、放熱運転する室内熱交換器 (3a,3b)から吸
熱運転する室内熱交換器 (3c,3d)へ供給されて該室内熱交換器 (3c,3d)で蒸発したガス冷媒
が供給されており、この動作が交互に繰り返されることになる。
【０２４４】
尚、全ての室内熱交換器 (3a～ 3d)が共に放熱運転を行う場合や吸熱運転を行う場合の動作
は上述した第１１実施形態の各動作と同様であるのでここでは省略する。
－１次側冷媒回路の変形例－
以上、２次側冷媒回路 (B)について説明したが、以下に、これらの２次側冷媒回路 (B)と組
合せ可能な１次側冷媒回路 (A)についての複数の変形例について説明する。尚、以下に説
明する１次側冷媒回路 (A)の変形例では、２次側冷媒回路 (B)についての説明を省略する。
また、以下の回路において同様の機能を有する部材については同一名称及び同一符号を付
す。
【０２４５】
（第１３実施形態）
本形態は、 暖房専用の空気調和装置に対して適用される１次側冷媒回路 (A
)の変形例である。この回路 (A)は、図４３に示すように、圧縮機 (11)、温熱源熱交換器 (1
)との間で熱交換が可能とされた加熱用熱交換器 (12)、膨張機構としての第１電動弁 (18a)
及び冷熱源熱交換器 (2)との間で熱交換が可能とされた冷却用熱交換器 (15)が冷媒配管 (16
)により冷媒の循環が可能に順に接続されてメイン冷媒循環路 (30)が構成されている。
【０２４６】
そして、上記電動弁 (18a)及び加熱用熱交換器 (12)の間と、圧縮機 (11)及び冷却用熱交換
器 (15)の間とを接続するバイパス路 (17)が備えられ、該バイパス路 (17)には、熱量調整熱
交換器 (14)及び該熱量調整熱交換器 (14)を流れる冷媒の流量を調整するように開度が変更
される調整弁としての第２電動弁 (18b)が設けられている。また、各電動弁 (18a,18b)は図
示しないコントローラによって開度が調整される。
【０２４７】
このような構成により、この１次側冷媒回路 (A)での冷媒循環時には、加熱用熱交換器 (12
)から温熱源熱交換器 (1)に与えられる熱量と、冷却用熱交換器 (15)により冷熱源熱交換器
(2)から奪われる熱量との差に応じて各電動弁 (18a,18b)が開度調整され、圧縮機 (11)から
吐出された冷媒は、加熱用熱交換器 (12)において温熱源熱交換器 (1)との間で熱交換を行
って凝縮し、この加熱用熱交換器 (12)から導出された液冷媒は、各電動弁 (18a,18b)の各
開度に応じて、その一部がメイン循環路（第１電動弁 (18a)側）に、他がバイパス路（第
２電動弁 (18b)側）に導かれる。そして、メイン循環路 (30)に導かれた液冷媒は第１電動
弁 (18a)で減圧された後、冷却用熱交換器 (15)において冷熱源熱交換器 (2)との間で熱交換
を行って蒸発する一方、バイパス路 (17)に導かれた液冷媒は第２電動弁 (18b)で減圧され
た後、熱量調整熱交換器 (14)において例えば外気との間で熱交換を行って蒸発し、これら
蒸発したガス冷媒が圧縮機 (11)に吸入されるといった循環動作を繰り返す。
【０２４８】
このような冷媒の循環動作であるために、熱量調整熱交換器 (14)における吸熱量を、上記
の熱交換量の差分と等しくなるように、流量調整電動弁 (18)の開度を設定すれば、１次側
冷媒回路 (A)全体としての放熱量と吸熱量とを等しくできて、該１次側冷媒回路 (A)での冷
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媒の循環を良好に行わせることができる。
【０２４９】
（第１４実施形態）
本形態は、請求項６３、６４記載の発明に係る実施形態であって、冷房専用の空気調和装
置に対して適用される１次側冷媒回路 (A)である。また、本形態では、上述した第１実施
形態で説明した１次側冷媒回路との相違点についてのみ説明する。
【０２５０】
図４４に示すように、本形態の１次側冷媒回路 (A)は、膨張弁 (13)が熱量調整用熱交換器 (
14)と冷却用熱交換器 (15)との間に設けられており、バイパス路 (17)は、一端が膨張弁 (13
)と熱量調整用熱交換器 (14)との間に、他端が加熱用熱交換器 (12)と熱量調整用熱交換器 (
14)との間に夫々接続されている。つまり、熱量調整用熱交換器 (14)においてガス冷媒が
例えば外気との間で熱交換を行って凝縮するような構成とされている。
【０２５１】
このような構成により、熱量調整熱交換器 (14)における放熱量が、加熱用熱交換器 (12)か
ら温熱源熱交換器 (1)に与えられる熱量と、冷却用熱交換器 (15)により冷熱源熱交換器 (2)
から奪われる熱量との差と等しくなるように、流量調整電動弁 (18)の開度を設定すれば、
１次側冷媒回路 (A)全体としての放熱量と吸熱量とを等しくできて、該１次側冷媒回路 (A)
での冷媒の循環を良好に行わせることができる。
【０２５２】
（第１５実施形態）
本形態は、請求項６５、６６記載の発明に係る実施形態であって、冷房専用の空気調和装
置に対して適用される１次側冷媒回路 (A)の変形例である。また、本形態では、上述した
第１３実施形態で説明した１次側冷媒回路との相違点についてのみ説明する。
【０２５３】
図４５に示すように、本形態の１次側冷媒回路 (A)は、バイパス路 (17)の一端が膨張機構
としての第１電動弁 (18a)と冷却用熱交換器 (15)との間に接続されている一方、他端が圧
縮機 (11)の吐出側、つまり、圧縮機 (11)と加熱用熱交換器 (12)との間に接続されている。
つまり、圧縮機 (11)から吐出されたガス冷媒が加熱用熱交換器 (12)及び熱量調整熱交換器
(14)に分岐供給される構成となっている。
【０２５４】
このような構成により、熱量調整熱交換器 (14)における放熱量が、加熱用熱交換器 (12)か
ら温熱源熱交換器 (1)に与えられる熱量と、冷却用熱交換器 (15)により冷熱源熱交換器 (2)
から奪われる熱量との差と等しくなるように、各電動弁 (18a,18b)の開度を設定すれば、
１次側冷媒回路 (A)全体としての放熱量と吸熱量とを等しくできて、該１次側冷媒回路 (A)
での冷媒の循環を良好に行わせることができる。
【０２５５】
（第１６実施形態）
本形態は、請求項６７、６８記載の発明に係る実施形態であって、冷暖房の切換え運転が
可能とされた空気調和装置に対して適用される１次側冷媒回路 (A)の変形例である。また
、本形態では、上述した第１実施形態で説明した１次側冷媒回路との相違点についてのみ
説明する。
【０２５６】
図４６に示すように、本形態の１次側冷媒回路 (A)は、加熱用熱交換器 (12)から導出され
た液冷媒を、膨張弁 (13)を経て熱量調整熱交換器 (14)及びバイパス路 (17)へ導く第１の切
換え状態と、熱量調整熱交換器 (14)及びバイパス路 (17)を経て膨張弁 (13)へ導く第２の切
換え状態とに切換え可能とされた四路切換弁 (19)が備えられている。その他の構成は上述
した第１実施形態と同様である。
【０２５７】
このような構成であるために、室内の暖房運転時（室内熱交換器 (3)の放熱時）には、四
路切換弁 (19)が図４６に破線で示す第１の切換え状態とされ、熱量調整熱交換器 (14)にお
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いて冷媒が吸熱して蒸発されることになると共に、この吸熱量は流量調整用電動弁 (18)に
よって調整されることになる。一方、室内の冷房運転時（室内熱交換器 (3)の吸熱時）に
は、四路切換弁 (19)が図４６に実線で示す第２の切換え状態とされ、熱量調整熱交換器 (1
4)において冷媒が放熱して凝縮されることになると共に、この放熱量は流量調整用電動弁
(18)によって調整されることになる。このような動作により、冷暖何れの運転状態であっ
ても、１次側冷媒回路 (A)全体としての放熱量と吸熱量とを等しくできて、該１次側冷媒
回路 (A)での冷媒の循環を良好に行わせることができる。
【０２５８】
また、この第１６実施形態の変形例として、図４７に示すものは、室内の暖房運転時に、
熱量調整熱交換器 (14)に着霜が発生した場合に、この霜を融解するための除霜手段として
のデフロスト回路 (31)を備えたものである。具体的には、一端が圧縮機 (11)と加熱用熱交
換器 (12)との間（圧縮機 (11)の吐出側）に、他端が熱量調整熱交換器 (14)と四路切換弁 (1
9)との間に夫々接続されたホットガス管 (32)が備えられ、このホットガス管 (32)における
両端部近傍位置にはデフロスト用第１電磁弁 (EVD1,EVD1)が夫々設けられている。また、
一端が加熱用熱交換器 (12)とホットガス管 (32)の一端部との間に、他端が冷却用熱交換器
(15)と圧縮機 (11)との間（圧縮機 (11)の吐出側）に夫々接続された冷媒回収管 (33)が備え
られ、この冷媒回収管 (33)にはデフロスト用第２電磁弁 (EVD2)が設けられている。また、
冷媒配管 (16)における圧縮機 (11)の吐出側でのホットガス管 (32)の接続位置と冷媒回収管
(33)の接続位置との間及び冷媒配管 (16)における圧縮機 (11)の吸入側での冷媒回収管 (33)
の接続位置と冷却用熱交換器 (15)との間にはデフロスト用第３電磁弁 (EVD3,EVD3)が夫々
備えられている。
【０２５９】
このような構成により、熱量調整熱交換器 (14)に着霜が発生した場合には、四路切換弁 (1
9)が図４７の破線側に切換えられ、デフロスト用第３電磁弁 (EVD3,EVD3)が閉鎖されると
共に、デフロスト用第１電磁弁 (EVD1,EVD1)及びデフロスト用第２電磁弁 (EVD2)が開放さ
れて、圧縮機 (11)からの高温の吐出冷媒は、ホットガス管 (32)を経て熱量調整熱交換器 (1
4)に導入されて霜を融解し、その後、膨張弁 (13)、四路切換弁 (19)、加熱用熱交換器 (12)
及び冷媒回収管 (33)を経て圧縮機 (11)に回収されることになる。このため、熱量調整熱交
換器 (14)の着霜を迅速に解消することができ、室内の空調性能の向上を図ることができる
。
【０２６０】
また、このようなデフロスト回路 (31)は、本形態のような冷暖房の切換え運転が可能とさ
れた空気調和装置に対してばかりでなく、上述した第１実施形態及び第１３実施形態に対
しても適用可能である。
【０２６１】
（第１７実施形態）
本形態は、請求項６９、７０記載の発明に係る実施形態であって、冷暖房の切換え運転が
可能とされた空気調和装置に対して適用される１次側冷媒回路 (A)の変形例である。また
、本形態では、上述した第１３実施形態（図４３参照）で説明した１次側冷媒回路との相
違点についてのみ説明する。
【０２６２】
図４８に示すように、本形態の１次側冷媒回路 (A)は、加熱用熱交換器 (12)の出口側に第
３電動弁 (18c)を備えていると共に、圧縮機 (11)と熱量調整熱交換器 (14)との間のバイパ
ス管 (17)は、吸入側分岐管 (17a)と吐出側分岐管 (17b)とに分岐されて、吸入側分岐管 (17a
)が圧縮機 (11)の吸入側に、吐出側分岐管 (17b)が圧縮機 (11)の吐出側に夫々接続されてい
る。また、吸入側分岐管 (17a)には、室内の暖房時に開放され、冷房時に閉鎖される吸入
側電磁弁 (EVI)が、吐出側分岐管 (17b)には、室内の暖房時に閉鎖され、冷房時に開放され
る吐出側電磁弁 (EVO)が夫々設けられている。その他の構成は上述した第１３実施形態と
同様である。
【０２６３】
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このような構成であるために、室内の暖房運転時（室内熱交換器 (3)の放熱時）には、吸
入側電磁弁 (EVI)が開放されると共に吐出側電磁弁 (EVO)が閉鎖され、熱量調整熱交換器 (1
4)において冷媒が吸熱して蒸発されることになると共に、この吸熱量は各電動弁 (18a,18b
)によって調整されることになる。一方、室内の冷房運転時（室内熱交換器 (3)の吸熱時）
には、吸入側電磁弁 (EVI)が閉鎖されると共に吐出側電磁弁 (EVO)が開放され、熱量調整熱
交換器 (14)において冷媒が放熱して凝縮されることになると共に、この放熱量は流量調整
用電動弁 (18a,18b)によって調整されることになる。このような動作により、冷暖何れの
運転状態であっても、１次側冷媒回路 (A)全体としての放熱量と吸熱量とを等しくできて
、該１次側冷媒回路 (A)での冷媒の循環を良好に行わせることができる。
【０２６４】
また、この第１７実施形態の変形例として、図４９に示すものは、室内の暖房運転時に、
熱量調整熱交換器 (14)に着霜が発生した場合に、この霜を融解するためのデフロスト回路
(31)を備えたものである。具体的には、一端が圧縮機 (11)と加熱用熱交換器 (12)との間（
圧縮機 (11)の吐出側）に、他端が圧縮機 (11)と冷却用熱交換器 (15)との間（圧縮機 (11)の
吸入側）に夫々接続された冷媒回収管 (33)が備えられ、この冷媒回収管 (33)にデフロスト
用第３電磁弁 (EVD3)が設けられている。また、冷媒配管 (16)における圧縮機 (11)の吐出側
と冷媒回収管 (33)の接続位置との間にはデフロスト用第４電磁弁 (EVD4)が設けられている
。
【０２６５】
このような構成により、熱量調整熱交換器 (14)に着霜が発生した場合には、吸入側電磁弁
(EVI)及びデフロスト用第４電磁弁 (EVD4)が閉鎖され、吐出側電磁弁 (EVO)及びデフロスト
用第３電磁弁 (EVD3)が開放されて、圧縮機 (11)からの高温の吐出冷媒は、吐出側分岐管 (1
7b)を経て熱量調整熱交換器 (14)に導入されて霜を融解し、その後、第２及び第３膨張弁 (
18b,18c)、加熱用熱交換器 (12)及び冷媒回収管 (33)を経て圧縮機 (11)に回収されることに
なる。このため、熱量調整熱交換器 (14)の着霜を迅速に解消することができ、室内の空調
性能の向上を図ることができる。
【０２６６】
また、このようなデフロスト回路 (31)は、本形態のような冷暖房の切換え運転が可能とさ
れた空気調和装置に対してばかりでなく、上述した第１３実施形態の回路に対しても適用
可能である。
【０２６７】
尚、上述した各１次側冷媒回路 (A)の構成は、複数の受液器 (25a,25b)を備えさせた第９～
第１２実施形態に対しても適用可能である。
－複数の冷熱源熱交換器を備えた変形例－
以下に述べる第１８～第２３実施形態は、２次側冷媒回路に冷熱源熱交換器を複数台（本
形態では２台）備えさせた場合における１次側冷媒回路の構成を示している。
【０２６８】
（第１８実施形態）
本形態は、図５０に示すように、上述した第１実施形態において２次側冷媒回路 (B)に２
台の冷熱源熱交換器 (2a,2b)を備えさせた場合であって、１次側冷媒回路 (A)としては上述
した第１実施形態（図１参照）と同様の構成を採用している。このような構成の場合、１
次側冷媒回路 (A)には、各冷熱源熱交換器 (2a,2b)に対応して冷却用熱交換器 (15a,15b)が
備えられ、冷媒配管 (16)が各冷却用熱交換器 (15a,15b)に応じて分岐され、各分岐管 (16a,
16b)に、各冷却用熱交換器 (15a,15b)への冷媒流量を調整するための電動弁 (EVA,EVB)が備
えられることになる。また、２次側冷媒回路 (B)の構成は、上述した第５実施形態（図２
１参照）と同様である。
【０２６９】
（第１９実施形態）
本形態は、図５１に示すように、上述した第１実施形態において２次側冷媒回路 (B)に２
台の冷熱源熱交換器 (2a,2b)を備えさせた場合であって、１次側冷媒回路 (A)としては上述
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した第１３実施形態（図４３参照）と同様の構成を採用している。このような構成の場合
、１次側冷媒回路 (A)は、冷媒配管 (16)の各分岐管 (16a,16b)に、各冷却用熱交換器 (15a,1
5b)への冷媒流量を調整するための第２電動弁 (18a-1,18a-2)が備えられることになる。ま
た、この場合にも２次側冷媒回路の構成は上述した第５実施形態（図２１参照）と同様で
ある。
【０２７０】
（第２０実施形態）
本形態は、図５２に示すように、上述した第１４実施形態（図４４参照）において２次側
冷媒回路 (B)に２台の冷熱源熱交換器 (2a,2b)を備えさせた場合である。このような構成の
場合、１次側冷媒回路 (A)は、冷媒配管 (16)の各分岐管 (16a,16b)に、各冷却用熱交換器 (1
5a,15b)への冷媒流量を調整するための電動弁で成る膨張弁 (13a,13b)が備えられることに
なる。また、２次側冷媒回路 (B)の構成は、上述した第６実施形態（図２３参照）と同様
である。
【０２７１】
（第２１実施形態）
本形態は、図５３に示すように、上述した第１５実施形態（図４５参照）において２次側
冷媒回路 (B)に２台の冷熱源熱交換器 (2a,2b)を備えさせた場合である。このような構成の
場合、１次側冷媒回路 (A)は、冷媒配管 (16)の各分岐管 (16a,16b)に、各冷却用熱交換器 (1
5a,15b)への冷媒流量を調整するための電動弁 (18d-1,18d-2)が備えられることになる。ま
た、この場合にも２次側冷媒回路 (B)の構成は上述した第６実施形態（図２３参照）と同
様である。
【０２７２】
（第２２実施形態）
本形態は、図５４に示すように、上述した第１６実施形態（図４６参照）において２次側
冷媒回路 (B)に２台の冷熱源熱交換器 (2a,2b)を備えさせた場合である。このような構成の
場合、１次側冷媒回路 (A)は、冷媒配管 (16)の各分岐管 (16a,16b)に、各冷却用熱交換器 (1
5a,15b)への冷媒流量を調整するための電動弁で成る膨張弁 (18d-1,18d-2)が備えられるこ
とになる。また、２次側冷媒回路 (B)の構成は、上述した第７実施形態（図２５参照）と
同様である。
【０２７３】
（第２３実施形態）
本形態は、図５５に示すように、上述した第１７実施形態（図４８参照）において２次側
冷媒回路 (B)に２台の冷熱源熱交換器 (2a,2b)を備えさせた場合である。このような構成の
場合、１次側冷媒回路 (A)の各分岐管 (16a,16b)に、各冷却用熱交換器 (15a,15b)への冷媒
流量を調整するための電動弁 (18a-1,18a-2)が備えられることになる。また、この場合に
も２次側冷媒回路 (B)の構成は上述した第７実施形態（図２５参照）と同様である。
【０２７４】
また、上述した各実施形態は、室内の空気調和を行うようにした空気調和機の冷媒回路に
本発明を適用した場合について説明したが、本発明は、これに限らず、冷蔵庫用の冷媒回
路など種々の冷凍機に対して適用可能である。
【０２７５】
更に、上述した各実施形態では、２次側冷媒回路 (B)の温熱源熱交換器 (1)は１次側冷媒回
路 (A)を循環する冷媒から熱が与えられ、２次側冷媒回路 (B)の冷熱源熱交換器 (2)は１次
側冷媒回路 (A)を循環する冷媒により熱が奪われるようになっていたが、請求項１～５８
記載の発明はこれに限らず、２次側冷媒回路 (B)の温熱源熱交換器 (1)にヒータを取付けて
、該ヒータからの熱により冷媒を蒸発させたり、冷熱源熱交換器 (2)を外気との間で熱交
換させるような構成としてもよい。
【０２７６】
尚、本発明では、１次側冷媒回路 (A)圧縮機 (11)に代えて吸収式冷凍機を備えさせるよう
にしてもよい。
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【０２７７】
【発明の効果】
以上説明してきたように、本発明によれば以下に述べるような効果が発揮される。請求項
１記載の発明によれば、利用側手段に所定の熱交換動作を行わせるための冷媒の循環動作
を、温熱源手段に与えられた熱量によって発生する冷媒の圧力上昇を利用して行うように
したので冷媒循環用のポンプ等の駆動源を必要としない。このため、消費電力の低減、故
障発生要因箇所の削減、装置全体としての信頼性の確保を図ることができる。また、冷熱
源手段において冷媒の凝縮を行っているのでガス冷媒を確実に液化することができ、この
冷熱源手段の内圧の上昇が抑制でき、良好な冷媒の循環動作を行うことができる。このた
め、従来のように利用側手段からガス冷媒が流出しないように、該利用側手段において冷
媒を過冷却状態にしておく必要がなくなり、利用側手段における熱交換量を十分に得るこ
とができ能力の向上を図ることができ、また、機器の配設位置の制約が小さくできて高い
信頼性及び汎用性を得ることができる。
【０２７８】

【０２７９】
請求項２３記載の発明によれば、複数の冷熱源手段を備えさせ、常に一部の冷熱源手段を
利用側手段との間で冷媒を循環させながら各冷熱源手段同士で利用側手段に対する接続状
態を切換えることができ、請求項４１記載の発明によれば、液冷媒を貯留可能な複数の受
液手段を備えさせ、常に一部の受液手段と利用側手段との間で冷媒を循環させながら各受
液手段同士で利用側手段に対する接続状態を切換えることができるので、利用側手段にお
いて連続した放熱運転を行うことができ、装置の性能の向上を図ることができる。
【０２８０】
請求項２、２４及び４２記載の発明によれば、利用側手段が放熱運転するものに対して、
上述した請求項１記載の発明と同様に、駆動源が不要であることによる消費電力の低減、
故障発生要因箇所の削減、装置全体としての信頼性の確保、冷熱源手段において冷媒の凝
縮を行うことによる良好な冷媒の循環動作といった効果を発揮させることができる。そし
て、特に、請求項２４記載の発明では、複数の冷熱源手段を備えさせ、一方において利用
側手段との間で冷媒を流通させながら、他方で液冷媒を温熱源手段に回収させ、この各冷
熱源手段の動作を交互に行わせるようにしているので、利用側手段における放熱運転を連
続して行うことができ、本装置を室内の暖房を行う空気調和機に適用した場合には暖房運
転を連続して行うことができて、室内の快適性の向上を図ることができる。また、請求項
４２記載の発明では、複数の受液手段を備えさせ、一方において利用側手段との間で冷媒
を流通させながら、他方で液冷媒を温熱源手段に回収させ、この各受液手段の動作を交互
に行わせるようにしているので、この場合にも利用側手段における放熱運転を連続して行
うことができる。
【０２８１】
請求項６、２７及び４５記載の発明によれば、利用側手段が吸熱運転するものに対して、
上述した請求項１記載の発明に係る効果を発揮することができる。そして、特に、請求項
２７記載の発明では、複数の冷熱源手段を備えさせ、一方において利用側手段との間で冷
媒を流通させながら、他方で液冷媒を温熱源手段に回収させ、この各冷熱源手段の動作を
交互に行わせるようにしているので、利用側手段における吸熱運転を連続して行うことが
でき、本装置を室内の冷房を行う空気調和機に適用した場合には冷房運転を連続して行う
ことができて、室内の快適性の向上を図ることができる。また、請求項４５記載の発明で
は、複数の受液手段を備えさせ、一方において利用側手段との間で冷媒を流通させながら
、他方で液冷媒を温熱源手段に回収させ、この各受液手段の動作を交互に行わせるように
しているので、この場合にも利用側手段における吸熱運転を連続して行うことができる。
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また、液冷媒を貯留可能な受液手段を冷熱源手段に対して並列に接続したことにより受液
手段に液冷媒を貯留できるので、冷熱源手段に液冷媒が貯留されることによる熱交換面積
の減少を回避することができ、この冷熱源手段の熱交換効率を高く維持でき、装置全体と
しての効率の向上を図ることができる。



【０２８２】
請求項１０、３１及び４９記載の発明によれば、利用側手段が放熱運転と吸熱運転とが可
能なものに対して、上述した請求項１記載の発明に係る効果を発揮することができ、特に
、請求項３１記載の発明では、複数の冷熱源手段を備えさせたことにより、上述した請求
項２４、２７記載の発明に係る効果を、請求項４９記載の発明では、複数の受液手段を備
えさせたことにより、上述した請求項４２、４５記載の発明に係る効果を共に発揮させる
ことができ、利用側手段の連続運転を可能にできる。
【０２８３】
請求項１４、１６、１８、３５、３６、３８、５３、５４及び５６記載の発明によれば、
複数の利用側手段が備えられ、各利用側手段が個々に放熱運転と吸収熱運転とが選択可能
となっているものに対して、上述した請求項１記載の発明に係る効果を発揮することがで
き、特に、請求項３５、３６及び３８記載の発明では、複数の冷熱源手段を備えさせたこ
とにより、上述した請求項２４、２７、３１記載の発明に係る効果を、請求項５３、５４
及び５６記載の発明では、複数の受液手段を備えさせたことにより、上述した請求項４２
、４５、４９記載の発明に係る効果を共に発揮させることができ、利用側手段の連続運転
を可能にすることができる。
【０２８４】
請求項３、１１、１５及び３２記載の発明によれば、利用側手段の運転に伴って冷熱源手
段に貯留されていく液冷媒を温熱源手段に回収することができるので、利用側手段の運転
を良好に維持することができる。そして、特に、請求項３２記載の発明では、液冷媒の回
収動作と利用側手段の運転とを同時に行うことができ、利用側手段の連続運転を可能にす
ることができる。
【０２８５】
請求項５０記載の発明によれば、利用側手段の運転に伴って受液手段に貯留されていく液
冷媒を温熱源手段に回収することができるので、利用側手段の運転を良好に維持すること
ができ、また、液冷媒の回収動作と利用側手段の運転とを同時に行うことができ、利用側
手段の連続運転を可能にできる。
【０２８６】
請求項７、１１、１７、２８、３２及び３７記載の発明によれば、利用側手段の運転に伴
って温熱源手段から排出されていく液冷媒を冷熱源手段から回収することができるので、
冷媒の循環動作を良好に維持することができる。そして、特に、請求項２８、３２及び３
７記載の発明では、液冷媒の回収動作と利用側手段の運転とを同時に行うことができ、利
用側手段の連続運転を可能にできる。
【０２８７】
請求項４６、５０及び５５記載の発明によれば、利用側手段の運転に伴って温熱源手段か
ら排出されていく液冷媒を受液手段から回収することができるので、冷媒の循環動作を良
好に維持することができる。また、液冷媒の回収動作と利用側手段の運転とを同時に行う
ことができ、利用側手段の連続運転を可能にすることができる。
【０２８８】
請求項４、８、１２、１９、２５、２９、３３、３９、４３、４７、５１及び５７記載の
発明によれば、夫々上述した請求項２、６、１０、１８、２４、２７、３１、３８、４２
、４５、４９及び５６記載の発明に係る効果を発揮するためのガス流路切換え手段の具体
的な構成を得ることができ、熱搬送装置の実用性の向上を図ることができる。
【０２８９】
請求項５、９、１３、２０、２６、３０、３４、４０、４４、４８、５２及び５８記載の
発明によれば、夫々上述した請求項２、６、１０、１８、２４、２７、３１、３８、４２
、４５、４９及び５６記載の発明に係る効果を発揮するための液流路切換え手段の具体的
な構成を得ることができ、熱搬送装置の実用性の向上を図ることができる。
【０２９０】
請求項２１記載の発明によれば、液冷媒を貯留可能な受液手段を冷熱源手段に対して並列
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に接続したことにより受液手段に液冷媒を貯留できるので、冷熱源手段に液冷媒が貯留さ
れることによる熱交換面積の減少を回避することができ、この冷熱源手段の熱交換効率を
高く維持でき、装置全体としての効率の向上を図ることができる。
【０２９１】
請求項２２記載の発明によれば、ガス流通管における分岐管との接続部分と冷熱源手段と
の間に、冷熱源手段への冷媒供給状態を変更可能とする開閉弁を設けたことにより、液冷
媒を冷熱源手段や受液手段から排出する際に開閉弁を閉鎖すれば、冷熱源手段に温熱源手
段からのガス冷媒が供給されなくなるので、冷熱源手段が不必要に加熱されることが防止
でき、省エネルギ性の向上を図ることができる。
【０２９２】
請求項５９、６３及び６７記載の発明によれば、加熱熱交換手段の熱交換量と冷却熱交換
手段の熱交換量との差に応じて熱源側冷媒に熱量を与え或いは熱源側冷媒から熱量を奪う
熱量調整熱交換器を備えさせたために、熱源側冷媒回路での放熱量と吸熱量とを等しくす
ることができ、これにより、該冷媒循環回路での冷媒の循環状態が良好に得られ、且つ温
熱源手段への熱量の供給及び冷熱源手段からの熱量の回収を安定的に行うことができて効
率の高い利用側手段の運転状態を得ることができる。
【０２９３】
請求項６０～６２、６４～６６、６８～７０記載の発明では、上述した請求項５９、６３
及び６７記載の発明に係る効果を発揮するための熱源側冷媒回路の具体構成を得ることが
でき、熱搬送装置の実用性の向上を図ることができる。
【０２９４】
請求項７１記載の発明によれば、熱交換量調整手段の着霜時、冷媒加熱手段からの吐出冷
媒を熱交換量調整手段に供給して除霜する除霜手段を設けたことにより、熱交換量調整手
段の着霜時の除霜を短時間で確実に行うことができ、利用側手段の放熱性能の向上を図る
ことができる。
【０２９５】
請求項７２及び７３記載の発明によれば、上述した請求項７１記載の発明に係る効果を発
揮するための除霜手段の具体構成を得ることができ、熱搬送装置の実用性の向上を図るこ
とができる。
【０２９６】
請求項７４記載の発明によれば、冷媒加熱手段の具体構成を得ることができ、温熱源手段
に与える熱量を熱源側冷媒に確実に供給することができ、熱搬送装置の信頼性の向上を図
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態における冷媒回路の全体構成を示す図である。
【図２】第１実施形態における冷媒循環動作を示す図である。
【図３】第２実施形態における２次側冷媒回路を示す図である。
【図４】第２実施形態における図２相当図である。
【図５】ガス流路切換え手段の変形例を示す図である。
【図６】液流路切換え手段の変形例を示す図である。
【図７】第３実施形態における２次側冷媒回路を示す図である。
【図８】第３実施形態における暖房運転状態を示す図２相当図である。
【図９】第３実施形態における冷房運転状態を示す図２相当図である。
【図１０】ガス流路切換え手段の変形例を示す図である。
【図１１】液流路切換え手段の変形例を示す図である。
【図１２】第４実施形態における２次側冷媒回路を示す図である。
【図１３】第４実施形態において全ての室内が暖房状態である時を示す図２相当図である
。
【図１４】第４実施形態において全ての室内が冷房状態である時を示す図２相当図である
。
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【図１５】第４実施形態において各室全体の熱の収支が暖房要求である時を示す図２相当
図である。
【図１６】第４実施形態において各室全体の熱の収支が冷房要求である時を示す図２相当
図である。
【図１７】第４実施形態において各室内熱交換器の放熱量と吸熱量とが同一である時を示
す図２相当図である。
【図１８】１個の受液器を備えた変形例における２次側冷媒回路を示す図である。
【図１９】１個の受液器を備えた変形例における暖房運転状態を示す図２相当図である。
【図２０】１個の受液器を備えた変形例における冷房運転状態を示す図２相当図である。
【図２１】第５実施形態における２次側冷媒回路を示す図である。
【図２２】第５実施形態における図２相当図である。
【図２３】第６実施形態における２次側冷媒回路を示す図である。
【図２４】第６実施形態における図２相当図である。
【図２５】第７実施形態における２次側冷媒回路を示す図である。
【図２６】第７実施形態における暖房運転状態を示す図２相当図である。
【図２７】第７実施形態における冷房運転状態を示す図２相当図である。
【図２８】第８実施形態における２次側冷媒回路を示す図である。
【図２９】第８実施形態において各室全体の熱の収支が暖房要求である時を示す図２相当
図である。
【図３０】第８実施形態において各室全体の熱の収支が冷房要求である時を示す図２相当
図である。
【図３１】第８実施形態において各室内熱交換器の放熱量と吸熱量とが同一である時を示
す図２相当図である。
【図３２】第９実施形態における２次側冷媒回路を示す図である。
【図３３】第９実施形態における図２相当図である。
【図３４】第１０実施形態における２次側冷媒回路を示す図である。
【図３５】第１０実施形態における図２相当図である。
【図３６】第１１実施形態における２次側冷媒回路を示す図である。
【図３７】第１１実施形態における暖房運転状態を示す図２相当図である。
【図３８】第１１実施形態における冷房運転状態を示す図２相当図である。
【図３９】第１２実施形態における２次側冷媒回路を示す図である。
【図４０】第１２実施形態において各室全体の熱の収支が暖房要求である時を示す図２相
当図である。
【図４１】第１２実施形態において各室全体の熱の収支が冷房要求である時を示す図２相
当図である。
【図４２】第１２実施形態において各室内熱交換器の放熱量と吸熱量とが同一である時を
示す図２相当図である。
【図４３】第１３実施形態における図１相当図である。
【図４４】第１４実施形態における図１相当図である。
【図４５】第１５実施形態における図１相当図である。
【図４６】第１６実施形態における図１相当図である。
【図４７】第１６実施形態においてデフロスト回路を備えさせた変形例を示す図１相当図
である。
【図４８】第１７実施形態における図１相当図である。
【図４９】第１７実施形態においてデフロスト回路を備えさせた変形例を示す図１相当図
である。
【図５０】第１８実施形態における図１相当図である。
【図５１】第１９実施形態における図１相当図である。
【図５２】第２０実施形態における図１相当図である。
【図５３】第２１実施形態における図１相当図である。
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【図５４】第２２実施形態における図１相当図である。
【図５５】第２３実施形態における図１相当図である。
【符号の説明】
(1)　　　　　温熱源熱交換器（温熱源手段）
(2,2a,2b)　　冷熱源熱交換器（冷熱源手段）
(3,3a～ 3d)　  室内熱交換器（利用側手段）
(4,4a,4b)　　ガス流通管
(5,5a,5b)　　液流通管
(6,6a～ 6f)　  ガス配管
(7,7a～ 7f)　  液配管
(8)　　　　　ガス流路切換え手段
(9)　　　　　液流路切換え手段
(10)　　　　  接続管
(11)　　　　  圧縮機（冷媒加熱手段）
(11')　　　　吸収式冷凍機（冷媒加熱手段）
(12)　　　　  加熱用熱交換器（加熱熱交換手段）
(13)　　　　  膨張弁（膨張機構）
(14)　　　　  熱量調整熱交換器（熱交換量調整手段）
(15)　　　　  冷却用熱交換器（冷却熱交換手段）
(17)　　　　  バイパス路
(18)　　　　  流量調整用電動弁（調整弁）
(19)　　　　  四路切換弁
(22,25a,25b) 受液器（受液手段）
(26a,26b)　　ガス管
(27a,27b)　　液管
(31)　　　　  デフロスト回路（除霜手段）
(32)　　　　  ホットガス管
(33)　　　　  冷媒回収管（吸入管）
(C)　　　　　コントローラ（切換え制御手段）
(EV)　　　　  電磁弁（開閉弁）
(CV)　　　　  逆止弁
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】
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【 図 ３ ７ 】 【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】 【 図 ４ ０ 】
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【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ 】

【 図 ４ ３ 】

【 図 ４ ４ 】

【 図 ４ ５ 】

【 図 ４ ６ 】
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【 図 ４ ７ 】

【 図 ４ ８ 】

【 図 ４ ９ 】

【 図 ５ ０ 】 【 図 ５ １ 】

【 図 ５ ２ 】

(88) JP 3598604 B2 2004.12.8



【 図 ５ ３ 】

【 図 ５ ４ 】

【 図 ５ ５ 】
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